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平成３０年第３回山江村議会６月定例会（第１号） 

 

平成３０年６月６日 

午前１０時００分開会 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定について 

日程第 ３ 報告第 １号 平成２９年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

日程第 ４ 報告第 ２号 平成２９年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

日程第 ５ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第 ６ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予

算（第５号）） 

日程第 ７ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算

（第４号）） 

日程第 ８ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予

算（第４号）） 

日程第 ９ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算

（第６号）） 

日程第１０ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正

予算（第２号）） 

日程第１１ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正

予算（第３号）） 

日程第１２ 承認第 ９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村税条例の一部を改正する条例） 

日程第１３ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 
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日程第１４ 議案第３２号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第３３号 山江村地域包括支援センターに関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第１６ 議案第３４号 山江村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１７ 議案第３５号 公共工事請負変更契約の締結について 

日程第１８ 議案第３６号 山江農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１９ 議案第３７号 平成３０年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第３８号 平成３０年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

日程第２１  議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  北 田 愛 介 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  松 尾 充 章 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

 健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  迫 田 教 文 君 

 農業委員会事務局長  柳 瀬 真奈美 君   代表監査委員  木 下 久 人 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。平成３０年第３回山江村議会定例会を招

集する旨の告示により、その通知をしましたところ、議員各位におかれましては、

大変お忙しい中ご出席いただき、厚くお礼申し上げます。 

本定例会は提案されます議案につきましては、後刻、村執行部より説明がありま

す。慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

３月２９日、臨時議会以降の議会に関する諸般の報告をもってあいさつに代えさ

せていただきます。 

諸般の報告につきましては、お手元に配付してございます。 

 それでは、４月７日、山江村戦没者慰霊祭、山江村遺族会総会が高寺院で開催さ

れております。 

 ４月１０日、山田小学校、万江小学校入学式、午後から山江中学校入学式が、議

員全員参加のもとで行われております。 

 ４月１０日、県球磨地域振興局との懇談会があゆの里で開催されております。 

 ４月１４日、熊本地震犠牲者追悼式が、県庁地下大会議室で行われました。 

 ４月２０日、山江村薬草部会総会が開催されまして、今年度の売上げが１,２０

０万円程度になっております。大変今後伸びるんじゃなかろうかと思ってるところ

でございます。 

 ４月２２日、やまえつつじ祭が丸岡公園で開催されております。 

 ４月２５日、山江村畜霊祭、山江村肉用牛振興会総会が産業厚生常任委員長の出

席のもと開催されております。 

 ４月２９日、やまえ福祉まつりが山江村体育館で開催されております。 

 ５月１日、山江村文化協会総会が教育委員会会議室にて開催されております。 

 ５月７日、山江村ボランティア協議会総会が健康の駅で開催されております。 

 ５月１１日、郡定例町村議会議長会が人吉市福祉センターにて開催されておりま

す。 

 ５月１３日、山江中学校体育大会が、雨の中子どもたちの頑張りを見て、大変身

の引き締まる思いでおります。 

 ５月１４日、山江村身体障がい者福祉協議会総会が健康の駅で開催されておりま

す。 

 ５月１５日、五木村議会総務常任委員会視察研修を受け入れております。山江温

泉「ほたる」、第三セクターについて総務文教委員長の出席のもと対応したわけで
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ございます。 

 ５月１８日、山江村シルバー人材センター定期総会が健康の駅で開催されまし

た。 

 ５月２０日、山田小学校運動会、万江小学校運動会が各学校で行われておりま

す。議員各位参加しております。 

 ５月２２日、町村議会議長会研修会、町村議会議長会臨時総会が開催されており

ます。県市町村自治会館で開催されまして、研修内容といたしまして、「議員のな

り手確保のための方策、総務省のあり方研究会報告を踏まえて」が、田口一博新潟

大准教授のもとで開催されております。町村議会の臨時総会におきましては、会長

不在のため、会長に高森町の田上更生氏、副会長に多良木町議会議長の村山昇氏、

副会長に益城町議会議長の稲田忠則氏がなっております。 

 ５月２３日、山江村物産館出荷協議会総会が山江温泉「ほたる」で開催されてお

ります。 

 ５月２５日、山江村自衛隊家族会が山江温泉「ほたる」で開催されております。 

 ５月２７日、山江村消防小型ポンプ操法大会が役場駐車場で開催され、議員全員

が参加しております。 

 ５月２８日から２９日、第４３回全国町村議会議長・副議長研修会が東京国際フ

ォーラムで開催されております。これにつきましては、後刻、副議長の中竹議員の

ほうから報告があります。 

 ５月３１日、国道２１９号線整備改良促進期成会同盟会が宮崎県西都市で開催さ

れております。 

 ６月１日、山江村防災連絡会議が改善センター大会議室で開催されております。 

以上を申し上げまして、議長の開会のあいさつをさせていただきます。 

次に、一部事務組合議会等の開催がされております。関係議員の報告を質問席か

らお願いいたします。 

なお、資料はお手元に配付されております。 

また、５月２８日から５月２９日にかけまして、全国町村会議会正副議長会研修

会が東京国際フォーラムで開催されましたので、研修報告を副議長からお願いいた

します。 

 まず、人吉球磨広域行政組合議会議員、３番、森田俊介議員より報告をお願いし

ます。３番、森田俊介議員。 

○３番（森田俊介君） おはようございます。３月以降の２回にわたる定例会がありま

したので、報告をいたします。 

 平成３０年第１回人吉球磨広域行政組合議会定例会２日目が、３月２８日午前１
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０時から、人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開催されました。 

 日程第１、議案の修正については、代表理事より議案第５号の修正箇所の説明を

受け、異議なく承認されました。 

 次に、日程第２、議案第９号、人吉球磨広域行政組合代表理事等の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 日程第３、議案第４号、平成３０年度人吉球磨広域行政組合一般会計予算。 

 日程第４、議案第５号、平成３０年度人吉球磨広域行政組合、人吉球磨ふるさと

市町村圏特別会計予算。 

 日程第５号、議案第６号、平成３０年度人吉球磨広域行政組合、特別養護老人ホ

ーム特別会計予算。 

 日程第６、議案第７号、平成３０年度人吉球磨広域行政組合、一般会計経費の負

担の総額までの５件を一括して執行部の補足説明を受け、議案ごとに質疑、採決を

行い、異議なく原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、組合の共同処理する事務に関する調査特別委員会委員長報告に

ついて、第３５号から第３６号の審議、経過についての委員長の報告を受け、報告

書のとおり、全員異議なく承認いたしました。 

 次に、日程第８、委員会の閉会中の継続調査については、議会運営委員会委員長

の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに決定されました。 

 最後に、組合会議規則第４３号の規定により、議決された事件について、その条

項、字句、数字、その他の整理は議長に一任することで決定されました。 

 以上、平成３０年第１回人吉球磨広域行政組合定例会２日目の会議結果について

報告をいたします。 

 続きまして、臨時報告を行います。平成３０年度第２回人吉球磨広域行政組合臨

時会が５月２５日午前１０時から、人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開会

されました。 

 まず、日程第１、議席の指定では、球磨村選出議員の任期満了に伴う改正にあた

り、新たに選出された議員の議席が、松野富雄議員を２４番に、田代利一議員を２

５番に指定され、併せて、欠員が生じた組合の共同処理する事務に関する調査特別

委員会委員に２名が指名されました。 

 日程第２、会議録署名議員の指名は、２５番、田代利一議員、２７番、豊永喜一

議員が指名されました。 

 日程第３、会期の決定については、本日１日限りとすることに決定しました。 

 次に、日程第４では、組合の共同処理する事務に関する調査特別委員長の互選が

行われ、球磨村議会議員の改選により欠員となっていた委員長に、１２番、高橋裕
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子（多良木町）の議員が選出されました。 

 また、日程第５では、議会運営委員会の運営委員会委員の選任が行われ、同じ

く、球磨村議会議員の改選により欠員となっていた下球磨地区の委員の補充があ

り、２３番、川邉正美議員（五木村）が選任指名されました。 

 次に、日程第６、議案第１０号、平成３０年度人吉球磨広域行政組合、人吉球磨

ふるさと市町村圏特別会計補正予算（第１号）は、執行部の提案理由及び補足説明

を受け、質疑・採決の結果、原案どおり可決しました。 

 最後に、日程第７、議員の派遣については、平成３０年度の議員の派遣につい

て、配付された資料のとおり実施することに決定され、閉会をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、人吉下球磨消防組合議会議員、１０番、松本佳久議員よ

り報告をお願いします。 

 １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 平成３０年５月第２回人吉下球磨消防組合議会臨時会が、５

月１８日に人吉下球磨消防組合消防本部会議場にて開催されましたのでご報告申し

上げます。 

 日程第２は議長の選挙についてでありました。議長には、これまで人吉下球磨消

防組合議会副議長であった、人吉市議会の大塚則夫議員が選出されました。空席と

なった副議長には、副議長の選出には日程を追加して選挙を行い、不肖私を選出し

ていただきました。その後、内山慶治代表管理者及び深江政友消防長のあいさつが

行われました。 

 あいさつの中では、今年１月１日から４月末日までの災害出動概要にも触れら

れ、今年は特に火災が多く発生しており、火災予防、災害予防等により一層力を入

れていきたい旨の発言がありました。救急出動も増加の一途で、４月末日までで

１,０５８件、年間では３,０００件を超す予想でもあり、より一層業務の遂行に力

を入れていくとの決意も述べられました。 

 なお、新人の消防署職員も４名が採用され、６月１日から勤務に就いておりま

す。若い方々にお願いがあります。どうか若い方々は、将来の職業として消防署の

職員を選択の一つとして考えていただければと思います。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、正副議長研修会報告をお願いいたします。 

 ８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） おはようございます。先に行われました全国町村議長並びに

副議長研修会の研修の概要報告をさせていただきたいと思います。 
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 去る５月２８日から２９日、２日間にわたって東京の国際フォーラムで行われて

おります。テーマは、これからの町村議会を考えるというようなテーマでありま

す。お手元に配付してあるレジメでご覧いただきたいと思います。 

 第１日目は、山梨学院大学の法学部教授の江藤先生の講演がありました。中身に

ついては、全国議長会が提案しております町村議員報酬のあり方、これは中間報告

ですが、その件と、それから、総務省から提案されております研究会の報告書、議

会のあり方に関する報告書がテーマでありました。 

 そのあと特別表彰を受賞をされた全国の中から３町ですね、長崎県の小値賀町、

それから福岡県の大刀洗町、それから徳島県の那賀町３町からそれぞれ事例の発表

がありました。 

２日目につきましては、県内各地区ブロック１７項目の要望活動を全国町村会館

で行っております。球磨郡の場合は２項目、球磨郡の場合は、球磨川における抜本

的な治水対策の促進、それからもう一つは、球磨地域の幹線道路網の整備促進、こ

の２項目の要望を行っているところであります。衆参両院議員、本人、秘書を含め

て１２名の参加がありました。 

 研修の概要でありますが、あとで皆さんよく読んでいただきたいと思いますが、

かいつまんで申し上げますと、議員報酬の低さがなり手不足の原因であるというよ

うな印象が強いと。全国では５７％の方が、どちらかというと低いというような感

じがあるというような調査結果があります。定数削減とそれから低い報酬とが連動

してるんだと。特に女性議員を増やすためには、定数削減は避けるべきであるとい

うような見解でありました。 

 それから、この報酬についてもですね、後出しではなく、２年前から、少なくと

も１年前には決めておかないと、やっぱりそのときになってはもう遅いんだという

ようなことでありました。 

 それから、今後の議会のあり方については、集中専門型、多数参画型というふう

に総務省から提案されておりますが、実際にその選択する実現性があるのかどうか

ですね、まだ現況ではよくわからないというような報告でありました。 

 特にユニークなのはですね、小値賀町、ここは議員報酬５０万円というような条

例を、特殊条例を決めたんですが、やっぱり、それでもなおかつ出てくれる人はい

なかったということで、この報酬条例についてはやむなく廃止をしましたというこ

とでした。 

 あと大刀洗町については、要するに住民に向き合った議会ということで、自由討

議を重視する。それから広報誌を特に力を入れてやってるんだというような報告で

ありました。 
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 それから、徳島県の那賀町につきましては、やはり若者については、特例として

３０万円報酬を出そうというようなことを計画しておるというような話でありまし

た。一応そのような特殊な事例の発表があったところであります。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 以上で、一部事務組合議会及び研修報告は終わりました。 

 それでは、村長から行政報告の申し出があっております。これを許します。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様、おはようございます。議長には発言の機会を与えていた

だき、ありがとうございます。 

 本日ここに平成３０年第３回山江村議会定例会を開催をいたしましたところ、議

員の皆様には、全員ご出席いただく中に開催できますことを、心から感謝を申し上

げます。 

 それでは、先般の臨時会後の行政報告をもってあいさつとさせていただきます。

お手元に配付してあろうかと思いますけれども、３月３０日でありますけれども、

田原団長の消防団長辞令交付式を行っております。併せて退任式を行ったところで

あります。ちなみに、団長につきましては、私のほうから辞令を交付する。副団長

につきましては、団長のほうから辞令を交付するということになっております。 

 同じく３０日でありますが、人吉下球磨消防組合の退職者が３名おりましたの

で、その者に対して辞令交付を行ったところでございます。 

 同じく３０日です。日本遺産人吉球磨観光地域づくり発起人会というのが書いて

ございます。第１回理事会を行ったということでありますが、これは１０市町村が

連携しながらですね、人吉球磨の観光について、また、観光を通した地域づくりを

今後推し進めていこうという取り組みでございます。予算は、人件費を除いてです

ね、３,８００万円ございます。担当の職員は、県の職員、それから人吉広域行政

組合の職員、そして人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町から出向職員を１名ずつ

今出して、その観光地域づくりについて、まずもろもろの観光の資源を調査しなが

ら、メニューを組み立てていくという作業に入っているところでごございます。ち

なみに、アドバイザーとして球磨地域振興局長が選任されたということでありまし

て、いいよ本年度から新しい人吉球磨の観光についてのですね、動きが始まってい

くということになっております。 

 ４月１日ですけれども、これは熊本県の空手道選手権が山江村の体育館で行われ

ておりますので、私も参加いたしまして歓迎のあいさつをさせてもらいました。 

 ４月２日は辞令交付式でありますが、これは特に経験の長い職員を中心に、小規

模ではありますけれども人事異動を行わせてもらっております。 



 － 11 －

 ４月３日の（株）やまえの辞令交付は、定例のですね、常用パート等の期限が１

年でありますので、新しく辞令を毎年発行させてもらっているというものでござい

ます。 

 それから、先ほど議長からもありましたけれども、４月７日の慰霊祭と遺族会総

会に私も参加をいたしまして、それから１０日の万江小学校、山田小学校はです

ね、私、万江小学校の入学式に行ってまいりました。そして午後は山江中の入学式

に参加したところでございます。 

 それから、４月１１日でありますが、１００人委員会の観光部会が朝一番で報告

に来られました。観光部会独自でですね、冊子を作られたということでございまし

て、それに基づいて観光案内人の協会を設立されるというような動きになっており

ますので、その報告に来られたということでございます。ちなみに、観光推進協議

会、また観光案内人の会は、人吉球磨でないのはですね、山江村だけでございまし

た。したがいまして、観光案内人の協会が設立し、また、今、計画しております観

光交流促進協議会も、本年中に山江村立ち上げながら、先ほど申し上げました日本

遺産人吉球磨観光地域づくりとしっかり連携をしながら、観光交流事業を進めると

いうようなことを考えているところでございます。 

 ４月１４日、熊本地震の犠牲者に対します追悼式、県庁のほうで行われておりま

すので参加をしております。 

 ４月１７日、衛生委員会と書いてございますが、このことはですね、村職員のス

トレスチェックをやったり、働きやすい環境をつくろうというような会議でござい

ます。県内各地域で各所でですね、現代病と言われておりますように、精神的に病

む職員等々が多いというようなことを受けてのこういう動きが、各自治体でも行わ

れているということでありますけれども、衛生委員会、昨年立ち上げまして、今年

も引き続き、職員のその働きやすい環境をつくりながら、ストレスチェックを行っ

ていくということにしております。 

 それから、１８日は災害支援協定会議としておりますけれども、これは郵便局と

の協定でございまして、もろもろの災害、また見守り等の協定につきまして、見守

り等におきましての協定を結ばせてもらったということであります。 

 そして、４月１９日から、これは毎年度行っておりますけれども、各課とです

ね、本年度の事業を見通した打ち合わせを行わせてもらっております。 

 まず、１９日は、総務課、建設課、税務課のとの打ち合わせをしながら、情報の

共有を図りながら事業を進めていくというような取り組みをしたところでありま

す。 

 それから、４月２０日は、１００人委員会のやまえ栗ブランド部会が報告に来ら
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れました。ブランド部会のほうでも、山江栗のブランディングに対するですね、そ

の管理及び工程を工程表を作成されております。いわゆる、この管理工程表に基づ

く栗の生産をされますと、やまえ栗のブランドとしての位置づけができるというよ

うなことでありまして、こういう取り込みを広く村内に広げていくということが、

求められているのでありましょうし、各生産向上推進委員会と会がございますの

で、そちらのほうにも広げていってもらえるような取り組みをお願いしたいと思っ

ているところであります。 

 ４月２２日であります。やまえつつじ祭りが開催されております。晴天に恵まれ

まして、つつじは久留米つつじがちょっと終わったというような状況でありました

けれども、たくさんの人に参加いただきながら、にぎわいのある祭りであったと思

っております。議員の方もたくさん参加いただきまして、大変ありがとうございま

した。 

 それから、４月２３日でありますが、生協コープとのですね、生活支援協定の調

印式を行いました。これにつきましても生協がもろもろの配達をする折に、高齢者

等の見守り活動、それから道路の破損等についてですね、チェックをして、何かあ

ったときは役場のほうに報告をするというような調定でございます。 

 それから、４月２５日でありますが、畜霊祭と山江村肉用牛振興総会、以上の総

会に入っております。それと球磨中央地区林業活性化協議会とございますけれど

も、これはスマート林業を球磨中央地区の森林組合で進めるということであります

が、まさにＧ空間を活用した森林の管理であります。いわゆるＧＩＳ、航空写真を

活用しながら、その地域のですね、森林のその面積をもとに、また、その育齢をも

とに在籍までわかるというようなことであります。 

 私も質問しましたけれども、例えばこの地域の山を拡大してみたら、この山で幾

らぐらいの搬出の経費がかかるか、幾らぐらいの利益があるかというのはわかるん

ですかと言いましたら、それもほぼ正確な数字でですね、判明できるというような

返答を得ております。今後、山江村はまだその空撮、ＧＩＳの、順次ですね、その

空撮等の整備を図っていくということでありますけれども、それが導入されたとい

うことであれば、いろんなことに活用できるということを思っておりまして、まさ

に森林組合がＩＣＴ事業に取り組んだということでございます。 

 それから、２６日は、山江村体育協会総会が行われております。 

 そして、２７日は、山江村消防団の新旧幹部会議が開催されておりまして、新し

い団長に山田団長、副団長に村上、平川副団長が就任されたということでございま

す。 

 ４月２９日、やまえ福祉まつり、引き続き、山田大王神社の総会に参加しており
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ます。 

 それから、５月７日でありますが、川辺川土地改良事業連絡協議会関係市町村長

会議とございます。これは、国営事業が完全に廃止をされたということでございま

すので、川辺川土地改良事業連絡協議会につきましては、３０年度をもって解散す

るということになりました。土地改良事業連絡協議会と申しますのは、昔でいう川

辺川総合土地改良事業組合のことであります。いわゆる一部事務組合でありまし

た。議員の方々、派遣いただきながら、この国営の川辺川につきましていろんな議

論を成してきたということでありますが、事業が止まっておりましたので、連絡協

議会という組織に移しながら、その話し合いを進めてきたということであります

が、国営が廃止になったということを受けて、平成３０年度で終わるというような

ことになっております。 

 ５月８日、山江村乳用牛導入資金交付式を２名の方に行っております。そして、

同じく８日から、平成３０年度の村政懇談会を１６区から始めております。１６区

とありますが、教育長と２班体制でまわらせてもらっております。従いまして、８

日は１５区、１６区を行ったということで、数字の高い区のほうから低い区のほう

に下りてきていると。あと１３区と１４区が残っているというような状況でござい

ます。 

 それから、５月９日、１０日は、平成３０年度の管内主軸事業要望ということで

ございます。国交省のほうに球磨郡の市町村長で出向いております。今回、人吉球

磨にも他地区にましてですね、補助事業等の予算がついておりました。そのお礼を

兼ねてまた要望を併せて行ったというところでございます。これにつきましては、

下ノ段地区において、現在、社会資本整備交付金の事業で橋の整備を行っていると

ころでありますが、交付金事業でありますので、その金額がですね、動くというこ

とが、これは毎年毎年あります。いわゆる６５％交付がですね、今年も予算で３,

０００万円ほど減額をさせてもらっているところでありますが、４５％に減らされ

てきております。 

 従いまして、ほかのですね、建設工事事業に影響を与える、また進まないという

こともありますので、この折に、その交付金事業から大規模改修のですね、補助事

業に転換してもらえないかと。事業が途中ではありますけれどもそういう要望もし

ておりまして、何度となく県のほうにもそのお願いをしているところであります。 

 その補助事業として認定されますと、２分の１の事業でありますから、その社交

金は当然よその事業にまわせるということになりますので、ずいぶんその山江村内

の事業が進むということになりますので、そういう要望をしてきているところであ

ります。まだ決定はしておりませんけれども、議員の皆様方におきましても、よろ
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しくお願いをしたいと思っているところでございます。 

 それから、５月１２日は、くま川ごみゼロポスターコンクールというのがありま

して、その金賞作品はですね、大きな看板にして球磨川沿岸に貼ると、置くと、設

置するというような事業を国交省のほうにしておりました。その金賞に２名選ばれ

ております、人吉球磨からですね。その１人に山江中学校の藤本君の作品が、入賞

したということで、金賞を受賞したということでありましたから、私、その式典の

ほうに参加をしてきました。 

 ５月１３日は、山江中学校の体育大会、あいにくの雨でありましたけれども、全

プログラムともやられたというようなことであります。雨の中、私から見てかわい

そうな気もしたわけでありますけれども、子どもたちの一生懸命そのプログラムに

取り組む姿にですね、ある意味感動でもあったというふうに思います。 

 それから５月１５、１６、１７でありますが、全国ＩＣＴ首長協議会の総会のほ

うに参加をしてまいりました。このＩＣＴ首長協議会は、設立されて２年半という

ことでございます。その間いろんな要望活動も行ってきました。文科大臣に対する

財政支援の要望活動も、佐久市の市長を中心にですね、私も同行させてもらったと

いうことで行ってきましたけれども、今回といいますか今年から、１,８０５億円

の地方財政措置がつきました。いわゆるＩＣＴ教育に取り組むいろんな予算につき

まして、この１,８０５億円の地方財政措置を、これは地方交付税として返ってく

るというようなことでありますので、さらにこのＩＣＴ教育の推進につきまして

は、なかなか過疎債の予算で対応してきましたので、そういう予算を活用させても

らいたいと。私もパネリストとして壇上に上らせてもらっているところでありま

す。 

 それから、１７日でありますが、道路整備促進期成会同盟会通常総会、「命と暮

らしを守る道づくり全国大会」が、併せてちょうど同じ時期にございましたので、

そちらのほうに参加をしてきております。 

 ５月１８日でありますが、先ほどご報告がありました人吉下球磨消防組合の臨時

議会が行われました。報告があったとおり、議長に大塚議長ですね、それと副議長

に本村の松本議員が就任をされたということでございます。 

 それから同じ日、やまえ栗まつり実行委員会議を開催いたしました。今年のやま

え栗まつりスイーツフェスタでありますけれども、９月２３日に開催するというこ

とを決めてもらっているところでございます。 

 ５月２０日につきましては、小学校の運動会、山田小、万江小運動会に時間をず

らしながら参加をしたところでございます。 

 それから、５月２１日は、老人クラブの総会で、これも会長がですね、鏡山会長
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から豊永会長に代わられたというようなことでございます。 

 そして、平成３０年度人吉球磨春夏秋冬キャンペーン実行委員会及び人吉球磨地

域観光推進協議会合同総会、それの次に、人吉球磨日本遺産活用協議会総会が開催

されたということでありますが、これは先ほど申しました日本遺産人吉球磨観光地

づくり協議会のほうに吸収されると、連携をするということになっておりますの

で、続くのもありますけれども、予算はほとんどその観光ＤＭＯといいますか、地

域づくり協議会のほうに注ぎ込みながら、総合的にやっていくというようなことに

なっております。 

 それから、５月２２日は、全国森林環境税創設促進連盟の定期総会、東京でござ

いましたので、私、日帰りだったんですが参加しております。これにつきましては

ご案内のとおりでございます。名前を変えながらも２５年以上この要望活動を市町

村長、それから、議長をはじめとしてですね、行ってきたということでありますけ

れども、案内のとおり、３１年度から前倒しでその森林環境税が交付ということが

決まりました。従いまして、本年度いっぱいでですね、この森林環境税創設促進連

盟の定期総会については、解散をするということになっております。なお、事務に

つきましては、全国町村会のほうで引き継ぐというようなことになりました。 

 ５月２３日は、球磨郡町村新規採用職員の隊内研修ということでございます。こ

れは自衛隊研修をですね、球磨郡の町村会の新しい新採職員は、自衛隊のほうに隊

内研修として現場研修をやっていったということであります。今まで熊本のほうに

やっていたということでありまけれども、自衛隊の組織替えによりまして、本年度

からえびの駐屯地がですね、人吉球磨をみるといういことになっておりますので、

えびの駐屯地のほうに研修に行ったと。その町村会を代表して私、あいさつに行っ

たというところであります。今年２２名の球磨郡の町村の新しい職員がおります。 

 それから、５月２４日でありますけれども、山江村商工会の総会が開催されてお

ります。会長も代わられまして、稲留会長が新しく就任されたというようなことで

ございました。 

 それから、５月２６日は、郡民体育祭のゴルフのほうに参加しております。あい

にくのこの日も雨でありましたけれども、村民の方、ゴルフ、雨の中、非常に健闘

されたということでございました。 

 同じ日でありますが、ＮＰＯ法人かちゃリンクやまえの通常総会にも参加してお

ります。 

 ２７日が山江村消防小型ポンプ操法大会が挙行されました。優勝は５分団、２位

が２分団、３位が３分団ということでありましたけれども、山江村、消防署の審査

員の話によりますと、どの分団も非常に他町村に比べてですね、レベルが高いとい
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うふうにおっしゃってました。５分団におきましては、７月２９日のに行われます

球磨郡のポンプ操法大会、参加するということに決まっておりますが、ぜひ優秀な

成績をですね、収めてもらいたいと期待をするところでございます。 

 ５月２８日は、（株）やまえの取締役会に引き続き、（株）やまえの株主総会を開

催をさせていただきました。本年も昨年に引き続き黒字決算で終えることができた

ということであります。今年は１,０６０万円ほどの黒字でございました。このこ

とにつきましては、本当に議員の皆様方をはじめ村民の皆様方のご支援のたまもの

と、心から感謝を申し上げますし、ただ通算ではですね、まだ２２０万円ほど、２

３０万円だったですかね、の赤字が残って、もうひと踏ん張りということでござい

ますが、今後ともよろしくご支援のほどお願いを申し上げたいと思います。 

 それから、５月２９日、先ほど申し上げました川辺川総合土地改良事業連絡協議

会の総会が行われたということでございます。平成３０年度解散ということであり

ますので、各町村からの負担金は取らずに、繰越金だけでの協議会の運営になり、

本年度末に解散をするということでございます。 

 ５月３０日は、チャレンジデーの２０１８を行っております。沖縄県の大宜味村

との戦いといいますか、参加率を競ったということでありました。本村４６.９％

の参加をいただいて、今まででも一番参加率が高い数字でありまして、大宜味村が

４２％だったと思いますが、でありましたので、勝利を収めることができたという

ようなことでございました。参加いただきました村民の皆様方に、大変ありがとう

ございましたと感謝申し上げますし、できますればこの機会に運動をスポーツので

すね、日ごろからの取り組みもお願いできたらなというふうにも考えているところ

でございます。 

 それから、６月１日は山江村の防災連絡会議を開催をいたしております。先の熊

本県のですね、治水砂防協会の総会で、国交省の課長がこういうことを申しました

のでその旨伝えたんですけれども、「災害はなくならないという認識はしっかり持

ちなさい」というふうなことであります。非常に頭に残っております。「災害はな

くならない。それと住民は逃げないということを前提に考えてください」というよ

うなことであります。 

 思い起こしますのは、福島県の新地町に行きました折に、ときの町長がおっしゃ

ったのは、避難訓練をするときには、１００％住民の方、逃げてもらったというこ

とであります。ただ、大津波がきた時は、これぐらい大丈夫だろうとか、忘れ物を

したから取りに帰ってきた。取りに家のほうに帰って行かれたという方が、１５０

名程度犠牲になられたというようなことでありますので、改めてその付近を思いな

がら、またしっかり啓発活動をしていかなくちゃいけないなと思ったところでござ
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います。 

 それから、６月４日でありますけれども、平成３０年度球磨管内の主軸事業説明

会がございまして、球磨振興局の今年の事業についての説明があったということで

ございます。 

 ６月５日、昨日でございますが、ＮＴＴ西日本との特定公衆電話設置協定の調印

式というのを行いました。これは山江村内のですね、避難所１８カ所ございます

が、その１８カ所すべてにですね、災害時に使用する公衆電話を無料で設置する

と、ＮＴＴがですね、設置するというような調定でございます。 

 災害時には、この電話回線におきましては、他の回線を優先してつなぐことがで

きるというようなものでありまして、もう起きないほうがもちろんいいわけで、使

用しないほうがいいわけでありますけれども、万が一そういう被災が、災害があり

被災された方々におかれては、避難所でこの電話を優先的につながるような電話を

設置するというような調印式でございました。 

 以上、行政報告を申し上げました。最後になりますが、本村を取り巻く情勢は依

然として厳しい中にあるということを認識しております。ただ、山江村を振興・活

性化させる施策の効果や動きが、一つ一つ見え始めたということも感じておりま

す。産業振興のほうでは、万江地区集落営農の取り組みが始まっておりますし、山

江栗の品質向上委員会にみられるように、増産品質向上の取り組みを積極的に行っ

てもらっております。 

 さらに、森林環境税の活用や林業振興のために、林業活性化協議会を設立をいた

しまして、低迷する林業の中でのシイタケ栽培をはじめ、林産物のブランド化事業

に今年から取り組みたいというふうに考えております。働く場の確保のための産業

づくりや企業の誘致についてもですね、今後とも広く推し進めてまいりたいと思い

ます。 

社会保障の振興のための施策としても、医療介護の現場の充実のために、健康ポ

イント、介護支援ポイント事業も始めます。また、道路橋梁をはじめ防災対策とし

ての生活環境の整備も厳しい財政状況の中ではありますけれども、年次計画により

まして、国・県の予算を効果的に獲得をしながら推し進めてまいります。そして新

しい社会に向けて、村民主役による山江未来塾、いわゆる１００人委員会でござい

ますが、具体的な村づくりの活動が本格化をしてきております。今後とも村民の皆

様方とともに、本村課題解決のために、そして、本村の活性化のために努力を続け

てまいりますので、改めまして議員並びに村民の皆様のご理解とご支援をよろしく

お願いを申し上げます。 

 本日、村長提案の議案につきましては、繰越の報告が２件、専決処分案件が９
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件、条例改正案件が３件、公共工事請負の変更計画案件が１件、農振地域の計画変

更案件が１件、そして、補正予算案件が２件の計１８件でございます。どうぞ慎重

に御審議いただきながら、よろしくご決定賜りますようお願い申し上げましてあい

さつといたします。どうぞよろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） これで、村長の行政報告とあいさつが終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 開会宣言 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから、平成３０年第３回山江村議会定例会を開会いた

します。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（秋丸安弘君） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。 

山江村議会会議規則第１２４条の規定によりまして、８番、中竹耕一郎議員、１

０番、松本佳久議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

本件につきましては、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

１０番、松本佳久議員。 

○議会運営委員長（松本佳久君） それでは、報告いたします。 

 平成３０年第３回山江村議会定例会につきまして、去る５月３０日、議会委員会

室におきまして議会運営委員会を開催し、本議会定例会全般について協議いたして

おります。決定しておりますことをご報告申し上げます。 

 会期につきましては、本日６日から８日までの３日間としております。本日、開

会、提案理由の説明後、議案審議することにしております。７日は一般質問で、６

名より通告が出ており、終了後、散会としております。 

 発言の順序は事前にくじ引きで決定している順で、時間については、質問、答弁

含めて６０分となっております。３日目、８日に質疑、討論、表決を行い、閉会と

いうことに決定しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） これで、議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 
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お諮りいたします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程第２、会期の決定については、議会運営委員会委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 報告第１号 平成２９年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第３、報告第１号、平成２９年度繰越明許費（一般会計）

の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第１号についてご説明申し上げます。平成２９

年度繰越明許費（一般会計）の報告でございます。 

 平成２９年度繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より、山江村一般会計予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告するというもので

ございます。 

 平成３０年６月６日、本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、繰越明許費については、地方自治法施行令の規定に基

づき、議会に報告する必要があるために提案させていただくというものでございま

す。 

 １枚計算書を添付をいたしております。款、項、事業名と横並びにありますが、

その順に読み上げをさせていただきたいと思います。款が２の総務費、項、総務管

理費、事業名がまち・ひと・しごと創生対策事業、金額が４,２１０万円、翌年度

繰越額が４,２１０万円でございます。左の財源内訳でございますが、これは参照

いただきたいと思います。 

 次に、２の総務費、１の総務管理費、事業名がまち・ひと・しごと創生事業の１

６万６,０００円でございます。繰越額も１６万６,０００円となっております。 

 次に、款の総務費、項の総務管理費、携帯電話基地局整備事業でございます。金

額が８,５６９万５,０００円でありますが、そのまま翌年度にも８,５６０万９,０

００円を繰り越すというものでございます。 

 次に、款７、土木費、項２、道路橋梁費、事業名が、村道県道下段線下之段橋下

部工（Ａ２）事業でございます。金額は１億５,０００万円でありますが、繰越額

につきましては７,５６５万円となっております。財源内訳はご覧いただきたいと

思います。 
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 次に、款７、土木費、項２、道路橋梁費、事業名が、村道涼松筌野線防災事業で

ございます。金額につきましては１,９５０万円でございますが、そのまま１,９５

０万円を繰り越すというものでございます。合計の２億９,７４６万１,０００円が

金額につきまして、繰越額が２億２,２９７万５,０００円となっております。これ

につきましては、財源内訳を申し上げますが、国庫支出金が１億９７７万３,００

０円、地方債が８,７１０万円、一般財源として２,６１０万２,０００円を充当す

るということになっております。これにつきましても本日提出でございます。 

 以上、説明申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 報告第２号 平成２９年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第４、報告第２号、平成２９年度事故繰越し

（一般会計）の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは報告第２号についてご説明申し上げます。平成２９年

度事故繰越し（一般会計）の報告についてでございます。 

 平成２９年度事故繰越しについて、地方自治法施行令第１５０条第３項の規定に

より、山江村一般会計予算に係る事故繰越しを別紙のとおり報告するというもので

ございます。本日提出でございます。 

 提案理由でありますが、事故繰越しについては、地方自治法施行令の規定に基づ

き報告する必要があるために、提案をさせていただくというものでございます。 

 １枚計算書を添付しておりますけれども、左から款、項、事業名の順に読み上げ

てまいります。款２、項１、事業名は地方創生拠点整備交付金事業、支出負担行為

額が２,９１６万１,９６３円、この内訳でありますが、支出済額が２,５１６万５

６３円、支出未済額につきましては、４００万１,４００円、支出負担行為予定額

でございます。２,２６３万８,０３７円でございます。翌年度繰越額につきまして

は、２,６５３万９,４３７円となってございます。 

 この財源内訳でありますけれども、国・県の支出金が１,４７７万６,０００円、

地方債につきましては２,０００万円でありまして、一般財源は、繰越しでありま

すので既に支払いを済ませておりますから、その関係でマイナスの８３１万１６３

円となっております。 

 説明でございますが、合戦ノ峰地区物産販売所建築工事着手後の１月９日に受注

業者から、資材の高騰、人件費の値上がりから受注額超過になるために、このまま

工事を進められない旨の申し出がありました。このため設計の見直しを行う必要が

生じまして、約２カ月の遅れが生じたことにより、年度内の完成が困難となりまし
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て、今回の繰越しとなったものであります。 

 本日提出でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

           （平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第５、承認第２号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号））を議題とし、提

案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第２号についてご説明申し上げます。専決処分

事項の承認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のどおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、村税等が平成３０年３月末日に確定をいたしましたた

めに、平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号）を専決処分をさせていた

だいたというものでございます。 

 １枚めくっていただきますと専第２号でございます。専決処分書を添付いたして

おります。地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年度山江村一般会

計補正予算（第１０号）を別紙のとおり専決処分するというものでございます。専

決日につきましては、平成３０年３月３０日でございます。 

 それから、補正予算書でございます。専第２号、平成２９年度山江村一般会計補

正予算（第１０号）でございます。平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０

号）は次に定めるところによるとするものでございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,８６７万３,０００円を減

額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億９,２５５万２,

０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 繰越明許費の補正でございます。第２条、繰越明許費の変更は、「第２表 繰越

明許費」の補正によるものでございます。 

 地方債の補正でございます。第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」

によるものでございます。これも先ほど申し上げましたとおり、３月３０日に専決

させてもらったというものでございます。 
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 内容につきましては、総務課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） それでは、専第２号、平成２９年度山江村一般会計補正予

算（第１０号）について説明を申し上げます。 

 １ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。まず、歳

入でございまして、１、村税、村民税などの確定によりまして、１０万９,０００

円を追加するものでございます。２、地方譲与税から９の交通安全対策特別交付金

までの追加及び減額につきましては、各種の譲与税及び交付金の確定による補正で

ございます。１１、分担金及び負担金５０万５,０００円の減額は、農業費分担金

過年度分、保育料、老人福祉施設、療育医療保護者負担金などでございます。１

２、使用料及び手数料４９万５,０００円の追加は、各種施設の使用料、徴税手数

料等でございます。 

 ２ページをお開きください。１３、国庫支出金でございまして、２２８万６,０

００円の減額、１４、県支出金９,８３１万１,０００円の減額、これにつきまして

は、国・県の負担金及び補助金等の確定による補正でございます。１５、財産収入

３８万２,０００円の追加は村有地の貸付、電柱敷地料などでございます。１７、

繰入金１３４万２,０００円の減額は、社会福祉振興基金、山江村定住化促進基金

でございます。 

 ３ページをお開きください。歳出でございます。２、総務費６７７万１,０００

円の減額は、一般管理費、企画総務費、移住定住促進費等の減額が主なものでござ

います。３、民生費１,１８４万１,０００円の減額は、障がい者福祉費、老人福祉

費の減額が主なものでございます。４、衛生費１,７４１万７,０００円の減額は、

保健衛生総務費３６４万７,０００円、子育て支援事業費８３７万８,０００円等が

主なものでございます。５、農林水産業費６７７万１,０００円の減額は、農地

費、林業振興費等でございます。７、土木費６８８万１,０００円の減額は、道路

新設改良費、住宅管理費の減額が主なものでございます。９、教育費７３９万９,

０００円の減額は、事務局費、教育ＩＣＴ環境整備費などが主なものでございま

す。 

 ４ページをお開きください。予備費でございまして、予備費に不用額の４,０４

３万７,０００円を追加するものでございます。 

 次に、５ページをお開きください。第２表、繰越明許費の補正でございます。

１、変更、款７、土木費、項２、道路橋梁費、事業名、村道県道下段線下之段橋下

部工（Ａ２）事業でございまして、金額１億５,０００万円を７,５６０万円に変更

するものでございます。 
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 次に、６ページをお願いいたします。第３表、地方債補正でございます。１、変

更、起債の目的、地域振興事業、限度額１,６００万円を１,４６０万円に、公営住

宅建設事業８,０５０万円を７,８４０万円に、教育ＩＣＴ環境整備事業３,０００

万円を２,７９０万円にそれぞれ変更するものでございます。起債の方法、利率、

償還の方法は、補正前に同じでございます。 

 以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第６、承認第３号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号））

を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第３号についてご説明申し上げます。専決処分

事項の承認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のどおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、療養給付費交付金等が平成３０年３月末日に確定をし

たために、平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）を専

決処分させていただいたものでございます。 

 １枚めくっていただきますと、専第３号として専決処分書でございます。地方自

治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事

業補正予算（第５号）を、別紙のとおり専決処分するというものでございます。期

日は、平成３０年３月３０日となっております。 

 次に、補正予算でございますが、専第３号でございます。平成２９年度山江村特

別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）でございます。平成２９年度山江村の

特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）は、次に定めるところによるとする

ものでございます。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,８

６４万円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億１,

６５９万３,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。平

成３０年３月３０日に専決処分させてもらったものでございます。 

 内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第３号について説明いたします。 

 補正前の額６億６,５２３万３,０００円から４,８６４万円を減額し、歳入歳出

それぞれ６億１,６５９万３,０００円とするものでございます。 

 １ページをお開きください。歳入でございますが、主なものとしまして、款３、

国庫支出金を１,６７９万３,０００円減額するものでありまして、療養給付費等の

実績により、国の負担金、補助金の額が確定したことによる減額であります。款

４、療養給付費交付金につきましては、５８３万３,０００円を増額するものであ

りまして、退職被保険者等に係る療養給付費分の交付金の増加によるものでありま

す。款６、県支出金を６０８万５,０００円減額するものであります。療養給付費

等の実績により、県の負担金、補助金の額が確定したことによる減額であります。

款７、共同事業交付金につきましては、高額医療費共同事業拠出金等の確定によ

り、２,２４６万６,０００円を減額するものであります。款９、繰入金につきまし

ては、国民健康保険財政調整基金の取り崩しを行わなかったことなどにより、８６

４万７,０００円を減額するものであります。 

 ２ページをお開きください。歳出でございますが、主なものとしまして、款２、

保険給付費につきましては、療養諸費、高額療養費等の給付実績によりまして、

３,６５５万円を減額するものであります。款３、後期高齢者支援金等につきまし

ては、後期高齢者医療制度に対する支援金の確定により、８９０万６,０００円を

減額するものであります。款６、介護納付金につきましては、介護納付金の確定に

より、６２７万９,０００円を減額するものであります。款７、共同事業拠出金に

つきましては、高額医療費共同事業交付金等の確定により、５７８万円を減額する

ものであります。 

 ３ページをご覧ください。款１２、予備費でありますが、１,０４９万５,０００

円を増額するものでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４

号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第７、承認第４号、専決処分事項の承認を求めることにつ
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いて（平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４号））を議題と

し、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第４号についてご説明申し上げます。専決処分事項の承認

を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございま

す。 

 本日提出でございます。 

 提案理由といたしまして、水道使用料が平成３０年３月末日に確定をしたため

に、平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４号）を専決処分させ

てもらったものでございます。 

 １枚めくっていただきますと、専第４号として専決処分書でございます。地方自

治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補

正予算（第４号）を別紙のとおり専決処分するということでございまして、平成３

０年３月３０日に執行させてもらったものでございます。 

 次に、補正予算でございます。専第４号、平成２９年度山江村特別会計簡易水道

事業補正予算（第４号）でございます。平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業

補正予算（第４号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ５万円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳出それぞれ１億８,

５９１万２,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。３

月３０日に専決させてもらったというものでございます。 

 内容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、専第４号について説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１、使用料、水道

使用料、現年度分が確定したのに伴いまして、５万円を減額するものでございま

す。歳入合計、補正前の額から５万円を減額し、１億８,５９１万２,０００円とす

るのでございます。 

 ２ページをご覧ください。歳出、１、簡易水道施設運営費、光熱水費等の不用額

７７万円を減額しまして、予備費を７２万円追加するものでございます。歳出合
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計、補正前の額から５万円を減額しまして、１億８,５９１万２,０００円とするも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

 ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、訂正をお願いしたいと思います。報告第２号の件で

ございます。 

 事故繰越しの件でございますが、繰越計算書の内容の中で、一般財源につきまし

てですね、いわゆるマイナスの８１３万１,１６３円を８３１万というふうに読み

間違えているようであります。正確には訂正いたしますけれども、マイナス８１３

万１,１６３円でございますので、お詫びして訂正をよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第４号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第８、承認第５号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号））を議題

とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第５号について説明申し上げます。専決処分事項の承認を

求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙次のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、農業集落排水施設使用料が平成３０年３月末日に確定

をしたために、平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）
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を専決処分をしたというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専第５号、専決処分書でございます。同じく地方自

治法第１７９条第１項の規定によりということでありますが、これは専決処分の内

容が一緒でありますので、ご確認いただきたいと思います。処分日が平成３０年３

月３０日でございます。 

 次に、補正予算でございます。専第５号、平成２９年度山江村特別会計農業集落

排水事業補正予算（第４号）でございます。 

 平成２９年度山江村の特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ既定の額とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。平

成３０年３月３０日に専決をさせてもらったというものでございます。 

 内容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、専第５号について説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入合計、既定の額１億

３,９２９万８,０００円でございます。 

 ２ページをご覧ください。歳出、２、農業集落排水施設管理費、中継ポンプ移設

工事の完了に伴う工事請負費などの不用額１０４万円を減額するもの。１、予備費

１０４万円を追加するものでございまして、歳出合計、既定の額１億３,９２９万

８,０００円でございます。以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６

号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第９、承認第６号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６号））を議題と

し、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第６号について説明申し上げます。専決処分事項の承認を

求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条
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第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 平成３０年６月６日、本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、介護給付費負担金等が平成３０年３月末日に確定をし

たために、平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６号）を専決処

分させていただいたものでございます。 

 専第６号でございます。専決処分書でありますが、第１７９条第１項の規定によ

りですね、平成２９年度山江村の特別会計介護保険事業補正予算を別紙のとおり専

決処分したというものでございます。３月３０日に専決処分しております。 

 補正予算でございます。専第６号、平成２９年で山江村特別会計介護保険事業補

正予算（第６号）でございます。平成２９度山江村の特別会計介護保険事業補正予

算（第６号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ９５６万７,０００円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ４億５,４６５万１,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。平成３

０年３月３０日に専決させてもらったものでございますが、内容につきましては、

健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第６号について説明をいたします。 

 補正前の額４億６,４２１万８,０００円から９５６万７,０００円を減額し、歳

入歳出それぞれ４億５,４６５万１,０００円とするものでございます。 

 １ページをお開きください。歳入でございますが、介護保険料の額が確定したこ

とに伴いまして、款１、保険料を５０９万２,０００円増額するものであります。

居宅介護サービス給付費等の実績により、負担金等が確定したことによりまして、

款３国庫支出金を１５２万５,０００円、款４、支払基金交付金を９６８万６,００

０円、款５、県支出金を３３４万９,０００円それぞれ減額し、介護予防サービス

計画作成料等の額が確定したことにより、款９の諸収入を９万９,０００円減額す

るものであります。 

 ２ページをお開きください。歳出でございますが、認定調査費等の額の確定によ

りまして、款１、総務費を２１万９,０００円減額するものであります。款２、保

険給付費につきましては、給付実績によりまして３,２６６万１,０００円を減額す

るものであります。介護予防サービス計画作成委託料等の実績によりまして、款

４、地域支援事業費を８７万３,０００円減額し、款８の予備費を２,４１８万６,
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０００円増額するものでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予

算（第２号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１０、承認第７号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号））を

議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第７号についてご説明申し上げます。同じく専決処分事項

の承認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由ですが、後期高齢者医療保険料等が平成３０年３月末日に確定をしたた

めに、平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号）を専決

処分したというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、専第７号で専決処分書でございます。これも同じく

自治法の第１７９条第１項の規定によりまして、平成２９年度山江村特別会計後期

高齢者医療事業補正予算（第２号）を、別紙のとおり専決処分をさせていただいた

ものでございます。期日は３月３０日でございます。 

 続きまして、予算書でございます。専第７号、平成２９年度山江村特別会計後期

高齢者医療事業補正予算（第２号）でございます。平成２９年度山江村の特別会計

後期高齢者医療事業補正予算（第２号）は、次に定めるところによるとするもので

ございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１７５万円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

３,３２０万９,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。３

月３０日に専決させていただいたものでございます。 

 内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第７号について説明をいたします。 

 補正前の額３,４９５万９,０００円から１７５万円を減額し、歳入歳出それぞれ

３,３２０万９,０００円とするものでございます。 

 １ページをお開きください。歳入でございますが、後期高齢者医療保険料の額が

確定したことにより、款１、後期高齢者医療保険料を７１万９,０００円減額し、

督促手数料等の実績により、款２、使用料及び手数料を５,０００円減額、保険基

盤安定繰入金等の額の確定によりまして、款３、繰入金を１０２万６,０００円減

額するものでございます。 

 ２ページをお開きください。歳出でございますが、一般管理費の旅費等の実績に

よりまして、款１、総務費を８万３,０００円減額し、被保険者保険料負担金等の

確定によりまして、款２、後期高齢者医療広域連合納付金を１６５万８,０００円

減額、款４、予備費を９,０００円減額するものでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予

算（第３号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１１、承認第８号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第３号））を

議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第８号についてご説明申し上げます。専決処分事項の承認

を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由ですが、ケーブルテレビ使用料が平成３０年３月末日に確定をいたしま

したため、平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第３号）を

専決処分させてもらったというものでございます。 

 開けていただきますと専第８号で専決処分書でございます。同じく地方自治法第

１７９条第１項の規定により、平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補

正予算（第３号）を別紙のとおり専決処分するというものでございます。３月３０

日に専決処分をさせていただいております。 

 補正予算書でございます。専第８号、平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレ
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ビ事業補正予算（第３号）でございます。平成２９年度山江村の特別会計ケーブル

テレビ事業補正予算（第３号）は、次に定めるところによるとするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１１４万円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

７,２１１万９,０００円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。平

成３０年３月３０日に専決処分をさせてもらったものでございますが、内容につき

ましては、企画調整課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、専第８号について説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、２、使用料及び手数料、

１、使用料、ケーブルテレビ使用料を現年度分８６万５,０００円、過年度分２７

万５,０００円、計１１４万円を増額し、歳入合計７,２１１万９,０００円とする

ものでございます。 

 続きまして、２ページをご覧ください。歳出、２、ケーブルテレビ事業費、１、

ケーブルテレビ事業費、委託料７４万円をはじめ需用費、使用料、工事請負費、計

１２１万円を減額し、４、予備費、１、予備費に２３５万円を追加いたしまして、

歳出合計７,２１１万９,０００円とするものでございます。 

 以上で説明を終わります 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 承認第９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村税条例の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１２、承認第９号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（山江村税条例の一部を改正する条例）を議題とし、提案者の説明を求めま

す。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第９号について説明申し上げます。専決処分事

項の承認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第
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３号）等が、平成３０年４月１日から施行されることに伴いまして、山江村税条例

の一部を改正する必要があるために専決処分をさせてもらったというものでござい

ます。 

 １枚開けていただきますと、非常に分厚く改正が書いてあるところでございます

が、この内容につきましてはですね、税法のいわゆる上位法の改正ということに伴

う条例改正であります。主なものとして、３年に一度の評価替えに伴う特例措置の

延長、税負担軽減措置の新設、働き方改革の一環として、給与並びに年金基礎控除

の見直しによる改正、加熱式たばこ等についての課税見直しによる改正、また、こ

れらに伴う字句の読み替え等が主なものというふうになっております。 

 あと新旧対照表も付けておりますので、ご参照いただければと思います。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１３、承認第１０号、専決処分事項の承認を求めること

について（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とし、提案者

の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第１０号についてご説明申し上げます。専決処分事項の承

認を求めることについてでございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由といたしまして、地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

３号）等が、平成３０年４月１日から施行されることに伴いまして、山江村国民健

康保険税条例の一部を改正する必要があるために専決処分をさせていただいたとい

うものでございます。 

 １枚開けていただきますと、その条例が載っておりますが、内容は大きく２点ご

ざいます。１点目は、国保被保険者間の税負担の公平の確保を目的とした課税限度

額の引き上げとなっております。今回の改正では、医療分を５４万円から５８万円

と４万円限度額引き上げであります。 

 ２点目は、中・低所得者等の保険税負担の軽減を図るということを目的として、

５割、２割軽減基準の軽減判定所得について改正されるというものでございます。

具体的には、保険税の軽減の対象となる所得の基準について、５割軽減の対象とな
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る世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を２７万円か

ら２７万５,０００円に、同じく２割軽減を４９万円から５０万円にそれぞれ引き

上げるというものでございます。この条例は平成３０年４月１日から施行しており

ますが、新旧対照表も添付しておりますのでご参照いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第３２号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１４、議案第３２号、山江村放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３２号についてご説明申し上げます。山江村放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてでございます。山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を、別案のとおり制定するというものでご

ざいます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の一部改正に伴いまして、本村条例の一部を改正する必要があるために提案をさせ

ていただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますとその条例でございますが、これもいわゆる上位法の改

正というものがありましたので、条例の一部を改正させてもらうということでござ

います。 

 主な内容につきましては、放課後児童支援員の有効な教員免許状取得者の明確化

と放課後児童支援員の資格要件の拡大をするものでございます。５年以上本事業に

従事した者であって、市町村長が適当と認めた者も支援員として従事できるという

規定を新設をするというものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しまして、平成３０年４月１

日から適用するということになっております。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第３３号 山江村地域包括支援センターに関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 



 － 34 － 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１５、議案第３３号、山江村地域包括支援センターに関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案者の

説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３３号についてご説明申し上げます。山江村地域包括支

援センターに関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでござ

います。山江村地域包括支援センターに関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別案のとおり設定するというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でありますが、介護保険法施行規則の一部改正に伴いまして、本村条例

の一部を改正する必要があるために提案をさせていただくというものでございま

す。 

 １枚開けていただきますと、一部を改正する条例でございますけれども、これも

介護保険法の施行規則の一部改正がありましたので、それに伴う一部改正でありま

すが、提案理由にありますとおり、主任介護支援専門員の定義が改めたということ

でございますので、それに準じて条例の改正を行うというものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしてございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第３４号 山江村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１６、議案第３４号、山江村指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３４号についてご説明申し上げます。山江村指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定についてでございます。山江村指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を、別案のとお

り制定するというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の一

部改正に伴いまして、本村条例の一部を改正をする必要があるために提案をさせて
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いただくというものでございます。 

 １枚開けていただきますと、その一部を改正する条例でございますが、これも省

令の一部改正ということでありまして、それに伴いまして改正するというものでご

ざいますが、主な内容につきましては、文言の整理ということでございます。市町

村は、地域密着型サービスを行う事業等の基準を示すものであって、従事者を指定

にするものではないことから、指定地域密着型通所介護従事者の指定の文言を削除

するというものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するといたしております。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第３５号 公共工事請負変更契約の締結について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１７、議案第３５号、公共工事請負変更契約の締結につ

いてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３５号につきまして説明申し上げます。公共工事請負変

更契約の締結についてでございます。次のとおり公共工事請負変更契約を締結する

というものでございます。 

 本日提出でございます。 

 記として下に表を掲げております。工事名につきましては、平成２９年度村道県

道下段線下之段橋下部工（Ａ２）工事でございます。事業量につきましては、橋台

工が１基、護岸工が１基、根固め工が一式、架設工が一式となっております。契約

金額につきましては、当初１億２,４２０万円でございましたが、変更後１億２,８

６５万６,９５８円とするものでありまして、現行分は４４５万６,９５８円となる

ものでございます。 

 契約の相手方でございます。球磨郡山江村大字万江甲１０４９－１、中央山本建

設工事共同企業体でございます。代表者は、株式会社中央設備代表取締役、林田啓

一、敬称略称いたしております。入札の方法は、指名競争入札で当初行いましたの

で、その入札率による変更契約を交わしたと、交わすというものでございます。 

 提案理由は、この工事請負変更契約の締結については、山江村議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

得る必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 内容はご案内のとおりでありますけれども、橋梁架け替えによります村道県道下

段線下之段橋下部工（Ａ２）工事は、３月の臨時議会において繰越承認を得て、変

更工期を６月２９日までとしました。今回提案いたしました公共工事請負変更契約
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の締結につきましてはですね、５月２８日に変更仮契約を締結しております。議会

の承認を得てですね、議決を得て本契約をするというものでございます。 

 主な変更の内容でございますが、締切排水工として、右岸側の護岸ブロック及び

根固め工の流水のための排水処理対策の追加でございます。３点ございまして、２

点目が土留め切り工でありますが、架設工の板ばんの据え付け、撤去にかかる損料

の見直しとなっております。３番目に安全費でございます。交通誘導員の警備日数

の変更がありまして、このことに伴いまして４４５万６,９５８円の増額となった

ところでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第３６号 山江農業振興地域整備計画の変更について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１８、議案第３６号、山江農業振興地域整備計画の変更

についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３６号についてご説明申し上げます。山江農業振興地域

整備計画の変更についてでございます。山江農業振興地域整備計画を別案のとおり

変更するものとするというものでございます。 

 本日提出でございます。 

 提案理由でございますが、本計画の変更については、地方自治法第９６条第２項

の規定による議会の議決に付すべき事件に関する条例の規定によりまして、議会の

議決を得る必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

 お手元に山江農業振興地域整備計画書がお渡ししてあるかと思います。非常に分

厚い資料になっておりますけれども、内容につきましてはですね、今回、国営の川

辺川事業が廃止になったということでございまして、その国営の川辺川計画地域に

ありました土地、現状ではですね、山林に見間違うものもございまして、そういう

ところを主に外したということであります。ただ、この計画書は、土地の農業上の

有効利用と農業の近代化のための政策を、計画的に推進することを目的として策定

するというものでございます。ただ、情勢の変化に対応した適切な計画とするため

に、おおむね５年ごとに見直すということになっております。なお、前回は平成２

４年度に見直しを行ったということでございます。 

 今回の見直しにつきましては、集落に介在しているため、今後農業上の近代化が

見込まれない農用地や、先ほど申し上げましたが、国営川辺川利水事業により造成

予定地でありました山林につきまして、事業の計画変更の確定をしておりますの

で、このことにより、これまでに整備が着手されてない山林など、今回の見直しに
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より農用地から除外をしたというものでございます。結果、見直す前の農用地の面

積でありますが、約８３５ヘクタールございましたが、今回、約２３０ヘクタール

除外をいたしております。従いまして、農用地の面積につきましては、６０５ヘク

タールとなります。この変更計画につきましては、県との法定協議を行っておりま

す。５月２４日付けで同意を受けまして、計画決定の報告をさせていただいたとい

うところであります。本計画の変更につきましては、地方自治法の規定によりまし

て議会の議決に付すべき事件に関する条例の規定により、今回、提案をさせていた

だくというものでございます。計画書につきましては、審議のときにまたご検討を

よろしくお願い申し上げます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第３７号 平成３０年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１９、議案第３７号、平成３０年度山江村一般会計補正

予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３７号についてご説明申し上げます。平成３０年度山江

村一般会計補正予算（第１号）でございます。平成３０年度山江村の一般会計補正

予算（第１号）は、次に定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４億２,７７２万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３４億８,５７２万円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の総額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 次に、地方債の補正でございますが、第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債の補正」によるものでございます。 

 本日提出となっておりますが、内容につきましては、総務課長が説明申し上げま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） それでは、議案第３７号、平成３０年度山江村一般会計補

正予算（第１号）について説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。款

１３、国庫支出金６４３万円を減額するもので、社会資本整備総合交付金の減額及

び地方創生推進交付金の追加によるものでございます。１７、繰入金４億３８３万

６,０００円の追加でございまして、土地開発基金の廃止に伴う繰り入れでござい

ます。２０、村債７７０万円の追加は、道路新設改良事業によるものでございま
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す。 

 ２ページをお開きください。歳出でございます。２、総務費４億９万９,０００

円の追加は、財政調整基金費の各種基金積立金によるものでございます。５、農林

水産業費１,１８３万４,０００円の追加は、農業総務費の減額と果樹振興費の追加

が主なものでございます。６、商工費１,４３１万９,０００円の追加は、温泉セン

ター管理運営費の基金積立金が主なものでございます。７、土木費１,４９４万４,

０００円の減額は、道路新設改良費、工事請負費の減額が主なものでございます。

９、教育費１,６９３万円の追加は、学校建築基金積立金が主なものでございま

す。１２、予備費に１０６万４,０００円を追加するものでございます。 

 次に、３ページをお開きください。第２表、地方債補正でございます。 

 １、変更、起債の目的、道路新設改良事業でございまして、限度額１億２,７６

０万円を１億３,５３０万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の

方法につきましては、補正前に同じでございます。 

 以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第３８号 平成３０年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２０、議案第３８号、平成３０年度山江村特別会計農業

集落排水事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

 村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３８号についてご説明申し上げます。 

 平成３０年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）でございま

す。平成３０年度山江村の特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）は次に、

定めるところによるとするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それ

ぞれ既定の額とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 本日提出でございます。内容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議案第３８号について説明いたします。 

 １ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、歳入合計既定の額

の１億３,６００万円でございます。 

 ２ページをご覧ください。歳出、１、総務管理費、新設住宅への公共枡設置に対
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する補助金６０万円を計上しまして、１、予備費６０万円を減額するものでござい

ます。歳出合計、既定の額１億３,６００万円でございます。 

 以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２１、議員派遣の件を議題とします。 

本件は、地方自治法第１００条第１３項の規定により、議員を派遣しようとする

ときは、議会の決議が必要であることから、会議規則第１２６条の規定により提案

するものであります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

よって、本日はこれで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時０６分 
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平成３０年第３回山江村議会６月定例会（第２号） 

 

平成３０年６月７日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

 日程第１ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村 長  内 山 慶 治 君   教 育 長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  北 田 愛 介 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  松 尾 充 章 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  迫 田 教 文 君 

農業委員会事務局長  柳 瀬 真奈美 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから会議を開きます。 

本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（秋丸安弘君） 会期日程、日次第２、一般質問となっております。 

お手元に配付してありますとおり、６名から一般質問の通告がなされておりま

す。 

通告の順に従いまして、一般質問を許します。 

なお、会議規則第５５条第１項の規定の発言時間、質問・答弁を合わせて６０分

といたしますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに１０番議員、松本佳久議員より、１、男女共同参画社会の実現につい

て、２、公営選挙についての通告が出ております。 

松本佳久議員の質問を許します。１０番、松本佳久議員。 

 

松本佳久君の一般質問 

 

○１０番（松本佳久君） おはようございます。１０番議員、松本佳久です。 

今朝の熊日新聞に和歌の研究家細胞生物学者の永田和宏先生が、「皇居の稲作種

まきから」と題しての一文を寄せられています。その中に、平成８年に皇后陛下が

詠まれた歌が紹介してありますが、それは「日本列島田ごとの早苗そよぐらむ 今

日わが君も御田（みた）にいでます」というものです。 

山江村でも田植えが始まり、やがて最盛期を迎えるものと思います。水不足にも

ならず、大雨による災害も発生しない適度の雨が降ってくれることを念じていま

す。 

今回の一般質問は、２点を通告しています。 

最初に男女共同参画社会の実現について質問をし、次に公営選挙についての質問

をします。なお、議長の許可をいただき衆議院の調査局内閣調査室が作成した「男

女共同参画社会の実現について」の資料を抜粋して配付しておりますのでご覧くだ

さい。 

男女共同参画社会の実現については、おおよそ２０年前の平成１１年７月に男女

共同参画社会基本法が制定されています。この法律は、男女共同参画社会の実現は

２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられており、社会のあらゆ
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る分野において男女共同参画社会形成の促進に関する施策の推進を図ることが重要

であるとして制定されました。この法律の目的とする男女共同参画社会の実現のた

めには、国の責任はもちろんでありますが、都道府県や市町村の責務、国民の責務

についても法律の中に明記してあります。 

山江村でも平成２３年３月１８日に山江村男女共同参画推進条例を制定し、その

第１条、目的には、この条例は男女共同参画の推進について基本理念を定め、村、

村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、男女の人権が尊重される男女共同参画社会

を実現することを目的とする。と高らかにうたってあります。一昔前と比べて男女

共同参画社会の実現は、ある程度は進んできたとは思いますが、例えば、今日のこ

の議場においては、私たち議会側は１０名議員が男性、村長をはじめとする執行部

側は、柳瀬真奈美農業委員会事務局長１人を除き全員が男性です。過去には女性課

長もおられましたが、今は９名の課長全員が男性です。 

そこでまず、男女共同参画社会の実現について、村長の基本認識について質問

し、あわせて村長に任命権のある山江村各種行政委員等について、法律が制定され

た平成１１年当時と、山江村の条例が制定された平成２３年、そして平成３０年の

今とを比べ、男女共同参画社会は、どの程度実現できたと認識されているか執行部

の答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えします。 

男女共同参画社会基本法は、先ほどありましたとおり、平成１１年に施行されて

おりますが、それ以前となりますと、２０年ほど前になります。その頃の各種委員

の男女の割合の数値は把握できませんでしたが、内閣府のホームページに平成１６

年のデータがありましたので、その数値をお答えします。 

地方自治法第１８０条の５に基づく委員会と法律に定めるところにより置かなけ

ればならない委員であり、教育委員や選挙管理委員会、農業委員会等になります

が、その登用状況につきましては、総員数３２名に対し、女性員は５名で１５.６

％となっております。 

地方自治法第２０２条の３に基づく審議会と、こちらは法律もしくは、これに基

づく政令、または条例に定めるところにより設置している審議会等であり、農業振

興地域整備促進協議会、国民健康保険事業の運営に関する協議会や文化財保護委員

会になりますが、その女性の登用状況につきましては、総員数１５３名に対し１３

名で８.５％となっております。 

山江村の男女共同参画推進条例は、先ほどありましたとおり、平成２３年４月施
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行でありますが、その時の当時の数値は、地方自治法１８０条の５に基づく委員会

等につきましては、総員数２２名に対し、５名で、２２.７％となっています。 

一方、地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等における女性の登用状況につ

いては、総員数１６４名に対し、２４名で１４.６％となっております。 

直近の平成２９年の調査結果では、第１８０条の５に基づく委員会につきまして

は、総員数２７名に対し、５名で１８.５％となっています。 

地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等につきましては、総員数１８５名に

対し、５３名で２８.６％となっております。すべてが右肩上がりとは言えません

が、男女共同参画社会基本法施行以前よりも、審議会等における女性の登用状況は

上昇していると思われます。しかしながら、第２期男女共同参画基本計画では、村

の審議会等における女性の登用率の目標値を４０.０％としており、目標値を大幅

に下回っているところであります。村としましても役員の改選の際には、女性委員

の登用を念頭に置き行っているわけでありますが、なかなか引き受け手がいないと

いう場合もあり苦慮しているところでもあります。女性の方が委員等の役を引き受

けやすい環境づくりのため、今後も男女共同参画に関する意識啓発や学習機会の推

進などに取り組んでいきたいと考えております。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 村長の見解は後ほどお聞きするとして、例えば、直近の２９

年の調査では、特に地方自治法２０２の３に対する女性の割合は２８.６％で、お

おむね３割、目標には届かないが、大変良い数字ではないかと思い、今後の検討を

お願いしたいと思います。 

それで、なかなか引き受け手がいらっしゃらないという話ではございましたが、

やはり日ごろの活動といいますか、あるいは、もっと小さい小中学校の時からの教

育とかも関わってくると思うんですが、そのような感じで、男女共同参画社会をつ

くっていかなければならないと思いますが、この点については、啓発活動について

はどのようにお考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えします。 

啓発活動というか、先ほども申しましたように学習機会の推進等々ありますの

で、小中学校時代から男女共同、人権教育も含めて行っていらっしゃるところだと

は思いますが、さらに、その中の役員の女性の登用率というか、役員になる人の率

を上げていけるように、小学校・中学校の時から、そういった教育をしながら、一

般の方向けというかですね、村民の方につきましては、いろいろな広報誌等でも男

女共同についての啓発活動を行いながら、もっと参加しやすい、何か意見を言いや
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すいような村づくりを行っていけたらと思っておりますので、ご協力のほうをよろ

しくお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） この山江村が制定した山江村男女共同参画推進条例は、大変

良くできた条例と思います。今、一二三健康課長が申されたことも、例えば、第１

０条に「村民の理解を深めるための措置として、村は男女共同参画の推進につい

て、村民及び事業者の理解を深めるため広報活動等を通じて適切な措置を講ずるも

のとする」と明記してあります。広報活動等については、どのような活動をされて

おりますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えします。 

広報誌等でしていると思いますが、最近はちょっとやっていませんので、これか

らまた広報誌等で周知を図っていきたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） その条例の中の第４条に、村の責務が書いてあります。それ

によりますと、「村は、基本理念にのっとり男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む）を策定し、実施する責務を有する」とあります。男女共同参

画の推進に関する施策、これについては、男女共同参画基本計画というのをつくっ

てあると思うんですが、それについてはどのようになっていますか。おおむね４０

％にするというのは、先ほど答弁をいただいたところですが、男女共同参画基本計

画の中に書かれてある、目指すべき山江村の男女共同参画については、どのように

お考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、質問にお答えします。 

山江村では、第２期男女共同参画基本計画を２８年３月に策定しております。そ

の中で、目指す目標となりますが、「男女が共に尊重し助け合い、幸せを感じる山

江」を新たな基本理念として掲げ、今後５年間の男女共同参画に係る取り組みとし

て目標数値の達成に向けて、様々な事業を展開していることとしております。 

取り組みの体系ということで、１番目に男女共同参画社会を進める意識づくりと

いうことで、男女共同参画に関する意識啓発の促進、男女共同参画に関する教育・

学習機会の促進、教育の場における男女共同参画の推進があげられております。 

２番目に、家庭における男女共同参画の促進ということで、家庭における男女共

同参画の視点に立った教育・学習の推進。２番目が、安心して生活できる福祉の充

実と生涯を通じた健康支援があげられております。 
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３番目に、誰もが参画できる男女共同参画による社会づくりということで、村の

施策、方針決定過程の女性の参画の推進。２番目が、地域における男女共同参画の

推進。３番目が防災・災害対策における男女共同参画の推進があげられておりま

す。 

４番目に、男女が共に活躍できる就労環境の実現ということで、仕事と家庭、地

域生活の両立支援、それから働く場における男女共同参画の推進があげられており

ます。５番目に、男女間に対する暴力を許さない対策の充実ということで、ＤＶの

防止に向けた情報提供や啓発、それから相談、連携体制の整備・充実、３番、被害

者に対する支援の推進ということで、取り組みについて書かれております。以上で

す。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 良い計画を立ててあると思いますので、ぜひその計画に沿っ

て進めていただきたいと思います。 

この条例の中で、もう１点、触れるとすれば、第７条に「性別による権利侵害の

禁止」を書いてあります。これを読み上げますと、「すべての人は社会のあらゆる

場において男女共同参画の推進を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない」と

あって、（１）性別を理由とする差別的扱い。（２）セクシュアルハラスメント（他

の者を不快にさせるような性的言動を言う）。（３）配偶者等に身体的又は精神的な

苦痛を与える暴力的行為。 

２号で、「村は、前項各号に掲げる行為の防止について必要な広報活動、その他

啓発に努めるものとする」とありますので、この点についても各種の啓発をお願い

したいと思っております。 

それで、いろいろと努力はされておりますが、まだまだ男性優位社会であると思

います。男女共同参画社会の実現には、男性側の協力も必要であると思います。例

えば、この条例にもありますが、第２条の定義の中の（２）に積極的改善措置とい

う言葉について、わざわざ説明してありますが、これによりますと、「社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会について、男女間の格差を改善するため、必

要な範囲内において男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること

を言う」とあります。そのようなことから、例えば、女性リーダーの育成、啓発に

ついても何らかの支援、あるいは広報活動が必要かと思いますが、そのような計画

はありますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。 

村の取り組みとしまして、まだ十分足りていないところもありますので、今後、
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女性リーダー研修とか、広報に限らず人材の育成、そういったものをできるような

ことを検討していきたいと考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） この山江村の男女共同参画社会を実現するために、村長はど

のように考えておられますか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、お答えいたします。 

男女共同参画社会の件についてのお尋ねでありますけれども、そもそも男性も女

性も同じような立場で同じような社会活動をするという意味では、歴史的に言うと

虐げられたといいますか、女性の社会進出を阻害する要請がずいぶんあってきた歴

史だったと思います。ウーマンリブ活動が１９６０年代に起きる、いわゆる女性解

放の運動が起きたということでありますし、その後、フェミニズムと言われる、い

わゆる女性を大事にすると、端的にいうとですね、というようなことに変わってき

ましたし、その後、ジェンダーという男女の性差をなくそうというような考え方も

出てきたというようなことであります。ただ、そのジェンダーの考え方も、もうず

っと以前ですが、こういう事件があって話題になったことがあるんですけれども、

学校で男性・女性、性差ない平等だから同じ部屋で着替えをさせるというようなこ

とも実はありまして、ちょっと行き過ぎたジェンダーの考え方があり、社会的な話

題になったということも、ちょっと記憶にしているところであります。 

ただ、今人口減少社会になっておりますし、当然、男性より女性のほうが人口は

多いというようなことであります。従いまして、それぞれの個性・能力をどう生か

すかというようなことが求められている時代なんだろうなということを考えます。

そういう意味では、積極的に女性の活用につきましては、指示をしておるところで

もあります。 

先ほど、地方自治法第１８０条の５、２０２条の３の件について申されましたけ

れども、山江村におきましては、例えば、教育委員が２０％であります。選挙管理

委員会は２５％、監査委員が男性２人でありますからゼロであります。それから、

農業委員会が２５％、固定資産評価審査委員会は３３％でありまして、平均が２２

％で、２０２条の３で、要するには、村条例で定める委員でありますけれども、そ

れを見ますと、社会教育委員は５０％であります。多いのを言いますと、スポーツ

推進員が４０％、歴史民俗資料館管理運営委員会、図書委員会は１００％女性であ

りまして、民生委員、児童委員につきましては、５５.６％、非常に高い女性の委

員の方、それぞれの場で活躍をされておるというのも、これを見てわかると。ただ

し、山江村防災会議あたりになりますと、もちろん消防団の団長あたりは、ほとん
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ど男性でありますので１２％とぐんと落ちますし、もう一つは、生活安全推進委員

あたりにつきましては９人中１名と、１１％というような状況でございます。 

女性の社会進出といいますか、こういう委員の方は積極的に引き受けてもらいた

いとは思うんですけれども、どうしても家庭の事情でですね、反対するから断ると

いうような意見もよく聞くわけであります。 

実は、熊本県の男女共同参画社会の職員でありますけれども、その人と話をして

いる中で、５０歳以上の管理職を置きたいけれども、若い頃はそうないんだけれど

も、５０歳を超えると女性も管理職につきたがらないという現実もあるというよう

なこともおっしゃっておりました。家庭の事情と言いましたけれども、もちろんそ

れぞれの家庭で、女性の方々、重要な役割を果たされている家庭が多いわけであり

ますので、今はそんなにはないかと思いますけれども、自分の奥さんは外ばかり出

てというような意見も昔は聴かれたんですけれども、そういう思いも若干あるんで

はなかろうかと思っております。 

ただ、いずれにしましても、地域づくりをどう進めるかという部分では冒頭に申

し上げましたとおり、それぞれの役割、個性・能力を果たしていくというようなこ

とを求めていきたいというふうに思っておりますし、山江村で組織しております民

間といいますか、地域づくりの１００人委員会あたりにつきましては、女性だけの

部会も実はございます。そういう意味で、いろんな意味で女性の活躍の場を提供し

ていきたいと思いますし、先ほど申された委員の数につきましても、目標の４０％

と設定しておりますので、４０％を目指しながら、お願いを委員の配置をしていけ

ればというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 担当課の方々、そして、村長の男女共同参画社会に向けた取

り組みについては評価したいと思います。ただ、そもそもこのような考え方が出て

きたのはヨーロッパ、特に北欧において、あまりにも女性が進出してくるもんだか

ら、男性の側から少しは男性枠も残しておこうといって、３０％とか４０％どちら

かがなるようにというような成立してきた過程があります。その意味では、大変あ

りがたいことではありますが、資料館運営委員の１００％女性というのは、男性も

１人か２人おんなったほうがいいんじゃないかなとも思います。今後は担当課でも

検討していただければというふうに考えております。そのようにして山江村、そし

て日本国でも男女共同参画社会の建設に努力してこられたところだと思っておりま

す。 

それで、国の男女共同参画社会基本法の第５条には、政策等の立案及び決定への

共同参画という項目があり、第５条「男女共同参画社会の形成は、男女が社会の対
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等な構成員として、国もしくは地方公共団体における政策または民間の団体におけ

る方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行わな

ければならない」と、これが平成１１年に決まっていたわけですが、なかなか政治

分野における男女共同参画社会は実現していないというのが現状です。 

お配りした資料の中にも、例えば、下に７と書いてあるのがありますが、これ

は、この分厚い資料の中の７ページに地方議会議員というところがあります。そし

て、これは本当はカラー刷りですけど、白黒コピーでわかりにくいですが、町村議

会は、一番右端の数字でいけば９.８％、全国平均で９.８％となっております。そ

して、上のほうの文章を見ますが、平成２８年１２月末現在では、すべての都道府

県議会に女性議員がいる一方、３割以上の町村議会では、いまだに女性議員がゼロ

になっていると、私たちの議会もゼロであります。 

そしてまた、その前のほうの数字を見ても、国会議員についても日本の国別順位

では１００番以下です。これはちょっと古い数字ですが、平成２５年、今から５年

前の調査では、国会議員、それも衆議院、二院制の場合は下院や衆議院の議員数で

すけど、１位はアフリカルワンダで５６％が女性、それから２位はアンドラ、３位

はキューバ、４位はスウェーデン、５位はセイシェル、６位はセネガル、７位はフ

ィンランドと続いて、日本はやっとで見つけましたが、７.９％で１６３位でし

た。これ平成２５年の記録ですけどですね。今は、もうちょっと上がってはおりま

すが、それでも女性の議員数というのは少なくなっております。そういう中で先程

来示しているこの資料は、国会のほうで長年議論されて、今年の４月１１日に衆議

院の内閣委員会を通りました。そして、５月１６日には衆議院にて可決され、今は

参議院で審議が行われていると思います。近いうちに成立するんではないかと思っ

ております。 

この政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、これはいずれ成立する

と思いますが、その中には町村の責務も書いてあります。地方自治体の責務も書い

てあります。これについて山江村は法律制定後とはなりますが、山江村はどのよう

に取り組みを進めていく考えか、何かあれば答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

政治分野における男女共同参画推進法が制定されたということで、村としてはど

のように進めていくかということですが、こちらの法律につきましては、５月１６

日に成立し、５月２３日に交付、同日施行されましたということで、国のほうから

通知がきているところです。 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の第３条におきまして国及び
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地方公共団体の設置義務があげられております。国及び地方公共団体は、第２条の

基本原則、衆参議員及び地方公共団体の議会議員の選挙において男女の候補者の数

ができる限りの均等となることを目指す、男女がその性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮できるようにすること。それから公選による公職等としての

活動と家庭生活の円滑かつ継続的な両立が可能となることを目指すということで、

この原則にのっとりまして、村としましては、政党その他の政治団体の政治活動の

自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同の推進に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとされております。 

具体的には、第５条から第８条について掲げてありますが、各市町村における実

態調査及び情報の収集を行うこと。それから国民の関心と理解を深めるような必要

な啓発活動を行うこと。それから、男女共同参画の政治分野における推進に関する

取り組みを積極的に進めることができる環境の整備を行うこと。それから、人材の

育成及び活動に資する施策を講ずるように努めるとされております。 

村としましては、まず政治分野に限らず、先ほどもありましたように、第２期の

男女共同参画計画の目標値に至っておりませんので、女性の意見がもっと村政に反

映できるように各種審議会等の女性の比率を向上させていきたいと考えております

ので、今後とも啓発活動や環境整備、人材育成等に努めていきたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 今、一二三健康福祉課長より言われましたように、この政治

分野における男女共同参画の推進に関する法律の中の第５条、実態の調査及び情報

の収集等、それから第６条の啓発活動、また第７条の環境整備、第８条の人材の育

成等について、担当課あるいは、それぞれの課でも担当課の垣根を越えて研究され

ることを望みたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。 

これは公営選挙についてと通告しております。公営選挙というと、ちょっと聞き

慣れないですが、身近なところでは、私たちの議会議員の選挙のときには、町村議

会、たぶん町もでしょう、山江村そうですから、８００枚の選挙はがきを選挙公報

として出してよい、切手代については山江村の場合は、村が負担するとなっており

ます。そのようなことについての質問です。 

質問の相手としては、選挙管理委員長さんをお願いしておりましたが、都合によ

り、おいでておられませんので、どなたかが答えてくださるんだろうと思います。 

この選挙については、公職選挙法という分厚い法律で厳しく細かに決められてお

ります。それが先ほど申しましたように町村、町は確認しておりません。村の村議
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会議員選挙においては８００枚のはがきについては、公営でするとなっております

し、たぶん村長選挙は２,５００枚とか決まっていたと思います。国のほうから言

えば、国会議員あるいは県知事の選挙にははがきはもちろんのこと、ビラ、ポスタ

ー、選挙カー、そして政見放送等いろいろ公営選挙があっているようであります。 

そしてまた、選挙公報も出されます。そのようなことについて、これはちょっと

申し訳ないといいますか、２月に教育の集いがありましたが、中学生から良い提案

があっております。それは山江村の地域づくりを積極的に進めるために、選挙の費

用を節約して、それを地域づくりに回したらどうかという大変ありがたい提案で、

私もうれしかったんですが、しかし、選挙は民主主義の基本といいますか、選挙費

用については、その中学生の方にもお許しをいただいて、やはりいくぶんかの費用

はかかるということをご理解していただきたいと思っているところであります。そ

れで、山江村における各種選挙の公営選挙の実施状況については、どのようになっ

ているか、まず答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 公営選挙、私ども選挙公営というふうに呼んでおりますけ

れども、これにつきましては、先日ご質問いただきまして、選挙管理委員長を含め

た選挙管理委員、いろいろと議論をいたしております。本日は、日程の都合で委員

長のほうが出席できませんので、お詫びしたいと思います。 

総務課のほうで事務局をしておりますので、私のほうが少し説明をさせていただ

きます。まず、選挙公営につきましては、この制度は１９２５年（大正１４年）に

始まったということでございまして、しだいに地方選挙にも拡充をされておりま

す。選挙にお金がかかることと、財力によって選挙の公平性が失われるということ

を防ぐために、国または地方公共団体が立候補者の選挙運動に対して便宜を図る

と、各種の便宜を図るということは、経費を公費負担するということでございま

す。選挙の種類によって、その選挙公営というのが分かれておりまして、四つ地方

選挙では現在行われております。これは市町村長及び市町村議会議員の選挙におい

て、選挙公営で行うことができるもの、まず最初に選挙管理委員会が、その全部を

行うものとして投票記載所の氏名等の掲示があります。これにつきましては、現

在、山江村選挙管理委員会によって行っております。 

次に、内容は候補者などが提供しますが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

として、ポスター掲示場の設置がございます。これは条例において定める必要があ

ります。本村におきましては、山江村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示

場に関する条例を制定いたしまして、条例に基づき設置をいたしております。 

また、同じく条例の制定が必要ではございますが、選挙公報の発行がございま
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す。現在、本村では選挙公報は発行いたしてはおりません。 

三つ目に、選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うものと

して、個人演説会の際の公営施設の使用がございます。これは公営施設を無料で使

っていいということでございます。 

４番目、最後でございますけれども、選挙管理委員会は、実施には直接関与しな

いが、その経費の負担のみを行うものとして、先ほど申されました通常はがきの交

付がございます。これにつきましても、公職選挙法に基づきまして広報をしてると

いうことでございます。 

以上が、本村で行っております公営選挙、選挙公営の状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ただいま総務課長から選挙公営の現状についての答弁があり

ました。この選挙公報についてですが、公職選挙法が近年改正されて、１７２条の

２ですかね、そこでは条例を制定すれば選挙公報を発行してもよいとなっておりま

す。そして、近くでは湯前町が平成２８年に条例を制定して、選挙公報を発行して

おります。 

また、ちょっと早く取り組んでいるところでは、氷川町あたりは、平成１７年よ

り取り組んでおります。主に市では、たくさんの市が取り組んでおりますが、熊本

県内の町村でも１０以上の町村が取り組んでおります。もちろん条例の制定権は議

会にもあるとは思いますけれども、山江村として選挙公報条例等を検討されてです

ね、将来は選挙公報の発行をされるような考えはないか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 選挙公報の件でございます。先ほど申されましたように球

磨郡内では湯前町が条例を制定して唯一実施をしておられるようでございます。 

先日、選挙管理委員会を開催いたしました折に、この件についてもご検討いただ

いております。その中では、市町村議会の選挙につきましては、選挙期間５日間と

非常に短いということ。また、選挙公報は選挙日の２日前までには行き渡らなけれ

ばならない、配布しなければならないということで、告示によります立候補の受け

付けから選挙公報を作成して、区長さん方へ配布をお願いして、さらにまた班長さ

ん方が各家庭へ配られると思うんですけれども、その日程が非常に厳しいというの

ではないかというふうなご意見もございました。いろいろな問題というか、そうい

うことも克服しなければならないんですけれども、いろいろな候補者の方々の考え

が、投票される方々、住民の方々へ伝わるという面では、非常に有効な手段ではあ

ると思っておりますので、今後、私たちが、ここでどういうことを決定を、言うわ

けにはいきませんけれども、選挙管理委員会等で検討をいただきながら進めていき
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たいというふうに、先日の委員会では最終的な結論は出ていませんが、そういった

ような意見でございました。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ちょっと、これ記録が古いんですが、先ほど言いました県内

における選挙公報の発行については、市は、この古い記録でも２７市が発行してお

ります。町村では玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、嘉島町、益

城町、甲佐町、氷川町、湯前町、苓北町の１２町村が発行しております。これから

また増えたかもしれません。そしてまた、今後検討されるということではあります

が、私たち議会でも議会改革委員会をつくって、どのようにしたら議会が活性化す

るんだろうかということを検討しており、いずれ委員会報告もあると思います。 

その中で一つ、これは湯前町の選挙公報です。こんな感じで、ちょっと何かな、

投票日も書いてありますし、また、それぞれの議員が自分の部分は責任をもって書

かれたのをそのままコピーして、そして、たぶん町村議員の場合は火曜日が告示で

すから５時の締切りを待って、直ちに印刷し、そして翌日か翌々日には配布するよ

うにされているんだろうと思います。 

私たちもこの件については、引き続き研究したいと思いますが、執行部において

も研究されてはどうかと思います。 

そのほかにも、例えば、これは放送法とか、もちろん公職選挙法の都合もありま

すでしょうが、ケーブルテレビの政見放送とか、あるいは選挙費用がかかってしよ

うがないけれども、ポスター印刷費や選挙カーの経費、これは国会議員や県議会議

員もですかね、出ていると思いますが、そのようなことを検討される予定はござい

ませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） ケーブルテレビ等での政見放送でございます。政見放送に

つきましては、公職選挙法の第１５０条に記載されておりまして、地方選挙におき

ましては、政見放送ができるのは県知事のみということで規定されております。ま

た政見放送ができるのは、日本放送協会及び基幹放送事業者のラジオであるとか、

テレビジョンの放送というふうに規定をされております。そういった施設を使って

公益のため、その政権を無料で放送することができるというふうに規定されており

ます。さらに同項１５１条の５におきましては、「何人も、この法律に規定する場

合を除く外、放送設備（広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信

設備を含む。）を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることがで

きない」というふうに規定されております。この有線電機放送設備というのは、ケ

ーブルテレビに当たるかと思っておりますので、現行の法律のもとでは、ケーブル
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テレビによる政見放送はできないというふうになっております。 

また、ポスターとか選挙カーのこともお尋ねがございました。国会議員等は公職

選挙法で規定されておりまして、ポスター作成であるとか、選挙運動用自動車の使

用につきましては、選挙公営でできるというふうになっております。しかし、地方

選挙におきましては、都道府県の議会の議員、それと長の選挙は都道府県、また市

の議会の議員、または長の選挙については、市が条例で定めることによりまして公

職の候補者のポスター並びに選挙運動用の自動車を使用することを無料でできると

記載されております。 

従いまして、町村の議会の議員、また長の選挙におきましては、ポスター作成並

びに選挙運動用自動車の使用につきましては、現行の法律のもとでは選挙公営の適

用はできないということでございますので、これにつきましては、今までどおりや

はり公費では負担することはできないというような見解でございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） もちろん憲法の第何条でしたか、「国会は国権の最高機関に

して国の唯一の立法機関である」と定めておりますので、法律は国会で決めていた

だく、その中の公職選挙法に、そのような定めがあるという説明であったかと思っ

ております。 

例えば、いろいろ被選挙権についても２５歳とか３０歳とか決まりがあります

が、選挙権はもらっても被選挙権がないというときに、どうも若者の選挙離れが進

むんじゃないかなという思いも個人的にはあります。そういう点からは、１８歳選

挙権であれば、１８歳被選挙権のほうが、若者の政治参加も進むのではないかと思

いますが、これは今後の検討に委ねたいと思います。 

そして、なかなか、特に町村議会においては、高齢化が進んでおります。高齢化

が悪いというんではありませんが、年配の方も若い方も壮年部の方も男性も女性も

バランスよくあるような議会が望ましいのではないかと、私たち議会でも検討して

いるところでありますし、また、先般議長と副議長は全国大会に行かれまして、こ

の立派な資料を議会に提出してもらっておりますが、この中でも、例えば廃止はさ

れましたが、長崎県の男鹿町は若者、多分５０歳以下だったと思いますが、若者に

ついては報酬を３０万円にしようというような条例もつくられました。しかし、残

念ながら立候補者もなく、その条例は廃止されたそうであります。 

もう一つは、徳島県の那賀町というところでは、３５歳以下限定か何かの３０万

円、議員報酬条例をつくろうとされましたけれども、報酬審議会や執行部とのいろ

いろな交渉の中で、それを断念されたとかいうのがありました。その報酬のことに
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ついては、今後検討するとしても、やはり若い方も高齢者の方も男性も女性も立候

補されるような環境をつくることが、私たちに求められていると思いますが、そう

いう点では、選挙公営における選挙公報の発行などは、法律的にもできるわけです

から、そのようなことを目指して私たちも活動するべきではないかと思いますが、

執行部としては、あるいは村長としては、誰でもが立候補しやすい選挙制度をどの

ように考えておられますか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。 

地方議員がなり手がないということをやり取りを聞きながら、私も同じようなこ

とを考えておりました。 

特に、地方議員、若い方がなかなか立候補しないというような状況は、この山江

村だけじゃなく、先ほど、この議会の冒頭で副議長のほうから議長、副議長の研修

の中で話があったというようなことで聞いておりました。その要因は、やっぱり定

数が１０人ということでありますし、報酬が安い、そして選挙にお金がかかりすぎ

るというようなことも一つの要因であろうかと思います。いずれにしましても、わ

かりやすい公明選挙の中で、そういう人材を求めていくということでありますの

で、そういう意味では時代の変わり目でもあろうかと思います。そういうことにつ

きましては、先ほど被選挙権のことも申されましたけれども、いろんな意味で公職

選挙法あたりが変わっていくような検討をしていかなくちゃいけないんだろと思っ

ているところであります。それに基づきまして、本村でもしっかり対応をしていけ

たらというふうに考えておるところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 男女共同参画社会基本法や山江村男女共同参画推進条例の目

的にも沿うように、男女がお互いを尊重して力を合わせて、よりよい社会の建設が

できるようになればなと思っております。 

また、選挙等においても、どうぞ女性の方も立候補されますよう、個人的にはお

願いしたいと思います。選挙管理委員会等でも、そのような啓発活動にご尽力いた

だきますようお願いして一般質問を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 



 － 58 － 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、４番議員、西孝恒議員より、１、自治体の介護事業について、２、防犯の

推進についての通告が出ております。西孝恒議員の質問を許します。４番、西孝恒

議員。 

 

西 孝恒君の一般質問 

 

○４番（西 孝恒君） ４番議員、西でございます。議長のお許しが出ましたので、通

告に従いまして一般質問をいたします。よろしくお願いします。 

本日の質問内容は１、自治体の介護事業について。２、防犯の推進についての２

点であります。 

まず、自治体の介護事業についてでありますが、実は、私は３年ほど前に今回と

関係する質問として、「介護保険に係る財政の状況について」と題して質問を行っ

ていました。その時は介護保険事業第６期のときでありまして、第１号の介護保険

料６５歳以上は、基準月額で５期より１,０００円上がって５,９００円であります

が、基金の活用で、なるべく抑えた結果ということでありました。介護保険の方

は、３年ごとに改正されて現在は７期になりまして、基準月額は山江村で４００円

上がって６,３００円ですが、全国平均は５,８６９円のようです。 

今後、自己負担額の見直しとして、これまで１５年間は原則１割だったのが、一

定の所得がある人は２割負担となり、さらに今後、高所得のある方は３割負担も導

入されるということで、「２０２５年問題」とも言われます。私ども団塊の世代と

しましても、何かと責任を感じるところであります。 

自己負担も高額になりますが、給付費のほうも相当な額のようでありまして、前

回２６年度のときですが、介護給付費、そして介護予防事業まで合わせて約３億

８,３００万円ほど支出されているということでしたので、現在はさらに上がって

厳しい状況の中を工面いただいていることと思います。そのような保険料や給付費

を少しでも抑えるためにも、各自治体それぞれ予防事業など取り組んでおられると

ころですが、本村のこれまでの介護予防対策として、例えば生活支援サービス、高

齢者生きがい対策、認知症対策など、実践の状況などをお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

皆様もご存じのとおり、介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組
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みとして創設され、平成１２年度にスタートしたわけでありますが、制度開始から

２０年近くを迎え、公費負担や保険料負担が増加する中で、制度の持続可能性の確

保が最大の課題となっております。被保険者の増加や介護職員の確保、認知症対

策、家族等介護者支援の問題など、今後も様々な課題が残されているところござい

ます。 

これまでの介護保険制度改正について、若干説明させていただきますと、介護保

険スタートから５年後の平成１７年の改正では、制度の持続可能性等を基本的視点

として検討され、予防重視型システムへの転換が図られ、要支援者への給付を予防

給付として新たに創設し、要支援者のケアマネジメントを地域包括支援センターで

実施するようになりました。市町村が介護予防事業や包括的支援事業などの地域支

援事業を実施するようになったのも、この改正によるものです。 

また、平成２３年の改正では、サービス利用者が創設当時の約３倍になるなど、

これを支える介護人材の確保等が緊急の課題となり、高齢者が地域で自立した生活

を営むことができるようにするために、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー

ビスを切れ目なく提供する地域包括システムの実現を図ることとなりました。 

また、認知症対策の推進のため市民後見人の育成及び活用など、高齢者の権利擁

護を推進するとともに、市町村の介護保険事業計画において、認知症支援策を盛り

込むこととなっております。 

次に、平成２７年の改正におきましては、介護サービスの効率化、重点化、保険

料負担の増大の抑制を図ることを目的とし、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを続けられるよう地域における医療保険の関係機関が連携して、在宅医療、

在宅介護への連携を推進することとなっております。 

認知症施策の推進として、認知症の疑いのある高齢者や、その家族に対し、早期

診断や早期対応を支援するための認知症初期集中支援チーム体制整備や住民主体の

取り組みを含めた多様な主体による効果的かつ効率的なサービスが提供できるよ

う、新しい介護予防、日常生活支援総合事業への移行などが改正されております。 

本村での介護予防の取り組みにつきましては、この法改正に伴いまして、順次事

業のあり方等も見直しながら実施しているところでございます。昨年度の事業報告

を見ますと、介護保険制度が始まった平成１２年度当初から介護予防、生活支援事

業が実施されております。年度ごとの利用者には、それぞれ増減がありますが、結

果として利用者、利用回数のほうが増加している状況であります。１事業だけ数値

を申し上げるならば、軽度生活援助サービス事業の利用延べ回数につきましては、

当初１５５回だったものが、平成２８年度には８５３回に伸びている状況です。そ

れぞれの数値につきましては割愛をさせていただきたいと思います。 



 － 60 － 

また、平成１８年度には地域包括センターが設立され、介護予防や地域支援事業

が開始されております。要支援者の介護予防プランの作成なども行われているとこ

ろです。先ほど申し上げましたように、何度か制度改正が行われ複雑化しておりま

すので、単純に今の事業が当時の事業と、そのまま同じであるとは言えませんが、

平成２１年度からは、現在のコツコツ健康教室のような拠点施設での介護予防教室

である転倒予防教室や、わくわく貯筋教室が実施されております。 

また、健康状態の把握や介護予防のための軽運動を地域に出向いて行う出前福祉

についても、平成２１年度から始めております。さらに住み慣れた地域で暮らし続

けられるように、地域で支えていただける人材の育成として、介護予防サポーター

の養成講座なども開始しております。 

認知症対策としましては、平成２６年度から認知症サポーターの養成に取り組

み、２７年度においては人吉・球磨成年後見センターを設立し、高齢者の権利擁護

を図る事業を広域で行っているところです。平成２９年度からはＩＣＴ機器を活用

した認知症予防対策事業を実施しており、介護予防事業や各地区で開催されている

公民館事業、出前福祉などで活用をしております。また、認知症初期集中支援検討

委員会につきましても、２９年度に立ち上げを行っておりまして、個々のケースを

検討する認知症初期集中支援チーム会議も定期的に開催しているところでございま

す。 

また、生活支援体制整備協議体ということで、村内の各種の団体等を委員として

おります地域の多様な資源を活用した地域包括ケアシステムの構築に向けて検討を

行っているところであります。 

山江村の介護保険料の標準基準額は第１期が３,１００円、第７期が６,３００円

ということで２倍ほど高くなっておりますが、第７期の介護保険料につきまして

は、県平均が６,３７４円であり、ほぼ県の平均値といえます。認定率を見てみま

すと、第１号被保険者のみとなりますが、平成１２年度末の被保険者数は、１,０

３３人、認定者数は１３３人で認定率約１２.９％であったものが、平成２８年度

末では被保険者数は１,１７５人で、１４２名の増加、認定者数は１８２人で４９

名の増加、認定率は約１５.５％と上昇しております。認定比率は、県平均と比較

して４.９ポイント、全国と比較しても２.８ポイント低くなってることを見ます

と、少なからずこれまでの介護予防事業の取り組みによって成果があっているもの

だと考えております。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 介護事業、一応３年ごとに改正ということで、これまでの主な

改正点、そして、それに伴って実施された事業を話していただきました。その中
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で、ちょっと高齢者生きがい対策については、あまり聞かなかったような気がしま

すが、何かその点でありましたらお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、高齢者生きがい対策について、お答えを

いたします。温泉センターのほうに月２回ですかね、生きがい対応型サービス事業

ということで、温泉センターのほうに温泉を使って、その中で体操をしたりとか、

健康についての相談とかを受け付けているような事業も行っております。 

それからまた、公民館事業につきましては、地域の方々が公民館に集まっていた

だきまして、いろんな軽運動とかをしながら、茶話会等をしながら引きこもりにな

らないように出かける機会をつくっているところでございます。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 急速に進む高齢化の波ですので、なかなか対応は難しいと思い

ますが、工面をいただいていると思います。 

最近、介護保険や介護事業、介護報酬改定など、介護に関する新聞記事が大変よ

く目につきます。先日の熊日には全国平均の基準保険料は、制度開始時の、先ほど

ちょっとお話があったかと思いますが、２倍を超えたことや、熊本県がその中でも

保険料の伸び率は全国最大であること、地震の影響もあるようですが、さらに今後

の保険料は２０２５年には予想で７,２００円、高齢者の人口のピークに近い２０

４０年には約９,２００円まで上がると推定され、また看護職員も３３万７,０００

人ほど不足する恐れとの見通しとなっています。 

６５歳以上の保険料は、市区町村や広域連合などで決められ、３年に１回見直さ

れるようですが、厚労省の今回の推定では、１,５７１の市町村と、広域連合のう

ち、保険料を引き上げたのは、その中で１,２２４カ所で２５６カ所は据え置き

で、９０カ所は引き下げていて、介護予防の取り組み効果と見られるようでありま

す。今回保険料の伸び率が最大であった熊本県では、２町村は前期より保険料が下

がっているようです。このように介護予防の効果が出て引き下げに踏み切った自治

体は、先ほどのように全国では９０カ所あり、３年前の２７カ所に比べて大幅に増

えたということですから、予防効果や地域の事情によって自治体間の格差が広がる

ようであります。 

このような中、本村でも介護予防サービスなど充実されているところであります

が、今後２０２５年の高齢化時代へ向けてのさらなる介護予防や本村の特色ある取

り組みと思いますが、健康ポイント事業も始まるようです。この事業については、

つい先日、回覧でその内容のお知らせがありましたので、加えてご説明がありまし

たらお願いします。 
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また、保険料は全国的にさらに上がって上昇していくという予想でありますの

で、以上のような点を含め、その対応、方針についてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。 

まず２０２５年問題への対策ということで、介護予防対策ということでございま

すが、本村におきましても、第７期におきまして４００円の値上げということで、

５,９００円から６,３００円ということで、保険料のほうが値上げになっておりま

す。これにつきましては、高齢者の人口推移、介護認定率、給付実態や今後のサー

ビス見込み料、介護報酬改定等を勘案して見込みを立て、それで算出をしていると

ころではございますが、なるべく上がらないようにということで、今回も基金のほ

うを投入するということで上げ幅を下げているところではございます。それでも上

がっているということで、介護予防対策につきましては、大変重要な位置を占める

のかなと思っております。今後ということですので、３０年度において新たに実施

している事業についてお答えをしたいと思います。 

まず、公民館事業を地域の通い場とできるように支援をしていきたいと考えてお

りまして、月２回以上、現在月１回程度ですので、それを２回以上開いていただ

き、軽運動や茶話会など、公民館を拠点として介護予防事業に取り組んでいただく

地区に対して、住民主体の通いの場活動支援事業助成金を交付し、継続的に地域主

体で開催できるよう運営等に係る経費の一部を助成していくところでございます。 

また、公民館事業でも活用していただけるように、体操などができる音楽療養コ

ンテンツの入った機器もリースしております。現在使っておりますが、使っていた

だいている地域からは、大変好評を得ているところで、皆さんで体操をしたり、歌

が入っておりますので、発声とかですね、そういったところのほうにも活用をいた

だいているところでございます。 

さらに高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図ると

ともに、いきいきした活力ある地域社会をつくることを目的として介護ボランティ

ア支援事業のボランティア支援ポイント制度も本年度から開始しております。現在

行っている各種の介護予防事業や生活支援事業、ケース会議等を充実しながら、今

後とも介護予防対策に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

それから、山江村健康ポイント制度につきましては、現在、回覧と村政懇談会の

ほうで説明をさせていただいているところでございますが、本年度から健康寿命の

延伸の実現を目指し、村民一人ひとりが目標を持って健康づくりに取り組んでいた

だけるような機会の提供ということで、健康づくりポイント事業を始めておりま

す。 
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内容としましては、高校生を除く１８歳以上の村民の方であれば、どなたでも参

加できますので、村が行う健診や人間ドック、献血、健康づくり事業に参加した場

合にポイント付与するものとなっております。貯まったポイントは、村内の商工業

者のほうで使える商品券に交換できるというようなものでございますので、ぜひ参

加をしていただいて、健康づくりに役立てていただきたいと思います。 

現在のところは、村が行う健診とか献血ということで、何らかの確認ができるも

ので行っておりますが、将来は、ご自身で健康づくりに取り組んだ場合にもポイン

ト付与できるようになったらいいなと思っておりますので、今後も検討しながら拡

充をしていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今予防事業と、それからポイント事業、それから保険料につい

てご答弁をいただきました。公民館の事業の充実とかあるようです。 

また、ポイント制度事業については、ここにちょっと持ってきておりますけれど

も、例えば、１８歳以上で特定健診を受けられたらポイントが５００点ということ

で、これは、その年度内に１,０００点以上貯まったら商品券とか交換ができると

いうことでありまして、大変良い点数だなと思います。活用を皆さんがいただけた

らと思います。 

２０２５年問題による社会保障費の急増や人材不足など、その対応が難しい状況

の中ですけれども、大変急務なことでもあります。 

次に、ユニバーサルデザインの推進状況について通告していますが、ユニバーサ

ルデザイン、通称ＵＤは「年齢や身体能力にかかわらず、すべての人に適合するデ

ザインをいう」ということで介護事業とは別の意味で、少しずれているかと思いま

すが、高齢化の進む社会を背景に、ユニバーサルデザインに配慮した製品など増え

ているということで、この欄に加えさせていただいています。 

本村では、第５次山江村総合振興計画２０１４、２０１８年のところに「ＵＤの

導入と啓発の推進」とありますが、その後の状況についてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ユニバーサルデザインの進捗状況につい

て回答いたします。 

議員も申されましたとおり、ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、言

語や能力などに関係なく誰もが利用しやすい製品、建物、環境を最初からデザイン

することを意味しております。また、情報、サービスやコミュニケーションを含

む、すべての人が生活しやすい社会のデザインといった広い概念としても使われて

おります。 
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建物におけるユニバーサルデザインでは、建物全体を誰もが普通に利用できるこ

とが求められております。村の方針としましては、新しい施設を建設する際には、

あらかじめスロープや手すりの設置、高機能トイレの設置など、すべての人が利用

しやすい構造になるよう考慮しながら建設しておりますが、村内の公共施設は古い

建物が多く、まだ階段や段差、トイレのスペース、ドアなど、構造的にもまだまだ

障壁があるのが現状でございます。障壁を取れる除くためには予算も必要となって

まいりますので、現施設のバリアフリー化につきましては、今後計画的に行ってい

きたいと考えております。 

また、先ほどありましたとおり、第５次山江村総合振興計画におきましては、ユ

ニバーサルデザインの推進について、現状、課題、基本方針、施策の方向性を示し

ておりますが、課題としてユニバーサルデザインに関する指針、ガイドラインの策

定がなされてないということがあげられております。ユニバーサルに関する指針、

ガイドラインを策定するとともに、普及啓発を行うことによって、ユニバーサルデ

ザインの考え方を多くの方に理解していただき、公共施設に限らず、またハード面

だけでなく、ソフト事業にも配慮をしながら社会生活全体が、すべての人にやさし

い未来になるよう、今後とも推進していきたいと考えております。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 大項目であります介護事業について、私のほうからも補足をさ

せていただきたいと思います。 

各市町村にとりまして、介護保険の事業、介護事業につきましては、大変大きな

問題となっているということでありますので、そのことに対してのご質問というこ

とであります。 

もともと国がやる事業でありますから、国のほうが、しっかりとした社会保障事

業としてやっていただきたいというのがあるわけでありますけれども、この間、町

村長会議を行った折に、ある市町村から介護保険が国保保険の特別会計を予算を追

い抜くと、大きくなるというような話がございました。そこで町村会としての対応

は、国にしっかり対応してもらおうじゃないか、社会保障費としての対応をしても

らおうじゃないかということで、球磨郡町村会としては、本年度主軸事業の要望の

中に、この介護保険に対する国の支援をやっていくというようなことであります

し、このことは球磨郡だけの問題ではありませんので、県の町村会や全国町村会に

も同じような問題として訴えていこうというようなことを申したわけであります。 

対応につきましては、それぞれの町村違うということでありますが、本村といた

しましても独自として、骨こつ健康教室、転倒予防教室、わくわく貯筋教室や本年

度から公民館事業を行いまして、住民主体の通いの場の活動、支援事業の助成金も
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出させてもらっているということでございます。 

消費税の動向がどうなるかわかりませんけれども、消費税は社会保障に使いたい

というような大筋がありますので、消費税が１％上がりの２兆６,０００万あると

言われております。２％になりますので、５兆２,０００億、そのうち７,０００億

は文科省のほうで保育園、それから幼稚園児の無償化に動くというような話も、情

報もきておるわけでありますけれども、その予算を使いながら、社会保障費、特に

介護の問題については、しっかり対応していただきたいという要望も、やっていき

たいと思います。そうすることで、市町村の財政の健全化にも思惟しますし、もち

ろんご本人の介護の保険料も安くなるというようなことでありますので、そういう

ことを考えているところであります。 

介護保険につきましては、そういう課題の中で、今後の動きを進めていきたいと

思っとりますので、議会の皆様方におかれましても、ご理解の上、よろしくご支

援、ご協力も賜ればと思っております。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） まずは、村長からもありがとうございました。 

ユニバーサルデザインにつきましては、一二三課長よりありましたが、今後その

中で、ユニバーサルデザインに関する指針とか、ガイドラインという制定が進めら

れるのかどうか、そういう計画がありますかどうか、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えいたします。 

ユニバーサルデザインの方針やガイドラインの策定につきましては、県の建設の

ガイドラインとかを見ると、かなり分厚いんですが、そこまではいかなくても皆さ

んに、こういったものだとか、こんな方向でやっていきますとか、そういったもの

を簡単にはなるんですが、指針となるようなものをつくりながら示していければと

思っておりますので、今後検討させていただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） これで最初の介護事業についての質問は終わりますけれども、

一応、介護事業についての新聞記事は、よく目につきます。先ほども話しました

が、一応ここにもちょっとファイルを入れておりますが、今年になってからの介護

関係に関する新聞記事であります。かなり切り抜いていますが、結構たまってきま

した。このようにありますけれども、それぞれの記事の中に、いよいよ高齢化に向

けての問題や状況の提供がなされています。その中で要介護度のうち、軽度の要支

援１、２の対象を先ほど村長からもありましたけれども、国から市町村の事業とい

うことになりましたけれども、この介護サービスによる運営難という自治体は、本



 － 66 － 

当に多いようであります。 

一応この新聞の中に入っているんですけれども、実は、国がちょっと見込み違

い、移したことがですね、軽度の部分を移したことが見込み違いではなかったかと

いうようなことも、この中にあるわけであります。そのようなことがありましたの

で、村長がおっしゃるように、消費税が１０％に上がったりしましたらですね、社

会保障費などに回していただければと願うところでもあります。 

しかし、自治体によっては努力とかでありまして、引き下げに踏み切るところも

あったりするなどして、そのような自治体間の格差が広がるなどと、記事にも出て

いましたので、本村の状況についての質問でありました。 

以上で自治体の介護事業、並びにユニバーサルデザインについての質問を終わり

ます。 

２点目に防犯の推進についてでありますが、防犯も介護対策と同様に、やはり予

防活動が大事なところと思います。テレビや新聞では連日のように犯罪事件のニュ

ースが報道されていますし、最近では、熊本市でも斬りつけ事件などがあり、その

現場は老人ホームなど、点在する静かな住宅街での事件で、まさかこんな所でと信

じられない様子であります。このように様々な非行や犯罪が起きますが、犯罪をし

た人は、その後の将来に取り返しのつかないこともありますし、立ち直るにも簡単

ではなく、また社会の理解も必要であります。このような非行や犯罪のない誰もが

暮らしやすい社会づくりのために、犯罪予防活動の一環として、学校、家庭、地

域、自治体、福祉機関や警察などの連携は大事でありますが、そのような状況など

犯罪予防や抑止活動について状況をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 本村における関連した防犯の取り組みということで、お話

させていただきたいと思います。 

まず、本村におきましては、地域における犯罪及び事故等を未然に防止し、村民

の生活の安全を確保するため、山江村生活安全条例を平成１６年３月に制定いたし

ております。この条例に基づきまして、村が実施いたします生活安全施策を効果的

に推進するために、山江村生活安全推進協議会を設置いたしております。この協議

会は、交通関係の代表者、山江村区長会長、山江村消防団長、山江村老人クラブ連

合会長、山江村婦人会長、村内保育所の保護者代表、村内学校長会、村内のＰＴＡ

連絡協議会長、防犯関係の執権者などで構成されております。また、このほかに青

少年の健全な育成を図るために、山江村青少年健全育成会議を設置いたしておりま

す。この二つの組織は、それぞれ年間事業を計画を立てて活動いたしております。

この活動内容といたしまして、交通関係におきましては、毎月１日、１０日、２０
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日の交通指導及び各小学校の交通指導、区長会におきましては、地域見守りネット

ワーク、高齢者の見守り、それから違法な訪問販売等の監視と社協への情報提供、

消防団におきましては、毎月の消防施設点検とパトロール、老人クラブにおきまし

ては、環境整備と防犯活動、交通安全講習会等を開催されております。 

また、年間を通した登下校の見守りも行っておられますし、婦人会においても登

下校の見守り等を行っておられます。また、薬物乱用防止活動等をやっておられま

す。保育所の保護者におきましては、交通安全教室の開催であるとか、防犯訓練等

の実施。また各学校においては通学路の点検、職員によります夏季休業中の村内巡

回、登下校中の巡回、あいさつ運動、交差点での交通指導等を年間を通じて実施を

されております。ＰＴＡ関係では、子ども１１０番の家の旗の設置、防犯ボランテ

ィアにおいては、毎月第３金曜日に役場職員と一緒になって村内のパトロールを実

施していただいております。そのほか、産業振興まつりでの補導活動などもやって

おられます。このような活動をやっておりますけれども、毎年山江村生活安全推進

協議会と山江村青少年健全育成会議におきましては、合同会議を開催いたしており

ます。この合同会議におきまして、両者の年間事業計画を調整したり、連携を図る

ということを行っておりますし、また講師を招いて専門家の講演会を聴くというよ

うな取り組みをいたしております。 

以上が本村の防犯に対する活動の状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） ただいま総務課長のご答弁の中に、山江村生活安全条例や、そ

の推進協議会規則にのっとって、様々な充実した活動が行われていることがわかり

ました。安全・安心で住みよい地域社会や防犯意識の高揚のために改めて防犯の推

進が進められるのではと思います。 

最後に、社会を明るくする運動についてお尋ねします。 

この社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運

動で、法務省主唱のもと、毎年７月を強調月間として各地で様々な取り組みがなさ

れています。今年で第６８回ということで、昭和２５年頃から始まっているようで

す。この社会を明るくする運動について、本村の対応や推進運動方針など、お考え

をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、社会を明るくする運動について、お答え

をいたします。 

議員申されましたとおり、社会を明るくする運動とは犯罪をなくして社会を明る

くするために、すべての国民が犯罪の防止と犯罪者の共生及び更生保護についての
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正しい理解を深め、進んでこれらの活動に協力するように呼びかける啓発活動のこ

とでございます。毎年７月が強化月間となっておりまして、啓発周知を行っている

ところございます。まずは犯罪が起きないような明るい社会の実現を目指すことが

第一だと考えますが、罪を犯した方の更生保護を更新するためにも、主務省であり

ます関係機関等と連携を図りながら、今後とも広報誌等により活動の普及啓発に取

り組んでいきたいと考えております。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 年間行事も大変村の行事も多い中でありますけれども、その中

に社会を明るくする運動、推進行事を取り入れていただけたらありがたいと思いま

す。 

その社会を明るくする運動の一環として、作文コンテストがありますが、これは

全国の小中学生を対象に、日常の家庭生活や学校生活の中で体験したことをもとに

犯罪や非行などに関して考えたこと、感じたことなど作文を書くことを通じて理解

を深めてもらおうということを目的とした作文コンテストが毎年ありますが、本村

においては、どのような状況でしょうか。お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

社会を明るくする運動、作文コンテストにつきましては、平成５年から始まりま

して、今回で２６回目になりますが、毎年、法務省からの通知文により熊本県を通

じて各小中学校に作品が応募の依頼があっております。このコンテストの趣旨につ

きましては、先ほど議員が申されたとおりでございますけれども、９月頃が応募締

め切りとなっておりますので、村内の小中学校では、毎年夏休みの自由課題として

児童生徒に依頼している状況でございます。例年、児童生徒からの応募はあったり

なかったりしているようでございます。 

今後もですね、この社会を明るくする運動の趣旨を踏まえまして、各小中学校で

の積極的な取り組みについてお願いしていきたいと考えているところでございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 各学校に一応、その作文コンテストについては依頼があるとい

うことですけれども、自由な部分もあるかと思います。一応、前の質問のときにも

話しましたけれども、本村の小中学校のＩＣＴ教育とともに、そのユニバーサルデ

ザインや防犯、生活安全、そして道徳の一環としても、この社会を明るくする運動

の作文コンテストなどを含めますと、よりスマートな学校になるのではと進められ

るようです。社会を明るくする運動は、国を挙げての取り組みでありますから、各
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地域にもその支援要請のための総理大臣メッセージ、そして熊本県知事メッセージ

の発信が各自治体へも届けられているようです。個人、家庭、学校、自治体、福祉

機関、警察など関係団体とのネットワークにより非行や犯罪のない明るい社会を目

指すための社会を明るくする運動、そのさらなる推進へ、いま一度、目を向けてい

ただけたらと感じるところであります。 

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

再開時刻を午後１時１５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、５番議員、立道徹議員より、１、公共工事について、２、通学路の安全に

ついて、３、学校における防災教育について、４、消防団についての通告が出てお

ります。立道徹君の質問を許します。５番、立道徹議員。 

 

立道 徹君の一般質問 

 

○５番（立道 徹君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、５番議員、立

道が通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

まず、本日の質問内容は１、自治体の介護事業について。２、防犯の推進につい

ての２点であります。 

まず１点目は、公共工事についてでございます。本年度予算案にも、土木費の中

に道路新設改良費として予算が付いておりますが、山田小通学路として、本城の森

から行く城南永シ切線ですね、とても重要な通学路だと思っておりますが、本年

度、村道城南永シ切線の歩道の改良工事の着工の計画はあるのか。そしてまた、現

在の動きについて答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、ただいまのご質問につきましては、お答えいた

します。 
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まずは、村道城南永シ切線の改良を計画の今までの経緯ということで説明いたし

ます。この路線は、議員申されましたように、近年人吉方面から山田小学校及び山

江老健施設へ行ける近道として利用する車両の交通量が多くなってきているところ

でございます。そのことから車道の２車線化、また歩道を新設する路線として計画

を立てたところでございます。これまで取り組んできた事業としましては、平成２

７年度に全体測量、予備設計を行い計画路線の概要をまとめました。翌年度の２８

年度におきましては、起点側の詳細設計を実施し、さらに２９年度におきまして

は、土地所有者の方々へ地元説明会を行い、関係者の了解を得て事業を進めている

ところでございます。 

本村の道路事業につきましては、一般的に社会資本整備総合交付金で行う補助事

業、それから過疎債など借り入れて行う起債事業に大きく分けられます。今年度に

おきましては補助で行う交付金が配分の６６％ということで内示を受けましたの

で、全体道路についての見直しを行いました。事業を進める上では、国費の不足分

を補わなければならないので、起債事業分の道路整備の精査を行ったところでござ

います。 

議員ご質問の城南永シ切線の着工ということでございますけれども、この路線、

改良工事そのものが未着手なために、今年度の事業財源の見直しを行いまして、ま

ずは交付金で進める継続事業を優先的に進めるということで、今回補正予算にも計

上しておりますけれども、財源組み替えをしまして、この路線につきましては、翌

年度以降、工事着手ということで考えを変更したところでございます。 

それから、現在の動きということですけれども、先ほども申しましたけれども、

用地関係者地権者の方々には了解を得ておりますので、今年度は登記関係の調査を

進めながら、また中程には共有名義の山林もあるということで、相続関係の整理を

しながら進めていきたいと思います。 

ということですので、現在、用地買収等もやっておりません。というところでご

ざいます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） それでは、今年度は何もされなくて、３１年度から動かれると

いうことですね。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 何もしないというわけではございませんけれども、予算化

しています用地買収等もありますので、事業としましては、そういう内容といいま

すか、調査を進めても本工事につきましては財源が、見直しを行うということです

ので、来年以降に着手ということで考えているところでございます。 
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○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） この道路は、やはり子どもたちにとって重要な通学路であると

思いますので、一日も早い着工をお願いしたいと思います。 

次の質問に入ります。 

丸岡公園の委託管理委託料についてでございますけど、昨年度の３５０万から本

年度予算は２倍の７００万になりました。どのような維持管理内容か、また、どの

ように分けての発注か、業者は何社か、お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、立道議員のご質問にお答えいたします。 

丸岡公園の維持管理につきましては、昨年度まで議員が申されました３５０万円

の予算でも、本丸、二の丸、三の丸をはじめとする公園内の除草作業や、つつじ、

桜をはじめとする樹木の剪定、伐採、農村広場の整備を業務委託として実施しなが

ら、景観等の維持管理を行ってまいりました。 

しかしながら、現行の除草や剪定、伐採作業では年間を通じての景観維持が困難

であるとともに、現材料費等の高騰で受託する事業者に負担をかけていたことも事

実でありました。 

今回、近隣の公園を管理する専門の事業者に見積りを依頼するとともに施工単価

表を用いながら、数年管理による景観維持が可能になるよう積算を行い、除草や剪

定、伐採等の作業回数を増やすことにより、公園の景観管理を徹底させるとともに

業者等のコスト削減にもつながることを想定いたしまして、平成３０年度当初予算

で昨年度の倍額にあたります７００万円を計上させていただき、議会の承認を得た

ところでございます。 

今回の丸岡公園の整備内容についてですけれども、三つに分けて業務委託を発注

しております。まず、丸岡公園農村広場の管理ということで、こちらは農村広場の

除草作業、公園敷地内の清掃ということで、前年よりも倍の回数を行ってもらうよ

うにいたしております。見積り徴集業者は３社ということでお願いをいたしまし

た。 

続きまして、丸岡公園の除草ということで、公園全体の除草作業を行ってもらう

ということにしております。こちらのほうも昨年度より回数を増やしまして、今年

度は６回除草作業を行うということにしております。こちら５社に見積りのほうを

お願いをいたしました。 

続きまして、丸岡公園の樹木の管理ということで、こちらにつきましては、先ほ

ど言いましたつつじや桜をはじめとする樹木の剪定等の業務委託を、内容としてお

りまして、造園施工技術管理者２級を有する方がいる事業所、３社に見積りをお願
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いいたしております。いずれも連休明けの５月７日に見積り入札という形で最低見

積業者と、５月８日付けで契約を行いまして、５月９日から業務を開始されておら

れるというところでございます。 

丸岡公園の農村広場におきましては、村内の団体、丸岡公園の除草、また丸岡公

園の樹木等の剪定につきましては、村内の造園業者の方が最低見積業者ということ

で契約を行っております。ここ数年で丸岡公園の管理委託料、増額、増額という形

になっておりますけれども、貴重な財源を投入しての管理委託となっておりますの

で、村のシンボルでもあります丸岡公園の景観等の維持管理に努めながら、多くの

皆様にご利用いただけるように維持管理に努めていきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 昨年の管理された業者の方は、人吉市のほうに下請けされたと

いうことを聞きましたが発注者はご存じだったんですか。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、お答えいたします。 

下請けに出されたかという直接のお話は私たちも聞いておりませんけれども、繁

忙期におきましては、どなたかお手伝いに使われたのではないかなというふうに考

えております。 

今年度につきましては、先ほど説明をし忘れましたけれども、すべての業務にお

きまして、年間の業務内容の年次計画を出していただきながら安全対策等、努めな

がら、伐採等の業務を行っていただくというふうにしております。以上でございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 山江村の例規集にですね、４４３００ページ第１０編、建設の

中に、公共工事関係業務委託契約約款の中にありますけど、第７条、一括再委託等

の禁止と、業務の禁止とあります。受託者は、業務の全部を生かして、主たる部分

を第三者に委託、委任し請け負わせてはならないと。３のほうに「委託者の承諾を

得なければならない」とありますので、くれぐれもですね、その辺のことを委託者

の方も確認をしていただきたいと思います。そしてまた、この工種の施工管理につ

いては、施工完了後、確認検査等を行われると思うんですけど、どのように確認さ

れますか。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） 施工の管理内容につきましてですけれども、作業が終

わったあとに、作業の着手前に事業者のほうから、いついつから作業しますという
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ことの連絡を受けております。それが終わったあとに、いついつ終わりましたとい

うことで写真等の提出もいただいておりますので、担当者と私、現場に行ってです

ね、写真と、また現場で現地で確認を行いながら維持管理が努めているとともに、

指摘事項がありましたら、その都度、委託業者のほうに指示をするということで行

っております。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ７００万円も管理していただくので、すばらしい丸岡公園にな

るように期待したいと思っております。 

以上で丸岡公園は、終わりたいと思います。 

次の質問に入ります。 

通学路の安全についての質問でございますけど、現在、合戦峰、長ヶ峰の子ども

たちは山田小まで県道相良人吉線を通学しているわけでございますけど、特に、合

戦峰から長ヶ峰地区の歩道には隣接する竹林等がありまして、枯れ竹もあり、通学

路として大変危険な通学路だと思います。先般、回覧にて道路上に生えだしている

樹木、竹林伐採のお願いが出ていますけど、特にですね、樹木の倒木等が原因で歩

行者、自動車等に損害が発生した場合、被害者から樹木所有者の「管理責任を問わ

れる場合があります」とあります。この辺をやっぱり十分に村民の方には指導をし

ていかれるようお願いしたいと思いますけど、回覧を出したあとに、その効果はど

のようにあったか、また今後どのような対策をされるか、ちょっとお尋ねをしま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君）それでは、議員ご質問のことについてお答えいたします。 

議員申されましたように、県道相良人吉線、これは県が道路管理者ということ

で、通学路に限らず県道の全路線を点検・修繕箇所等の補修など、維持管理を行っ

ている路線でございます。この県道相良人吉線におきましては、以前、平成２６年

度でございましたけれども、枯れた竹材が路面に倒れまして、乗用車が破損、物損

事故を起こす事例が発生しております。その際、県は道路に隣接する山林等の所有

者への適切な維持管理をするように個別に相談と指導を行った経緯もございます。

さらに今年もですけれども、その時にも村内全戸に路上にはり出している樹木、竹

材伐採のお願いということで、全戸に回覧配布をし、村民に周知をしたところでご

ざいまして、議員申されましたように、今年も村民へ回覧し周知をしているところ

でございます。 

基本的に隣接する樹木や竹材等は、基本的には土地を所有する地権者の方が管理

を行うということで伐採剪定などは、道路に支障のないように維持管理を行ってい
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ただくことになっております。効果ということでございますけれども、現在、村政

懇談会も各地区いっておりますけれども、その際にも村道と県道等の被り木、支障

木の伐採等をお願いできないかということもありますけれども、その際、言ってい

ますのも基本的に所有者の方が維持管理、剪定伐採をするのが基本でございます。

とは言っております。しかしながら、交通安全上、本当に危険であるというときに

は現場を確認し、県道であれば県のほうに、村道であれば建設課がその時に緊急な

対応をしているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） そのような場所の所有者の方も高齢者の方もおられると思いま

すけど、自分でですね、伐採を行うことが多分困難な方もおられると思います。そ

こで村の指導も、やっぱり大切であると思いますが、例えば、村が少し助成をして

とか業者にお願いするとかできないものかと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君）それでは、議員のご質問にお答えしますけれど、助成金とい

うことまでは考えておりませんけれども、先ほど申しましたけれども、本当に道路

に支障がある、交通安全上問題があるということでは、建設課のほうも維持管理と

して委託料を計上しております。その中から優先順位をつけまして、村のほうで伐

採、もしくは関係業者に外注、委託をということで対応をしていきたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 平成２６年度に物損事故が発生したとありますけれども、子ど

もたちの通学路であります。子どもにいきなり倒れて怪我をされたときですね、大

事故にならないよう、やっぱり考えていただきたいと思いますけど、今後村内にお

いて、こういう状況、各地区でやっぱりあると思います。道路を維持管理する県の

ほうは伐採するまでは経費がないと思います。安全な通学路確保のために村のほう

で、そういう危険な箇所は伐採等をしていただければと思っております。 

次の質問に入りたいと思います。 

学校における防災教育について、２点お伺いしたいと思います。 

文部科学省は、学校における防災教育に対して防災教育年間教育計画例や、具体

的な事業展開例を示し、各学校において学校や地域の実情を踏まえた防災教育が展

開されることが好ましいとしております。 

そこで１点目、本村における各学校の防災教育の取り組み状況について。 

２点目は、地震や災害は、いつどんな場所で発生するかわかりません。東日本大

震災で石巻市の小学校では、児童数の７割が尊い命を落としました。犠牲者を出さ
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ないために準備していくことは何か。そして、いかに行動すればよいが様々な検証

がなされる中で、特に子どもたちの命を守る防災教育は不可欠であります。そこ

で、自分の命を守るという防災の基本姿勢の教育に小中学校で取り組むことが重要

であると思いますが、教育長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

まず１点目でございますけれども、防災教育の取り組みでございますが、防災教

育におきましては、平成２３年の東日本大震災、それから平成２８年の熊本地震発

生後でございますが、その重要性が非常に強く叫ばれるようになっております。特

に熊本地震発生後は、より身近な問題となりまして、熊本県教育委員会におきまし

てもですね、熊本地震の教訓を生かしました防災教育を推進するということで、コ

ミュニティスクールですね、この導入に特に高校のほうには、全学校に導入を今年

からしております。その災害対応の危機向上に向けた取り組みということで、そう

いうコミュニティスクールを導入して取り組んでいるところでございます。 

本村におきましても、小学校２校、それから中学校１校あるわけでございますけ

れども、各学校につきましては、熊本地震を受けまして、以前から防災計画という

のはあったんですけれども、今度地震が起きまして、さらにそれを強化して再度見

直しを行いまして、地震、それから火災、それから風水害ですね、そういう非常災

害時の発生に備えた防災計画を立てております。 

そして、児童生徒の命を守ることを第一ということで捉えまして、日ごろから防

災マニュアルに沿いました訓練等を随時、大体年３回程度各学校で行っているとこ

ろでございます。 

さらに、子どもたちは村が行いますシェイクアウト訓練であったり、地域で行わ

れます防災訓練ですね、それにも参加をいたしまして、災害における自分の身の守

り方等につきましても、具体的な行動を学んでいるところでございます。 

それから、学校におきましては、職員の校務文書の中に防災主任というのを位置

付けるということでございます。これは県のほうからの指導があっておりまして、

各学校位置づけております。その児童生徒への防災教育の周知徹底ですね、それか

ら交通安全も含めまして、通学路の危険箇所等、それから非常時におきます児童生

徒の安全確保を第一として優先行動の実践に取り組んでいるところでございます。 

それから、保護者ともやっぱり連携が必要だと考えておりますので、災害時の家

庭での対応、それから通学途中で災害等が起きる場合もございますので、そういう

対応等の徹底ですね、それから携帯一斉メールを活用いたしました災害時の対応、

それから児童生徒の引き渡し等につきましても、マニュアル化を図りまして、訓練
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を実施するところでございます。 

さらに、平成２５年度に取り入れております山江村コミュニティスクールの組織

の中に、昨年度から防災コミュニティというのをつくりまして、新たに組織いたし

まして、学校が避難所になった場合の地域とのつなぎ、それから避難所運営です

ね、そういうものの支援をしていただけるようにお願いをしているというところで

ございます。災害はいつ起こるかわかりません。教育委員会といたしましても、日

ごろから各学校と連携を図りながら、防災教育につきましては、しっかりと取り組

んで、児童生徒の命を守ること、これが最優先でございますので、これを最優先し

た防災教育の推進に更に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 

続きまして、２点目でございますが、この防災教育の基本につきましては、先ほ

ど議員が申されたとおりでございます。児童生徒が自分の命を守ること、これが基

本理念ということでございます。そういう捉え方をしております。それで児童生徒

が自らの命を守るために、主体的に行動する態度を育成するように、学校の教育活

動全体を通しまして、系統的、計画的に取り組むことが大切であると思っておりま

す。教育委員会では、防災のみにかかわりませず、すべての教育活動において命を

大切にするということを最優先した教育を行っているところでございます。 

また、家庭・地域との連携も大切だろうということで、今年度ですね、「親子の

ふれあいで育て命を守る１０カ条」というのを作成いたしました。そして、それを

学校を通じまして各家庭に配付して、家庭とともに子どもたちの命を一緒に守って

いきましょうというような呼びかけを行っているところでございます。 

今後も自分の命を守ることを前提としいたしました防災教育に取り組んでいきた

いと思っておりますし、地震・風水害等に伴います危険、そういうのを自分で予知

して自らの安全を確保するための行動ができるように、教育委員会といたしまして

も、学校としっかり連携を図りながらですね、取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 災害は、いつ起きるかわからない状況でございます。今年も梅

雨を間近にして、村内または全国においてですね、災害がないことを祈る所存でご

ざいます。 

最後の質問に入りたいと思います。 

消防団についてでございますけど、消防団はですね、郷土愛の精神に基づいて有

志により組織されている市町村の機関であり、その団員は日常それぞれの職業を持

ちながら、その地域に密着し、住民の安全・安心を守るという重要な役割を担い、

火災や災害発生時に現場に駆けつけ消防活動、救助活動を行う非常勤特別職の地方
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公務員であります。しかし、近年高齢化が進み、若い人たちが村内にいないのが現

状であります。 

そこで、１点目、当村の団員数、また各分団の団員数、２点目が分団長の最長年

齢について伺いたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 消防団についてのご質問でございます。 

まず、立道議員におかれましては、本年３月まで１２年の長きにわたり山江村消

防団副団長としてご尽力を賜り、本村の消防行政の発展にご貢献いただき感謝申し

上げます。さて、本村消防団の団員数でありますが、全団員数は２０１名でござい

ます。条例定数が２００名でございますので、現在１名超過の状態でございます。 

内訳につきましては、基本団員１５８名、機能別消防団員４３名でございます。

また、分団ごとの団員数は１分団２６名、２分団３５名、３分団１４名、４分団１

５名、５分団２４名、６分団５名、７分団１２名、８分団５名、本部２２名となっ

ております。 

それから、２点目の分団長の最長年齢でございますけれども、３０年４月１日現

在では６６歳でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ただいま課長から答弁がありましたが、機能別が４３名という

ことで、本当は基本団員が２００名いるのが本当ではありますけれども、機能別団

員という組織をつくることで、なんとか定員の２００名を超えている状況でござい

ますけど、６分団、８分団が５名ということで、先のポンプ操法大会にも不参加、

これは７分団も不参加だったんですけど、また出初め式においてはですね、通常点

検も６分団、８分団と合同で出場するということで、実際単独では活動できない状

況であります。どのように考えているか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 少ない分団員のところがございます。団員の確保につきま

しては、各分団大変苦労をされておりますのが現状です。６分団につきましては、

昨年度４名でございましたので、本年度１名団員を確保されまして５名となってお

ります。このように少ない団員につきましては、先ほど申されましたように、出初

め式では、６、８分団が合同チームで、それから先日開催いたしました操法大会は

６、７、８分団が出場できないという状況になっております。 

また、年末警戒につきましても、団員が少ないところは、交代要員がおりません

ので、毎日勤務しなければならない状態でございまして、団員の負担が大変大きく

なっているのが現状でございます。こういう状態は、やはり各分団のいろいろな考
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えがございますので、これから検討していかなければならないとは思っておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） まさしくそのとおりでございます。いよいよですね、この分団

の編成を考えていく時期がきていると思いますが、村の行政、執行部はどのように

考えているか、村長が答弁されたほうがいいですかね、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 消防団の新たな編成ということになろうかと思います。総務課

長が答えましたとおり、６分団５名、それから８分団が５名、７分団は１２名、合

わせても２分団の３５名に達しないというような状況でありますから、再編をどう

するかということが求められているんだろうとは思います。 

ただ、この問題、実は平成１７年ごろだったと、今からもう、数えること十三、

四年前ですが、大川内１６戸の村政懇談会・座談会に行きました折に「消防団の再

編を考えてくれ」というような意見が出まして、当然、その旨団長に申し上げなが

ら再編の検討をしたという経緯はあります。ただし、なかなか下流の分団がです

ね、上流の分団の面倒をみるということになると、今でも少ない人数がさらに倍以

上の大きな面積を面倒見なくちゃいけないというような事情もあるんだというよう

な意見も聞こえてきまして、なかなか再編に踏み切れないというのが現状でござい

ます。ただ、そうも言っておられませんし、もう１点は今は若い人は、ほとんど昼

間は仕事にいて、地域のほうにおられませんので、その付近の実態も踏まえてです

ね、今後のあり方、常備消防のあり方も考えていかなくちゃいけないんじゃなかろ

うかということを思っております。 

今日、議会で改めて質問を受けました。実情は長い間ですね、副団長をされてき

ましたので、おわかりかと思いますが、その旨消防団の団長、副団長に申し添えな

がら消防幹部会でも、この話は議論を詰めていきたいと思っているところでありま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 村長が言われるとおりでございますけど、ひとつの例えば例と

いうか、万江地区がですね、４分団、７分団、８分団、そして山田地区、３分団と

６分団、その辺の編成もですね、やはり万江地区は万江地区でということも考えて

いただければと思っております。そうしないと７分団がですね、やはりですね、山

間部には大変だという声があがっておりますので、万江地区は一つの分団にするの

も一つの考えではないかと思っております。あと３分団はですね、尾崎地区、何と

かできないかなという考えもしております。 
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とにかく団員が少なくて、今後、機能別団員もですね、やはり活動する場がない

ので、いろいろ訓練あたりにもですね、機能別団員も参加していただいて、そうい

う先ほど村長が言われましたとおり、若者は村外に仕事に行っている、機能別団員

のそういうＯＢの方がですね、やっぱり地元に残っておられたら救急の場合は対応

できるような、そういう組織づくりも必要ではないかと思っております。 

以上で一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、２番議員、横谷巡議員より、１、公共施設の現状と活用

について、２、森林・林業を守る施策の実現についての通告が出ております。 

横谷巡議員の質問を許します。２番、横谷巡議員。 

 

横谷 巡君の一般質問 

 

○２番（横谷 巡君） ２番議員の横谷巡です。梅雨に入りました。大きな災害が発生

しないことを願っています。 

万江川の吐合砂防ダムに大量の土砂が堆積、昨年の豪雨で付近の県道法面が一部

洗掘崩壊し、幅員が狭くなり危険な状況でした。今年大雨が降れば県道が大きく崩

壊し、あの地区から上流の住民の通行に迷惑がかかるかなと心配をしていました。

しかし、早急に県と掛け合いいただき梅雨前には無事工事が竣工をいたします。素

早い対応に感謝をいたします。 

それでは、議長のお許しをいただきましたので、一般質問に入ります。質問事項

の１点目、公共施設の現状と活用についてであります。 

国、総務省は、平成２６年４月、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視

点をもって更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽

減、平準化し、公共施設等の最適な配置の実現を推進するため、公共施設等総合管

理計画の策定を市町村に要請しました。本村においても、平成２９年４月に策定さ

れたところであります。 

そこで、本村の公共施設等総合管理計画の指針、大まかな指針についてお伺いし

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 山江村公共施設等総合管理計画についてでございます。 

まず最初に計画の概要でございます。この公共施設等総合管理計画は、先ほど申

されましたように、本村の財政負担を軽減、平準化し、現有する公共施設等の適切

な配置を実現するために長期的な視点に立ちまして、公共施設の更新、統廃合、長

寿命化を計画したものでございまして、平成２９年３月に策定いたしております。
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この計画で、公共施設とは村が所有いたします建築物、その他工作物でございまし

て、具体的には建物等の箱物と呼ばれるもの、道路橋梁等の土木構築物、上下水道

などの公営企業施設等を対象といたしております。その施設でございますが、計画

時点では、まず建築物につきましては、役場庁舎、学校や体育館、保育園、資料

館、休憩施設や物産館、保健福祉センター、公営住宅、公園施設、上下水道施設な

どの１３９の施設がございます。 

また、道路につきましては、村道、農道、林道など総延長１５万３０７ｍ、約１

５０キロでございます。橋梁が８３本で総延長が１,３２８ｍ、簡易水道の導水

管、送水管、排水管の総延長４万２,７２２ｍ、農業集落排水施設の下水道管の総

延長が４万２,１６９ｍなどが公共施設等で把握している状況でございます。この

施設の今後４０年間における公共施設等の更新にかかる費用を更新単価で算出いた

しております。建築物、箱物施設で約１８３億円、道路などの更新費用が１５５億

円、簡易水道の更新費用が４５億円強でございます。 

農業集落排水施設の更新費用になりますと、５３億から４億円近いお金がかかる

という試算もいたしております。 

本総合管理計画の指針でございますが、以上申し上げましたように、現在の公共

施設が更新時期を迎える４０年間では膨大な費用がかかることになります。このこ

とから、基本的には財政を勘案しながら、施設の長寿命化、老朽化施設の改修更新

を計画的かつ効果的に行うことが必要でございます。また、老朽化して更新しても

効率的な活用が望めないものにつきましては、統合や廃止することも選択しなくて

はならないと考えております。 

また、公共施設の総量をですね、削減することも必要であると考えております。

以上が公共施設に対する指針でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ただいま説明いただきました。ここ数十年で膨大な財政、お金

が必要になっていきます。そういったことで、数多くある公共施設のインフラ資

産、この将来の老朽化や利用状況、それに関わる更新費用と投資的経費を明らかに

して、将来の財政運営を行う上での検討課題の参考にしていく計画であろうという

ふうに思います。そこで、数多くある施設の中で、次の６つの公共施設の現状と今

後の見通しについて伺います。 

尾寄崎キャンプ場、旧大川内小学校施設、旧尾崎小学校施設、自然休養村管理セ

ンター、古代の杜公園、長期滞在施設「ほたるの荘」について、それぞれ説明をお

願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 
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○企画調整課長（松尾充章君） それでは横谷議員のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

当課のほうで管理している施設は、尾寄崎キャンプ場、自然休養村管理センタ

ー、ほたるの荘の３施設でございますので、その施設について、現状と今後の見通

しについてお答えをさせていただきます。 

まず、尾寄崎キャンプ場についてですけれども、キャンプ場の今後のあり方につ

きましては、昨年の一般質問でも議員のほうからご質問があっております。地元の

方、施設を管理されている方とのお話合いをしてはおりますけれども、なかなか結

論が出ないというのが現状でございます。 

また、先月開催されました尾寄崎キャンプ場がある施設、第１５区の村政懇談会

の中でも、地元の方からも「キャンプ場の今後について」ということでご質問があ

りましたので、「地元の方とのお話合いの場を設ける」というふうに回答しており

ます。区長さんのほうにもですね、その旨をお話したところを尾寄崎地区の地元の

方と、まずお話合いをしてくださいということでございましたし、施設を管理され

ている方とは３月末には施設の水源の水が調達できないということで、山腹中旬ま

で行ってですね、担当者と私と管理されている方と一緒に行って、水の確保をです

ね、復旧作業を行ったり、また先月末にはですね、ヤマメの養殖もされておられま

すので、そちらのほうに行った際にも、このキャンプ場のあり方については、お話

をさせていただいているところでございます。 

次に、自然休養村管理センターについてです。 

この管理センターにつきましても、建築後もう３０数年、約４０年近くが経過を

しております。その間、水道施設やトイレの補修、外壁工事等を実施しながら施設

維持を行っております。現在では、万江コミュニティセンターが建設されたことも

ありまして、万江小学校の体育館として利用が多ございます。また、夜間につきま

しては、地元の方のビーチバレー等の練習、健康増進のためのスポーツ活動などが

行われておりまして、また健康福祉課のほうでは料理教室にも使用されているとい

うことでございます。こちらも建築をですね、相当数の年月が経ってるため、今後

ですね、センターのあり方について検討する必要性があるかもしれませんけれど

も、現時点で当課のほうでですね、具体的な案や方向性はないということでござい

ます。 

最後に、山江村多目的交流施設ほたるの荘についてです。 

この施設は、都市と農村の交流を促進する交流拠点として、また地域活性化の推

進を図るために３棟整備されております。平成１９年度に整備されております。当

初はですね、入居の際に抽選をするほどの人気もございましたが、現在、平成２７
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年６月を最後にですね、入居者がいない状況が続いているということでございま

す。家賃を下げるとかですね、借用期間を短くするといった方法も考えておりまし

たけれども、いろいろな方からのご提案、また移住定住促進委員会の中の発言や地

域住民の方からのご意見等を参考にさせていただきながら、用途の変更ができない

かと、いわゆる現在の二地域居住施設的な意味あいではなくてですね、村が買い取

りまして、分譲地として売却するとか、村営住宅化できないだろうかということを

模索をしております。今、取り掛かっておりますのは、この施設が国の補助金を受

けて整備をしていることもありですね、県を通じて国のほうには補助金等の返還等

の手続きをしながら用途の変更ができないだろうかというような問い合わせを行っ

ているところであります。このようなことが実現可能になりまして、また議会議員

の皆さんの承認をいただければ、村有施設の新たな有効活用にもつながると思いま

すし、また、本村で重要課題となっております移住定住対策にもつながるのではな

いかということを考えております。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、教育委員会からは、旧大川内小学校施設、旧尾

崎小学校施設、それから古代の杜公園についてのご質問にお答えいたします。 

まず、大川内小学校につきましては、昭和３０年頃、校舎が新築移転されまし

て、同３８年に分校から本校となり、地域の子どもたちが勉強にスポーツに励んで

おりました。しかしながら、昭和６３年度から城内小学校、屋形小学校、大川内小

学校、山田小学校尾寄崎分校が統合いたしまして、城内小学校跡地に万江小学校が

開校され、大川内小学校は廃校となったところでございます。 

この跡地につきましては、現在は第１６区の公民館として活用されておりまし

て、地区での集会や一学１スポーツ、それから出前福祉などの福祉関連事業など、

地域の方々が気軽に集う場、それから地域や技術を学ぶ場、様々な機関や団体間の

ネットワーク形成の場など、地域住民のための活動の拠点施設として中心的な役割

を果たしているところでございます。 

また、平成２８年度は一部施設を解体いたしまして、その跡地に白嶽神社の本殿

を地域の住民で移転されまして、今日まで大切に守っておられるところでございま

す。 

それから一方、尾崎小学校につきましては、昭和３６年頃から昭和４０年頃にか

けまして、校舎、職員住宅、集会室などの建設が行われまして、大川内と同様です

ね、地域の子どもたちが勉学に励んでおられました。しかしながら、昭和５０年に

ですね、山田小学校と統合されまして、尾崎小学校は廃校となり、それから同時に

スクールバスが運行開始となったところでございます。同５１年には、山田小学校
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につきましては、現中央グラウンドにございましたけれども、現在の章鹿倉に移転

されまして、現在に至っているというような状況でございます。 

この尾崎小学校の跡地につきましても、第１２区の公民館として活用されており

まして、地域の方々が集い、そして学び、交流を深めるなどのやはり地域住民の活

動の拠点として現在に至っております。両施設とも廃校後、地域住民からの要望等

もございまして、途中改修工事等は行っておりますが、年数の経過に伴いまして、

老朽化が進んでいきますし、また両地区とも高齢化率が５０％を超えておりますの

で、高齢化が進んでいる地域でございます。今後はですね、この地域の特色を生か

した施設の活用が必要になってくるのではないかと、今考えているところでござい

ます。 

それから、最後に古代の杜公園につきましてですけれども、平成２３年７月に駐

車場及び公衆トイレを整備いたしまして、同年１０月に施設の名称を古代の杜公園

として、地元西川内地区の西川内老人会に清掃管理を委託し、現在行っておりま

す。また、この施設付近を流れる西川内川の支流に埋没しておりますメタセコイ

ヤ、この化石につきましては、平成５年８月の大雨の際に同地区の住民により発見

されまして、この地域が湖だった時の約１５０万年前に埋没したと言われておりま

して、同地区周辺にはメタセコイヤの湿地林が形成され、極めて貴重な化石林であ

ることがわかりまして、学術的に希少価値は極めて高いとされているところでござ

います。この化石につきましては、天然記念物、樹幹化石メタセコイヤ群として、

村の指定文化財にも指定しているところでございます。 

この公園につきましては、森林や田園地帯、古い町並みなど、ありのまま風景を

楽しみながら歩くフットパスの山田つつじヶ丘コースのチェックポイントにも含ま

れてございまして、この一帯につきましては、申し上げましたメタセコイヤの化

石、それから石像、眼鏡橋の森下橋などがございまして、村内外の方々に歴史的文

化財や豊かな自然に触れていただいているところでございます。 

今後につきましては、観光交流事業など、タイアップしてですね、この古代の杜

公園をはめ、村内に点在する貴重な文化財の活用策を検討していく必要があると考

えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ただいま、それぞれの施設の現状と見通しについて説明をいた

だきました。それぞれの施設に対する利用需要の変化、老朽化による維持管理費の

増大、村民ニーズへの適切な対応、やがてやってくる更新等の多額な費用の捻出な

ど課題があります。これから、この公共施設の活用をどのように図っていくのか、

このままにしておくのか、用途変更して活用するのか、廃止するかになってまいり
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ます。 

そこで、これら施設の活用のあり方について提言を含め伺ってまいります。 

まず、尾寄崎キャンプ場でありますが、説明のとおり万江地区の小学校が統合し

た時、跡地、地域の活性化を図るため、本村唯一のキャンプ場としてオープンしま

した。夏場には子ども連れ等を中心ににぎわってきましたが、施設の老朽化が進

み、また飲料水の確保に問題があり、現在は立入禁止で中止の状態になっていま

す。施設の存続、廃止等、決断の時期にきているわけですが、人は減り、集落の存

続が危ぶまれる中、山間地域に交流人口が増えることによって、地域が元気にな

り、山間地特有の緑と清流の自然環境を生かしたキャンプ場として創生すれば十分

に利用価値があるのではないかと考えます。 

村の方針、地域の意向等も踏まえて、これから本村の山間部の地域創生を図るバ

ロメーターにもなります。山村の活性化を図る唯一のキャンプ場として、私は活か

していただくことを希望します。 

次に、旧大川内小学校と旧尾崎小学校の施設でありますが、今非常に福祉関係、

介護関係の要望が強うございます。入りたくても入れないと。これを小規模多機能

型施設などの介護福祉施設として用途変更、活用できないかということでありま

す。先例地においては、空き家を福祉施設として地域資源として活用しているとこ

ろもあります。本村においても、いよいよ３人に１人が高齢者になってまいりまし

た。この高齢化率から考えても、今後、社会の問題となっている介護を必要とする

人、利用する人は多くなると思います。利用者に負担のない、少ない低廉な料金で

入ることのできる介護福祉施設がつくられたならば、介護問題に悩む利用者にとっ

ても大きな利便性があると考えます。民間の業者を参加させる、そういった設立も

視野に入れ、できれば村立の施設がベターだと思いますが、ご承知のとおり、福祉

関連施設には、いろいろな縛りがあります。その縛りの所管の壁を越えた自由な独

自な発想での介護福祉施設の実現はできないものか、実現性も含めて伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

公共施設を活用した高齢者等の介護福祉施設についてでございますが、今回の第

７期介護保険計画では、３７年、２０２５年までは高齢者人口は緩やかに上昇して

いく予測であり、本計画期間内においては、新たな介護福祉施設等の基盤整備は行

わない方針としております。しかしながら、状況は常に変化するものであり、第８

期計画にも反映していく必要があるため、毎年度介護サービスの需要量等を検証し

ながら、介護福祉施設等の基盤整備についても検討をしていかなければならないと
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考えております。 

ご提案のありました尾寄崎キャンプ場、旧大川内、尾崎小学校の施設につきまし

ては、現在の地域の方が公民館等として利用されているところもありますので、今

活用されている地域の方との協議も必要でございますし、いろいろ福祉施設につき

ましては、先ほどありましたとおり、縛りがあるというところで、そういったとこ

ろをいろいろな角度から検討しながら、今ある公共施設等の利活用について検討さ

せていただければと考えております。以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 施設の活用については、いろいろ独自の切り込みをしないと、

なかなか用途変更は難しい問題でもあります。今介護の問題は大きな社会問題にな

っています。やはり低所得、要介護の高齢者が安心して暮らすことのできる施設が

あれば、本人も家族も助かると思います。利用者の需要はあると思いますので、十

分なる検討方を願いしたいと思います。 

次に、自然休養村管理センターと、古代の杜公園の活用についてであります。 

どちらの施設も施設の利用者は少なく、これからどのようにこれを利活用する

か、その対策が課題だと思います。今、公園や室内において中高年、高齢者が楽し

みながら運動ができる健康遊具の設置が全国的に今増えてきています。取り組んで

おられます。筋力アップなど、健康づくりによる体力維持や老化防止に役立てるの

が狙いです。本村においても高齢化が進み、運動に対する関心の高まりから、健康

長寿を進めていく中で、このあまり利用できない一つの施設を一つの模範例とし

て、いつでも手軽に運動ができる健康遊具の設置を図り、健康づくりを進める考え

はないか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいま、ご質問のありました自然休養村管理セン

ター並びに古代の杜公園への健康遊具の設置についてでありますが、健康遊具の設

置につきましては、気軽に健康づくりや運動機能の維持、介護予防に取り組んでい

ただけるということで、大変有効であると考えております。 

いろいろな器具がネットでも見れるようでございますが、まず安全面というとこ

ろも必要ではないかと思いますので、そうした安全面も考慮しながら、また各公共

施設の現在の利用目的のための設備確保もありますので、空きスペース等が活用で

きるのかどうか、地域の方々のご意見も伺いながら検討させていただきたいと考え

ております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） この利用が少ない施設を高齢者福祉の健康づくりを有効活用す
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るということは、やっぱり施設の活性化につながると思います。自然休養村管理セ

ンターも、今は主に万江小学校の体育の授業に使っていますし、古代の杜は本当に

駐車場、教育課長が言ったように、メタセコイヤ樹幹化石群は、貴重な文化財とし

て保全していく活用することが必要ですけれども、駐車場とか、ああいったスペー

スが広うございます。ここに住民が運動しながら活用できる健康器具あたりを入れ

ると非常にうまいようにマッチングしていくかなという思いがあります。ぜひ検討

方をお願いしたいと思います。 

次に、長期滞在施設ほたるの荘の活用であります。 

社会ニーズの変化からか、昨年から入居者がなく、空き家状態になっています。

本村の持つ自然環境と万江川の清流を生かした長期滞在施設が空き家とは寂しい限

りです。家賃収入は入らず、維持管理費はかさみます。施設の利用の縛りや利用需

要の変化に対応して補助金を返し、用途変更してみてはどうかと私は思います。 

村営住宅や定住移住促進施策への活用も考えられますでしょうし、自活できる独

り暮らし高齢者を３人から４人１組として、共同生活ができる山江型シェアハウス

としてモデル的に活用してみる考えはないかということです。 

実は、都会におられる人が本村に高齢者を１人残していると、気が気でならない

と、でも、どうにか自分のことはできるから何人か健康な人が、気が合う人が集ま

って暮らすことができるシェアハウスは山江はなかっかなということを聞かれまし

た。その時に、ああ待てよて、用途変更してもしこれができたならば、山江独自の

高齢者向きのシェアハウスができるんじゃないかなという思いから提言としてです

ね、そういうシェアハウスあたりに活用すると活きてくるなという思いからの提言

であります。 

公共施設の用途変更は難しい課題でもありますが、公共施設等総合管理計画の本

旨からすると、将来の施設の維持管理費と活用を見据え、その現実を直視し、施設

の新たな利活用を本気でやるという判断実行も活性化につながる施策として大事な

ことだと思います。今６つの施設だけについてお聞きし提言をしましたが、村長の

お考えをお聞かせ願えればというふうに思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） うけたまわりましたご提言、しっかり受け止めさせてもらいな

がらですね、来年度、山江村の総合計画、いわゆる１０年間に向けた基本構想と基

本計画をつくるということになっておりますので、そのことも含めて検討させてい

ただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 次に、質問事項の２点目に入ります。 
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森林・林業を守る施策の実現についてであります。林業経営の生産に欠かすこと

のできない作業道の通行規制の解除について協力要請等ができないかについての質

問であります。 

万江字今村及び付近の広大な面積の山林を取得、購入された村外地主の方が、山

林内を通る補助事業で開設された作業道の通行を規制され、地区の山林共有者の方

々は約２カ月間、いまだに通行できず困窮されています。地区の方々は、本来林業

に携わることを生業とされ、作業道開設の負担金も負担され、お互い様という共通

理解のルールのもとに通行利用されてきました。急ぐ山仕事や特用林産物の手入

れ、収穫、木材生産など山村での生活、暮らしの糧として作業道の通行は欠かせな

いものです。 

そこで、山林を購入された村外地主の方は、万江地区に水工場を経営されている

水都との関係者であり、水を育む森林の環境づくりには還元したいとの強い思いを

お持ちの方です。通行規制の解除について、行政のほうで協力の要請、もしくは指

導はできないか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えいたします。 

この件につきましては、村民の方からも相談を受けております。そしてですね、

直接村民の方にお会いして事情を聞いております。先ほど議員が申されましたとお

り補助事業で開設された作業道でもありまして、受益者も負担金を出して開設がさ

れております。このような作業道はですね、受益者全員が通行できる権利があると

いうふうにも思っております。 

よって、今回の件につきましては、行政側からも地元が通行できますように協力

要請を行いました。所有者もですね、その山林を買われた所有者も通行規制をする

という意思は全くありませんで、様々な事情によりまして、今回のような経緯に至

ったということであります。今後、作業道に鎖をしてありますけれども合い鍵をつ

くられて地元に近々渡されるというふうに聞いておりますので、受益者の方も了解

をしていただいているというところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ぜひ、そのようにしていただきたいと思います。確かですね、

山菜の盗掘や山林の伐採事件がありましたから、やはり、そういう面から管理を厳

重にするために全面的に鍵をかけられたかもしれませんけれども、やはり、うちの

村にはうちの村の共有林としての習わしというか、お互い様というか、そういうル

ールのもとに道をつくり、山仕事に行かれた経過がありますから、そういう点を十

分に理解していただいてですね、やはり円滑な山林経営ができるようにお願いした
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いと思います。 

そういったことで、今回は村も、この山についてはですね、競売物件に参加した

わけですけれども、今後一定規模の面積の山林売買が出てきたとき、やはり村外地

主とか、あるいは外国資本あたりが入ってくるかもしれません。それを阻止するた

め、そういうある程度大きな山が売買に出たときに、村有林として購入する考えは

ないか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えをいたします。 

山林売買が出たときに村有林として購入する考えはないかということでございま

す。村有林として購入いたします基準を村としても設けております。民有林購入事

業に係る運用基準というのがございます。この内容としましては、どういう時が山

林購入を考えるかということでございます。まずは、連担する面積が５ヘクタール

以上のもの、そして、村有林と隣接しているもの、それから水源かん養機能など公

的な機能を十分に果たし得るもの等でございます。公的機能を有していることが条

件ということでございます。 

本村の山林は、やはり村民の方が所有することが適切でありますし、また村有林

は、村民の方々の財産でもございますので、土砂流出防止、水源かん養及び経済林

として適正に管理すべきであるというふうには認識をいたしております。山林の売

買につきましては、事後の届け出は義務化をされております。しかし、事前の届け

出は法律では義務化をされていないという状況であります。したがいまして、売買

につきましては、事前に情報が村としてもつかめないというのが、今のところ現状

であります。 

ただ、北海道とか山梨県、宮崎県などはですね、条例として水資源の保全という

観点から売買の事前届け出が義務化をされております。この件につきましても、事

前に届け出が出たら、行政も情報がつかめるということもありますので、これも村

独自で義務化するというのもなかなか難しい問題であるかと思いますけれども、こ

れは県も含めましてですね、管内市町村とも、いろいろ協議をしていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 村有林を増やしていくということは、経済林として、環境林と

しての活用ができ、雇用対策にもつながると思います。新たな林業施策の基盤にな

ると思いますので、もし、そういったある一定規模の大きな山林の売買が出たとき

には、私たち議会としても村民の財産に適しているかどうか、山林等の現地調査を

行ってですね、的確な政策提言をしてまいりたいというふうに思います。 
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次の森林環境税の創設に伴う取り組み状況を伺う通告質問でありますが、これは

平成３１年度から森林環境税創設に伴っての事業対策の質問を行う予定でございま

したが、次の質問者、谷口予志之の通告内容と重複しておりますので、私からの質

問は割愛させていただきます。 

昨今、球磨郡管内、村内のあちこちで、小規模、大規模面積の山林の伐採が見ら

れます。平成２８年５月の森林法改正により、伐採、再造林を行った者は届け出、

その後の状況報告が義務化されました。本村における昨年１年間に伐採申請届があ

った面積と再造林には面積が、これは通告しておりませんけれども、もし課長のほ

うでわかれば教えてください。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 昨年度に提出されました伐採届の件数ということでご

ざいます。これは昨年度は４４件の届け出が出ております。面積にしますと、約２

１ヘクタールということでありまして、これは間伐等も伐採届が必要ですので、再

造林をされる面積は皆伐が対象となるかというふうに思っています。 

この再造林の対象面積は２１ヘクタールのうち１３ヘクタールでありまして、今

から再造林がされるものというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ありがとうございました。あちこちですね、近頃本当に伐採が

増えているようでございます。このことからですね、伐採後の裸になった山への植

林や伐採搬出後、木を切った後の整理整頓、それから排水処理、重機で道を造りま

すから、それが雨が降ったときには川となって流れていきますから、この排水処理

等の環境保全対策をしっかりとやらないと、豪雨、台風による土砂崩れ、河川の洪

水、氾濫など災害発生の要因になります。本村においても、この災害が万江川、山

田川が流れていますから、一番恐ろしい災害ですけれども、本村は９０％近くが山

林であります。この伐採後の環境保全対策は、大変重要であると思っております

が、できれば義務化すべきと考えますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 伐採後の水保全対策の義務化ということでございま

す。伐採届は事前に出てくるということでございまして、その届け出が出てきまし

たら審査をしまして、適合通知書というのを交付して許可をするわけでございま

す。この届け出の中には、伐採して必ず再造林という項目がありますので、そこに

記載がされていない場合は、許可はしないというふうにしております。許可する上

で義務化とまではどうかと思いますけれども、注意事項という形で、伐採後の植林

の徹底を今は周知しているところでございます。 
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今後、この災害防止の環境保全対策につきましても、許可の際に周知徹底をして

いきたいというふうにも思っております。義務化につきましては、本村ばかりでな

く、ほかの市町村も同じ課題でありますので、管内市町村と意見を出し合いなが

ら、検討していきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 山林を多く抱える市町村にとっては、この環境保全対策の義務

化は国土保全上からも大変私は必要だと考えます。これは、ぜひですね、首長会議

とか重要なところで、山を抱えている市町村にとっては、これが一番今から先は土

砂崩れ等、河川氾濫等で大きな災害を起こす要因ですから、今後ですね、この義務

化について要望等を協議していただくか、働き掛けとか、そういうことを願いした

いと思いますが、村長の考えをお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 山林、いわゆる木材を伐採した後の対策というようなことでご

ざいます。おっしゃるとおり、今木材はですね、大変な不況というか、なかなか利

益が上がる産業ではないというようなことで、家の近くの山林を伐採したが払うほ

うが多かったという話はよく聞く話であります。加えて、全伐した後、再造林でき

る能力がある個人というのがですね、なかなか今は難しいんだろうということを思

いますし、できれば間伐等々の中で森をつくっていく、山をつくっていくというよ

うなことを中心に考えていくんだろうということも思っています。 

一つは、森林環境税、あとから質問があるということでありますけれども、交付

されます。その林業再生協議会あたりの組織もつくるということになっております

ので、森林環境税を含めたところでのお金の使い方を再造林について、どのように

考えるかという議論もさせていただきたいと思いますし、義務化というのが果たし

て能力的にできるのかというようなことでもありますけれども、個人の経済活動で

ありますから、ただ、そういう社会問題として大きい問題がのしかかってきている

ということでの大きな課題ということであればですね、言われましたこと、最初は

郡の町村会、人吉・球磨は山林をいっぱい抱えた町村たくさんありますので、ちょ

っと提案していきたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 二つの質問をさせていただきました。一つは公共施設の管理運

営に伴う公共施設等総合管理計画の指針、目的に沿った利活用と財政運営の対策を

しっかりとしていただきたいということ。 

もう一つは、９０％山林を抱える我が村にとって、この森林・山林を守る施策に

ついては、いろいろこういう山の不景気で手放す人が増えてくる。それを守るため
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には、やはり村が中心になって村有林として確保し、経済林、環境林、雇用を生む

山として取得したらどうかという提案。そして、今は木材が安いということから、

利益が上がらないということから、大規模伐採をするわけです。経費を浮かせるた

めに、その切った後を放置していくと大変な、この間、北九州災害があったよう

に、東峰村とか朝倉とか、ああいうふうに大災害が起きる可能性があるから、跡の

対策をしっかりとするように義務化と言いましたけれども、できれば強い縛りでで

すね、ちゃんとした対策が立てられればということを要望申し上げました。 

以上にて、一般質問を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を２時４５分とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３５分 

再開 午後２時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、６番議員、谷口予志之議員より、１、山江村の基幹産業である農林業の振

興についての通告が出ております。 

谷口予志之議員の質問を許します。６番、谷口予志之議員。 

 

谷口予志之君の一般質問 

 

○６番（谷口予志之君） それでは、議長のお許しがありました。６番議員、谷口予志

之より通告書に基づき一般質問を行います。 

今回は、山江村の基幹産業である農林業の振興についてということで通告をして

おります。農業部門、林業部門について、２、３点ずつ質問をします。 

まず、農業について質問します。農業も、これは林業もですけれども、山江村の

みでなく全国的に多くの問題を抱えていると思います。特に深刻なのが従事者の高

齢化と後継者の不足だと思います。 

農業には、食料の生産を行い、社会と経済の安定を担う重要な役割を担っていま

す。山江村では、現に若い農業者も頑張っておられる中、大変失礼な言い方かもし

れませんが、農業は台地や自然を相手にする仕事柄か残念にも若者から見ると、き

つい、汚い、かっこ悪い、林業の場合は、危険だったと思いますけれども、この３
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Ｋといったネガティブな印象を抱き、先ほど述べましたようなことになっているの

ではないかと思います。 

そこで質問しますけれども、この山江村においても農業経営者も高齢化、後継者

不足に伴い減少しているんではないかと思いますが、山江村の農業経営者の実態は

どうなっているか、専業・兼業別に答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えをいたします。 

農業経営の実態ということでありますけれども、２０１５年に行われました農林

業センサスというのがあります。これによりますと、本村の総農家数は３７９戸で

ありまして、そのうち販売されている農家が２５３戸であります。 

この販売農家２５３戸のうち、専業農家は３６戸、それと兼業農家が２１７戸と

いう状況であります。専業農家につきましては、割合にしますと販売農家の１４％

ということであります。熊本県の専業農家の数は約１万４,０００戸でありまし

て、割合で販売農家でしますと３５％、全国で見ますと専業農家数は全国では２９

万４,０００戸でありまして、割合で２２％という状況であります。 

本村の専業農家の割合は、全国、熊本県よりも低い状況でありまして、この統計

から言えますことは、本村は経営規模が小さく、小さい農家が多く、農業だけでは

生計を維持することが困難な農家が多いことが見受けられます。したがいまして、

今後の農業振興を図る上でも、高齢化も進みますことから、農地の集積化及び営農

組織の設立が、今からは重要であることが見受けられるというふうに思っておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） ある資料に、「日本の農業人口の推移」ということが載って

おりましたので、ちょっと見てみたんですけれども、昭和４０年（１９６５年）か

ら平成２７年（２０１５年）を比較してみますと、昭和４０年が農業人口１,１５

０万人、２０１５年が２００万人と絶滅危惧種なみに減少の一途をたどっていると

いう記載がありました。山江村も、これほどではないかと思いますけれども、同じ

ような状況ではないかなというふうに思います。 

今は農業という道を選ばなくとも生活ができ、昔みたいに半強制的に跡を継がな

ければならないというようなことはなくなってきているんではないかと思います。

それに加え、農業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、これからは若い人材をいか

にして確保するかが大きな課題ではないかと思います。 

農業は、ご承知のとおり基本的に収穫物を育て販売することで生計を立てている

のですが、自然が相手ですので、鳥獣、また病害虫、また昨今の異常気象による自
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然災害による被害も大きな懸念事項ではないかと思います。そのような中、山江村

では鳥獣被害防止対策や生産量の増収対策として防護柵の設置や肥料の購入等につ

いて助成金や補助金が支給されております。そのほかにも農業振興のために多くの

助成制度がありますが、その中で担い手対策として、どのような助成金や補助金が

あるのか、その種類と助成金、補助金の該当者の範囲はどうなっているか答弁を求

めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 助成金、補助金の種類と該当者についてということで

ございます。農業振興につきましては、村も独自で様々な支援を行っております。

今回の担い手対策に対します支援ということについて答弁をさせていただきたいと

思います。 

農業の担い手に対します支援策としましては、認定農業者に対しましては、農地

流動化の助成、賃借の助成ですね、それと規模拡大のための機械購入や施設整備の

補助制度があり、資金の融資が優遇されるという制度があります。また、今のは国

の制度でありまして、村単独でもですね、就農支援の助成制度を制定しておりまし

て、農業以外の産業に従事し、村内に就農を希望する方、または農業経営を継承す

る就農後継者、年齢が１８歳から５６歳未満というふうになっております。それ

で、営農開始後１０年以内を対象に、農用地の取得の経費、または農地の賃借料、

それと施設及び機械取得経費、そして免許取得経費、経営改善のための研修の経費

の一部を助成制度を設けております。 

また、農業次世代人材投資事業としまして、経営の不安定な就農初期段階の就農

者に対しまして、就農意欲と就農の喚起と、就農後の定着を図るために、原則４５

歳未満の方を対象に営農開始後、５年間ということですけれども、年間１５０万円

が国からは給付される制度があります。 

以上が担い手に対します支援策であります。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 今、答弁の中で認定農業者と専業で経営される方、また新た

に就農される方につきましては、国・県等の助成に加え、村単独でも助成制度を設

けて支援されており、農業経営の敷居が低くなっているような感じがします。 

先ほど答弁されました販売の家の中で、兼業で農業をされておられる方も２１７

戸というようなことで、確か８６％だったと思うんですけれども、これを占めてい

るようでございます。このような兼業農家等に対する支援策はないのか答弁を求め

たいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 
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○産業振興課長（平山辰也君） 兼業農家に対します支援策ということでございます。 

企業等に勤めていらっしゃって退職されて、就農を希望される方とか、農業経営

を継承する方に対しましては、先ほど申し上げましたが、機械購入費等の一部の助

成制度は設けております。 

この制度は、この村の独自の制度ですけれども、この制度は新規就農者の給付

金、交付対象者に該当しない方も支援する制度で救おうという制度でございます。

耕作面積が小さい小規模な経営者もですけれども、それと兼業農家に対する支援策

は今のところございません。国・県市町村も農業に対しましては、農地集積及び営

農組織の設立を推進しているところでございますので、ご理解のほどをよろしくお

願いしたいと思います。ただ、一農家個人経営、兼業農家に対します支援策としま

しては、今後ですね、農家の方のニーズが高まってきましたら、検討課題とさせて

いただきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 現段階では、そのような一農家とか一個人に対する支援策は

ないというようなことでございます。 

本村の農業は、先ほど答弁いただきましたように、経営規模が小さい農家が多

く、農業だけでは生活ができず、勤めをしながら営農をされているのではないかと

思います。助成金とか補助金だけに頼ることは、あまりよくないことでもあります

けれども、そのような農家に対しても、ある程度の基盤の整備といいますか、そう

いうのが必要な感じがします。答弁では、今後の動向を見ながら検討したいという

ことをでもありますので、検討されることに期待をしたいと思います。 

一応、農業のほうは終わりまして、次に林業関係について質問をしたいと思いま

す。これは先ほどの横谷議員が私のほうに回してくれたといいますか、重複してい

るので省略されて、私のほうにしていただいたんですけれども、この森林環境税の

創設ができるまでには、森林を守るための財源確保というようなことで、林業関係

者や、多くの森林が所在する市町村を中心に森林環境税の創設に向けた運動が長年

展開されてきております。ようやく３１年度からというようなことですけど、実際

は３６年度から課税が開始されるというようなことです。 

一方で、森林現場における諸課題は、早期に対応する必要性から、森林環境譲与

税が、平成３１年４月から運用されますが、この森林環境税の創設の趣旨及び森林

環境譲与税としての運用される予算規模とか、これにより、どのようなことが期待

できるのか答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 森林環境税についてのご質問でございます。森林環境
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税はですね、趣旨といいますか、木材需要率の低下によります木材価格の低迷のた

め、林家の生産意欲の低下及び後継者不足により整備が進んでいない森林の整備を

推進するとともに、人材育成、担い手確保及び木材利用の促進や普及啓発に関する

費用に充てるために創設をされたものでございます。 

東日本大震災を教訓といたしまして、自治体の防災施策に係る財源確保のため

に、今現在、住民税の均等割に対しまして、平成２６年度から１,０００円がアッ

プされていると、引き上げられているということでございます。この引き上げにつ

きましては、平成３５年度まで行われることを考慮しまして、森林環境税は、先ほ

ど議員が申されましたが、平成３６年度から個人に課税されるということでありま

す。税率としましては、年額１,０００円ということであります。つきましては、

課税されますまでの平成３１年度から平成３５年度までは、森林環境譲与税として

譲与されます。 

予算規模につきましてですけれども、国が予定している財源をもとに県の試算に

よりますと、譲与税は平成３１年度から平成３３年度までは各年度ごと、本村の場

合ですけれども８００万円。平成３４年度から平成３５年度までの２年度間は、

１,２００万円でありまして、税として課税されます平成３６年度が１,２００万

円、平成３７年度から平成４０年度までが１,７００万円、平成４１年度から平成

４４年度までは２,２００万円、平成４５年度から先は２,７００万円という試算が

出ております。この創設によりまして、どのようなことが期待できるかということ

でございます。森林にはですね、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防ぐ役割が増

えます。それに加えまして、土砂災害の防止の効果もあります。環境防災面も考慮

しまして、この制度を活用して林家の経費の負担を軽減しまして整備が行われてい

ない、また遅れている森林の整備を推進することも考えられます。林家の経費の負

担も軽減することも考えられます。このことによりまして、林家の生産意欲が生ま

れ、後継者の育成につながればと期待するものでございます。この税の具体的な活

用方法につきましては、今年度立ち上げます山江村林業振興対策委員会というのを

近々立ち上げる予定ですが、この中で森林の整備を推進し、担い手確保を図り、及

び林業所得の向上に向けて、どのような施策が現場として必要なのか、しっかり協

議をしていきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 森林整備とか、いろいろなことができるようなことでござい

ます。この制度を有効に活用して、少しでも山江村の林業が活性化できることを願

うところでございます。 

また、新たに林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るために、市
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町村を介して林業経営の意欲の低い小規模零細な森林所有者の経営を能力のある林

業経営者等に集積、集約化できる森林経営管理法が３１年４月より施行されるとあ

ります。行政主導で行うにあたって、実施体制を整えるため、どのような課題があ

るか答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 森林経営管理法という法律が来年度から施行されると

いうことであります。この法律につきましては、森林所有者にですね、適切な経営

管理を促すために、その責務を明確化するという法律でございます。 

森林所有者自らが経営管理を行うことができない場合には、採算が合う森林につ

きましては、先ほど議員申されました生産意欲と能力のある森林経営者に委ねるこ

ととしまして、採算が合わない森林につきましては、市町村が経営管理を行うとい

うことでございます。既に経営管理が行われている森林は、全体の約３分の１とい

うことでありまして、残りの３分の２が適正に管理が行われていないという森林で

ございます。この３分の２の森林の管理を適正にするための法律でありまして、来

年の４月施行ということでございます。 

課題ということでございますけれども、この法律につきましては、今年の５月２

５日に成立されまして、来年の４月施行という予定でございますので、課題という

課題は、いまだ明確には見えてきていないというところでございますけれども、た

だ、森林所有者の今後森林の管理を委ねるという意向調査は、市町村が行わなけれ

ばならないということでございまして、業務を増大するということでございます。

ですので、この意向の調査の期間を二、三年ぐらい要するんじゃないかなというふ

うにも思っておりまして、自分で今までは管理されている所有者と、この制度によ

りまして管理を委ねる所有者、先ほど申しました３分の１と３分の２の、この所有

者の方の間に差が出ないようにはしなければならないかなというふうには思ってお

ります。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 村主導型で、この制度も大変な労力を要するのではないかと

思います。 

また、平成３１年度から運用が始まる森林環境譲与税、森林経営管理法により、

森林の整備、人材の確保、木材利用促進等について市町村が主になり動き出すわけ

ですけれども、村としてどのような取り組みを計画されるのか答弁を求めたいと思

います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 取り組み計画ということでございますけれども、現在
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考えられる事業につきましては、森林経営管理法に基づく森林所有者の意向調査を

行いまして、それに基づき森林の状況によりまして、県が募集します意欲と能力の

ある林業経営者に村が整備を委託したり、または村が所有者に代わって整備すると

いう業務が出てまいります。森林環境譲与税や森林環境税を活用しまして、年次計

画で間伐等の森林整備をしていく計画をしているところでございます。 

そして、この制度を活用して担い手をいかにして確保するのか、また、木材利用

の促進をどのように推進するのかを協議する必要があると思っております。具体的

な取り組みにつきましては、先ほども申し上げましたが、今年度立ち上げます林業

振興対策検討委員会の中で、しっかりと協議をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 森林環境税の有効活用により、森林の整備が進むことは、森

林の公益機能が発揮でき、また地域の雇用創出など地域活性化にもつながるものだ

と思いますし、村内の手入れ等ができていない森林の整備がどんどん進んでいくん

ではないかということを期待したいと思います。 

最後にですけれども、今まで質問・答弁を踏まえ、農業・林業は山江村の基幹産

業であります。後継者の問題とか高齢化、また、新たに国の施策等も打ち出されて

くるんではないかなというふうに思われます。これらの後継者問題等も含め、新た

な施策を迅速に、それぞれの所有者等に話をしながら対応していくために専門員の

設置についての考えはないか答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 専門員の配置についてということでございます。先ほ

ど議員申されましたとおり、本村は農林業の村でありまして、この基幹産業であり

ます農林業を衰退させるわけにはいかないというふうには思っております。高齢

化、担い手不足、木材価格の低迷によりまして、耕作放棄地及び未整備の森林が増

える中、農林業振興のために国・県の支援も含め、村としましたも様々な支援を行

って現在いるところでございます。 

林業につきましてはですね、林家の所得向上を図るために、今年度から３年間で

すけれども、国の山村活性化対策交付金という交付金を活用しまして、短期間で収

入源となります特用林産物を利用した新商品開発及び販路開拓に取り組む事業を計

画をいたしております。 

本村の基幹産業であります農林業を振興するためにも、農林業に対します支援内

容や営農に詳しい方、現場で助言・指導できる方は確かに必要であるというふうに

は思っております。この専門員の配置につきましては、今後の状況を踏まえまし
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て、検討課題とさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 何回も言うようでございますけれども執行部におかれまして

も、先ほども言いましたけれども、今回のいろいろな私の質問、また答弁の内容を

聞いてもわかりますように、大変村自体として多忙になるのではないかというふう

に思っております。専門員の配置につきましては、今後のことを見据え、前向きに

検討されることに期待をしまして、今回の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、１番議員、赤坂修議員より１、業務継続計画（重要６要

素）について、２、空き家バンクについての通告が出ております。 

赤坂修議員の質問を許します。１番、赤坂修議員。 

 

赤坂 修君の一般質問 

 

○１番（赤坂 修君） １番議員、赤坂でございます。ただいま議長より発言の許可を

いただきましたので、一般質問をいたします。 

まず１点目、業務継続計画についてということで通告しておりますが、４月１６

日の熊日新聞に、「大規模災害時に自治体機能を維持する業務継続課に非常時優先

業務の整備など、重要６要素をすべて規定しているのは、県内１２市町村で３割弱

にとどまっていることがわかった」という記事が載っておりました。 

業務継続計画とは、「災害時に行政自らも被災し、人・物・情報等利用できる資

源に制限がある状況下において、優先的に実施すべき業務、非常時優先業務を特定

するとともに、業務の執行体制や対応、手順、継続に必要な資源の確保等をあらか

じめ定める計画である」となっております。また、業務継続計画の中核となり、そ

の策定にあたって必ず定めるべき特に重要な要素として、首長不在時の明確な代行

順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電

気、水、食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な

行政データのバックアップ、非常時優先業務の整備の６要素があげられておりま

す。 

本村では、６月１日には防災連絡会議が開催されておりますが、山江村地域防災

計画書の中でも、第１２節、業務継続計画として災害時における応急対策の実施や

優先度の高い通常業務の継続にあたり、限られた人員及び資機材等を的確に活用す

るため、業務継続計画の策定等により、業務継続の確保を図るものとするとして先

に述べました重要６要素が明記されておりますが、新聞記事においては、山江村に

おいては、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できな
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くなった場合の代替庁舎の特定、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保

の重要６要素の中の３要素が策定されているとなっておりましたが、現状はこれで

よろしいでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 業務継続計画につきましてのご質問でございます。先ほど

申されましたように、４月１６日の熊日新聞におきまして、状況が報道されており

ます。この件について、少し内容を説明させていただきます。業務継続計画６要素

について、各自治体の策定状況を調査したものでございます。本村は、県の調査や

新聞取材時にはですね、業務継続計画そのものは、まだ策定しておりませんでし

た。しかし、他の計画書、山江村地域防災計画、山江村危機管理規定、山江村災害

対策本部等設置運用マニュアルといったものがございます。これはもう既に整備し

ておりまして、この中で重要６要素を補完する内容を定めておりました。 

回答では、その分を策定済みとして回答してよかったのですが、業務継続計画自

体がですね、策定されていなかったということで、明確な部分だけ策定していると

いうことで報告をしたものでございます。 

その後、業務継続計画を策定いたしまして、先ほど申されました６月１日の開催

いたしました山江村防災会議におきましては、内容を説明いたしまして、その中で

承認を受けましたことから正式に山江村業務継続計画、この重要６要素についても

定めております。今の状況は、そのような状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 新聞の報道とは異なるように、すべて６要素を策定されている

ということでございますので、その内容についてお聞きしたいと思います。 

まず１点目でございますが、首長不在時、村長不在時の明確な代行順位及び職員

の参集体制については策定済み、すべて策定済みということでございますので、ど

のような内容になっているのか、お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） まず第１点目、首長不在時の明確な代行順位及び職員の参

集体制でございます。これにつきましては、既に策定をいたしておりました山江村

災害対策本部等設置運営マニュアルですね、この中で災害対策本部ということで定

めております。山江村の地域において、「災害が発生する恐れ、または発生した場

合に、村長が必要があると定めるときは、村災害対策基本法第２３条の規定に基づ

き、災害対策本部を設置する本部の設置または廃止の決定権限は、村長にあるが、

村長不在の場合の職務代理順位者、第１順位、副村長、第２順位、総務課長、第３

順位、企画調整課長とする」というふうに定めております。 
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また、参集体制でございます。これも同じく山江村災害対策本部等設置運営マニ

ュアルによって定めております。職員の配置基準、第１次防災体制、災害準備体制

ということで自宅待機、第２次防災体制、災害注意体制でございまして、防災担当

班動員、これは総務課の職員でございます。第３次防災体制、災害警戒態勢でござ

いまして、災害警戒本部の設置ということでございます。第４次防災体制、これは

災害対策体制でございまして、災害対策本部を設置するというふうな基準になって

おります。この基準に基づきまして、職員を参集するというふうな計画でございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、代行順位について答弁をいただきましたが、職務代行者と

しては、村長が不在の場合には、総務課長、企画調整課長ということになっておる

ということでございますけれども、職務代行者が全員不在にならないようなチェッ

ク体制ですね、また職務代行者となりますと、村長に代わって重要な事項の決定、

また指揮命令などが出てくるかと思いますが、マニュアルの作成など、どのような

対応をとっておられるのかお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） この災害時のマニュアルにつきましては、昨年作成いたし

まして、防災監がおりますので、この防災監によって、このマニュアルを職員全員

を対象にいたしまして説明会をしております。それが基準になっておりますので、

災害時には、そのマニュアルを徹底していくという形になっております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） そのマニュアルは作成されているということでございますけれ

ども、先ほど職員の参集体制について答弁がありましたけれども、熊本地震の本震

では、山江村でも震度５弱を記録しましたが、熊本県の地域防災計画では県内で震

度６弱の地震が発生した場合は、職員全員が対応するとなっているようであります

が、山江村防災計画では、どのようになっているのか。また、これまでに発生した

大規模災害で全職員参集して対応した事例があるのかお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 山江村の参集基準では、震度４弱でですね、職員が参集す

るということになっております。 

それから、これまでには村内で過去に万江川が氾濫したとかいうこともございま

したし、それから、万江の県道が崩落をいたしまして通行不能になったということ

がございます。その時は全職員災害待機班ということで、参集をいたしておりま

す。それから村のほうは、これから梅雨に入ってまいりますけれども、警報が出た
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場合には、班を編成しておりますので、その班に基づいて待機をするということ

で、備えをいたしております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 現在、地震につきましては、震度４弱で全職員参集するという

ことでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 災害待機班ですね、全職員と言いましたが、災害待機班が

参集いたしまして、職員は自宅待機をするということで定めてあったと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 全職員参集といいますが、私が聞きたいのは災害対策本部を開

設して何十人からは本庁で災害対応に追われるかと思いますけれども、そのような

参集体制について、ちょっとお聞きしたいわけですけれども、全職員は待機といい

ますか、その事例はあったということでございますけれども、５月２５日に長野県

北部で震度５強の地震が発生しており、全国各地で大小なりのですね、現在地震が

発生しておりますが、人吉・球磨でも今後３０年の間、これは前から言われており

ますので、期間が短くなっているのではないかと考えるところですが、大規模地震

が発生する確率がやや高い人吉盆地南縁断層があることは、ご承知のことだと思い

ますが、大規模地震が発生した場合、非常時優先業務を遂行するために必要な人数

の職員が参集することが必要になってくるかと思いますが、役場職員の方で、これ

は村外に居住されている方は何名おられるか、お伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） ３月ぐらいで、ちょっと調査しましたけれども、１２名ぐ

らいだったと思います。正確な数字はちょっとあれかもしれませんが、１２名がそ

の当時調査した数字でございました。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 全職員は、５９名程度でございましたですかね、そのうちで１

２名の方が村外に居住されているということでございますけれども、大規模災害の

状況、または熊本地震のような大規模地震が発生した場合に、職員自らもですね、

被災されるような状況になるかと思いますので、村外に居住されているから招集に

遅れが出るというようなことは、一概には言えないと思いますが、本村としては、

移住定住の促進や子育て支援など、人口増加対策に取り組んでおられる中、また税

収面から見て自主財源の確保や地域住民とのコミュニケーションなど、いろいろな

面からもぜひ村内定住を奨励していただきたいと考えるところですが、村長は、こ

れに対してどのように思っておられるでしょうか。 
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○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 村内居住ということであります。職員につきましては、できる

だけ村民との接触といいますか、いろんな地域活動あたりも当然入ってくるわけで

ありますので、できるだけ村内に住んだほうが望ましいというような話はしており

ます。強制はできませんが。ただ、先ほど１２名と言いましたけれども、６組ほど

のですね、夫婦等がですね、村内に住めない、住もうと思っても場所がないという

のは現実でございます。従いまして、住居をどのように探して手当てをするか、ま

た家をつくってもらうかというようなことも考えなくちゃいけないということを思

っております。と言いながら、住所はですね、山江村内に置いておりますので、税

金は山江村内で納めているというような状況でありますけれども、ただ居住が山江

村に、適当な居住先が見当たらないということで致し方なく、人吉市のアパートに

住んでいるというような状況がございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 居住の自由についてはですね、憲法でも保障されております

し、それぞれ事情があって村外に居住されておられると思いますが、ぜひ山江村に

住んでいただけるような環境の整備を期待いたします。 

次に、６要素の２項目め、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定に

ついては、策定済みになっておりますが、内容についてお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） ２点目の本庁舎が使用できなくなかった場合の代替庁舎で

ございますけれども、この場合には第一に福祉保健センター、次に歴史民俗資料

館、最終手段といたしましては、その他に公共施設で村長が指定する施設というこ

とで、一応業務継続計画では、定めております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 大規模災害になりますと、地震を考えがちでありますけれど

も、熊本地震の場合は４月１４日の前震直後は宇土市と大津町、１６日の本震後

は、八代市、人吉市、益城町を加えた５市町が庁舎使用不能となったことで、山江

村では大規模災害を考えるときに地震を考えると思いますけれども、山江村では過

去に集中豪雨に伴う山田川等の氾濫による大規模洪水や浸水被害が発生しておりま

す。今後も、ある程度は想定しておかなければならないと思いますけれども、保健

センターということでございますけれども、標高としてですね、現庁舎としてあま

り変わらないということで、水害の場合には、その辺のところはどのように考えて

おられるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 
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○総務課長（北田愛介君） 本庁舎の代替ということでございますけれども、これにつ

きましては、やっぱり災害の状況によりまして、被災していない地域で、やっぱり

代替する必要があると思っております。しかし、電話であるとか、パソコンがつな

がったりとかですね、そういう状況を考えますと、公共施設ということになってき

ますので、そういった場合には高台にある学校とか、そういうものを考えるべきと

は思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ありがとうございました。３要素目、電気、水、食料等の確保

について、これも策定済みのようでございますけれども、それについてお伺いをい

たします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） それでは、電気、水、食料などの確保でございます。これ

につきましては、業務継続計画の第３節で定めておりまして、まず電気につきまし

ては、役場には現在出力４.５キロワットの発電機１台を保有しております。これ

につきましては、役場で必要最小限のものですね、電灯であるとかパソコン、パソ

コンは１１台分、テレビ１台、カラーの複写機１台分、これが動くような状況でご

ざいまして、総務課のフロアのみが稼働するかなというふうな電力量でございま

す。本年度計画いたしております非常用電源、こちらのほうの調査、設計の費用を

計上いたしておりますので、来年度事業費がつけばですね、役場庁舎全体を補完で

きるような大型の発電設備を備えたいということで考えておりまして、現在の４.

５キロワットの発電機以上のもので、７２時間分の燃料も備蓄した体制を整えたい

というふうに計画をいたしております。 

それから、食料につきましては、これは主に大災害時の職員の食料を指しており

ます。これにつきましては、飲料水につきましては５００ミリリットルのペットボ

トル、１日１人３リッターで特別職等も含めまして、６４人分の３日分を必要とす

るということと、食料につきましても、アルファー米、乾パン、缶詰等、１日３食

６４人分の３日分ということ、それに災害用のトイレですね、こういったものも備

えなければいけないということ。それから消耗品等ですね、それと毛布、コピー用

紙、トイレットペーパーとして数量をはじき出しております。 

今後の検討事項といたしましては、先ほど申しました停電時の１階部分のフロア

の最低限の確保ではございますので、これを補う必要があるということと、これは

空調等の電力を含んでおりませんので、こういったものを補完するような必要量が

必要であるということでございます。 

それから、水、食料等につきましては、現在は待機するときに、その都度補給を



 － 104 －

いたしておりますけれども、こういったものにつきましても、先ほど申しましたよ

うに数量を常時確保するということが必要であると思っております。以上でござい

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 本年度５００万円の非常用発電機の設計委託料として予算にも

計上されておりますけれども、先ほども申しましたように水害も十分考えられると

思いますので、その非常用発電機の設置場所についてもですね、今後勘案されてい

ったほうがいいのではないかと考えております。 

また、災害対応に当たられる職員の方の食料、水については３日間分の確保とい

うことで準備されるということでございますけれども、今度の熊本地震の場合にも

ですね、各避難所等、断水が考えられると思います。本庁舎の水道での生活用水、

特にトイレの洗浄水ですね、断水になりますとトイレの洗浄水も出なくなるような

形になるかと思いますけれども、その辺については、どのようにお考えでしょう

か。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 洗浄水は非常に重要なトイレの部分でございます。これに

つきましては、ため置くというかですね、そういうことも考えられるべきですけれ

ども、現在のところ具体的な対応というのを準備しておりませんので、今後そのよ

うな点も考えていかなければならないと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 井戸水の確保ということをですね、今後十分考えていただきた

いと思います。 

また、断水を考えた場合にですね、各地区においても、現在井戸水を使用されて

いるご家庭もあるかと思いますので、その辺の把握と大規模災害時に協力の依頼に

ついても検討していく必要があるのではないかと考えております。 

次に、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保について、お伺いをいた

します。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 通信手段の確保でございます。地域への連絡として現在保

有しておりますのが、防災無線、県と直通しております熊本県防災行政ネットワー

ク、それから災害時の有線電話ということで別回線として固定電話の２回線を保有

しております。それに非常時用として携帯電話２回線を確保しております。このほ

か、独自のケーブルテレビ、ＩＰ端末ですね、それから県の防災メール、Ｌアラー

ト、ホームページ、それとＳＮＳ、それに広報車というところで通信手段を確保い
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たしております。 

先日、ＮＴＴ西日本との大規模災害時に避難所への開設した場合の特設公衆電話

の回線のですね、事前設置というのも協定を結びまして、ほかの電話がつながらな

い時にも、このＮＴＴの回線、これは特に優先的につながるということでですね、

電気が通じなくても通じるというふうなことで、設置協定を結んでおります。本年

度、順次１８カ所の避難所に設置をしたいというふうに思っております。 

それから、有線のほうは断線しますと通じませんので、ＩＰ無線電話ですね、こ

の導入を今進めておりまして、これは防災減災事業で導入をするわけですけれど

も、これは消防署、役場、それと村の消防団ですね、それと下球磨の地域が同じも

のを導入しますので共通波を使いますと隣の市町村ともつながるような通信手段で

ございますので、こういった多様な手段を今整備をしておるというふうな状況でご

ざいます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 通信手段の確保についてはですね、十分に検討されているよう

でございますけれども、防災行政無線については個別受信機の設置についてでござ

いますけれども、２９年度中にですね、どのくらい増えたのか件数と設置率がわか

ればお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 防災行政無線２９年度でデジタル化をいたしました。設置

については、ちょっとここに手元にはございませんけれども、当初設置したときに

は補助事業でできました。その時に負担金が要るということを勘違いされて設置し

ておられなかったところが、５０世帯ほどございまして、それを今、順次要望があ

ったところは接続をいたしております。それで９０％以上は設置を済んでいるとい

うふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 早急にですね、１００％設置を願うところですが、通信手段、

先ほど答弁があった通信手段については、災害の種類や環境によってですね、どれ

が一番つながりやすいかは異なっていくかと思いますので、災害に応じて優先して

使用する機器の確認、関係者間での取り扱い方法等の周知徹底、マニュアルの整備

など、今後の対応を期待いたします。 

５要素目の重要な行政データのバックアップについてお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 行政データのバックアップにつきましては、基本的に役場

の総合行政システムで稼働しております役場の業務と各職員がグループウエアとし
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て使用しておりますものにつきましては、外部にデータセンターを持っております

ので、バックアップは毎日できておると、これは庁舎に置いておりませんので、調

査が被災しても外部の業者のほうでサーバーが確保されているということでござい

ます。 

その他のシステムにつきまして、個別業務でございますけれども、こういったと

ころがバックアップといいますか、庁舎内に、そのデータを持っておりますので、

庁舎が被災した場合には、それがなくなるということがございます。重要な行政デ

ータとして現在１３業務ございまして、このうちバックアップができているのが８

業務であります。残りの業務につきましては、今後、外部のデータセンターなりを

使うクラウドシステムに切り替えていくとか、そういったことをやるべきではない

かというふうに考えておりますし、それを進めていきたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 重要な行政データについては外部に委託されているということ

ですね、了解をいたしました。 

今度、人吉市では免震構造を取り入れた防災災害対策拠点として安全性と機能を

確保した新庁舎を建設されますが、今後、市町村間でですね、重要な行政データを

相互に共有するような考え方、外部に委託するよりも、こちら行政間で相互にです

ね、共有するほうが経費的にも安くあがるのではないかなというふうに考えており

ますが、その辺の考え方について、今後の考え方についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 市町村間での行政データの共有ということでございます。

これにつきましては、使っておるソフトとかですね、そういうものが別個でござい

まして、統一するというのがなかなか難しいわけでございます。 

それから、もう一つ、各町村によって様式がそれぞれ異なります。住民に発行し

ますいろいろな行政の証明書であるとか、申請書であるとか、そういうものが細か

いところの設定が非常に難しゅうございますので、できないことはないと思います

けれども、そういった細かなすり合わせ等が課題になってくるんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 最後の６要素目、非常時優先業務の整理についてお伺いをいた

します。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 非常時の優先業務につきましては、各担当課のほうで整備



 － 107 －

をしております。災害業務に関する優先業務と、もう一つは優先度の高い通常業務

と、この２種類に分けて業務を整理いたしております。これにつきましては、災害

業務としては、全体で８５業務、それから優先度の高い通常業務ですね、これにつ

きましては、１９１業務ということで整理をいたしております。この実施の時間、

タイムスケジュール等もありますけれども、それぞれ３時間以内に業務を開始する

もの、１２時間以内にするもの、２４時間以内と、あと最長で１カ月以内、またそ

れ以降というふうには業務の分類をいたしております。 

今回策定いたしました業務継続計画につきましては、さらに見直しをしながら、

まだ作ったばかりでございますので、運用を図りながら問題点を洗い流して、再度

また必要に応じて見直しをするということでございます。まだこれはいちばん最初

の段階でございますので、不備な点もあろうかと思っております。先ほど申しまし

た全６業務につきましても、項目につきましては、常に見直しをしていくというこ

とで完全なものに仕上げていきたいというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ありがとうございました。 

６月５日の人吉新聞に載っておりましたが、球磨村では５月２８日から６月１日

の間に実施日時を特定しないで職員の緊急参集訓練を行い、災害対策本部の設置や

通信連絡手段、資機材等の確認を行い、職員体制の意識を高める業務継続計画に沿

った訓練を３１日に行っておられます。 

山江村では、平成２８年１１月に総合的な防災訓練を実施されておりますが、業

務継続計画の実効性を確認し、高めていくためには、教育や訓練を繰り返し実施し

ていくことが重要であると考えるところですが、今後の対応についてお伺いをいた

します。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 職員の参集の訓練等につきましても、担当のほうと話をし

ておりまして、やはりやるべきじゃないかなという話をいたしております。うちは

防災専門家もおりますので、この実効性の高い計画書を実行していくための日頃の

訓練といいますか、そういったものは防災対応も中心にしながらですね、今後進め

ていきたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） さらなる業務継続計画の充実など、今後の対応を期待いたし

て、１問目の質問を終わりたいと思います。 

次に２点目、空き家バンクについてということで通告しておりますが、平成２８

年７月１日に山江村空き家活用促進制度、いわゆる空き家バンク制度が制定され、
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移住定住向けのＰＲ動画でも情報発信をされておりますが、空き家バンクの登録状

況について、どのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、赤坂議員のご質問にお答えいたします。 

平成２８年７月１日より施行いたしました、いわゆる議員お尋ねの空き家バンク

の登録状況でございますが、現在５件の登録があっております。内訳は、空き家が

３件、土地が２件というふうになっております。空き家３件のうち１件は万江地区

の物件、２件が山田地区の物件、土地については２件とも山田地区の物件というこ

とになっております。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 空き家バンクの登録については３件ということでございますけ

れども、この登録の経緯については、所有者からの申請で登録ができたということ

でしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） この登録の経緯についてですけれども、３件のうち、

いろいろ登録の経緯はございまして、山江村のホームページ等を見られて、自分で

登録してみたいと思われた方もいらっしゃいますし、以前、空き家の調査をしてお

ります。その時、空き家を持っておられる所有者の方にですね、昨年度通知をお出

しいたしまして、このような制度がありますので、空き家バンクに登録してもらえ

ないでしょうかという文書を差し上げて、それを見てですね、じゃあうちの物件を

ちょっと登録してみようかという方もいらっしゃったということでございます。以

上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 平成２９年１２月議会の一般質問の答弁で、空き家調査につい

ては、今課長のほうから言われましたように、平成２６年７月から９月にかけて実

施されており、その調査で空き家件数１１２件、そのうち目立った破損等がなく、

利活用が見込める空き家が３０件、一部修繕することで利活用が見込める物件が５

０件という答弁がされております。４年近く前の調査で空き家の状況も変わってい

るかと思いますが、目立った損傷がなく、いわばそのまま利活用ができる空き家が

３０件、一部修繕することで利活用が見込まれる物件が５０件ある中で、空き家バ

ンクの登録が現在３件というについて、なかなか進まないような状況であると考え

るところですが、どのように分析されているのか、その辺のところをお伺いできれ

ばと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 
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○企画調整課長（松尾充章君） お答えいたします。 

空き家の調査を行いまして、議員が申されましたとおり数十件の空き家がです

ね、利活用ができるということでありながら、空き家バンクに実際登録されている

ところはですね、現在３件であるということでございます。所有されている方、な

かなかいろいろお考えがあろうかと思います。先程来からですね、職員の方が住む

ところがないということで、山江村の家を探したりもされているということでござ

いますし、移住定住の相談を受けてですね、お知り合いのところに、お宅の空き

家、あそこ空いてるところはお貸しできないでしょうかというようなことをお尋ね

してもですね、なかなか家族間でもお考えがあるでしょうし、家賃の問題でもある

でしょうし、もしかしたら先祖代々の仏間があるとか、赤の他人には貸したくない

とかいうようなご意見もありまして、なかなか空き家の利活用が進んでいないとい

うようなところが現状のところでございます。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、村としては空き家バンク登録についての推進とかの行動と

いうのは行っておられないでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） お答えいたします。 

推進策といたしましては、広報誌等の掲載とかですね、ＣＡＴＶの放送、また所

有者の方が村内にいらっしゃらない場合もございますので、現在スマートフォンを

利用されている方が多数いらっしゃると思いますので、ＳＮＳ等を活用しながらで

すね、利用の促進のほうの周知を行っているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 山江村空き家改修補助金交付要綱が、平成２９年６月１日から

施行されておりますが、補助対象者として、１、空き家を購入した所有者等で５年

以上本村に移住しようとする者。２、改修する空き家の所有者等で、かつ使用貸

借、または賃貸借で空き家を５年以上活用しようとする者。３、使用貸借や賃貸借

で空き家に入居し、５年以上本村に定住しようとする者。となっており第３条２項

の要件、改修工事の完了日以降１カ月以内に入居できることなどの６項目をすべて

満たすことを条件に、１が空き家の購入者、２が空き家の所有者、３が空き家賃貸

者に対して、空き家改修補助金を交付するとなっており、充実した内容だと思いま

すが、空き家バンクに登録していただくための対策として、登録後売買、使用貸

借、賃貸借等の契約が成立した段階で、所有者に対する奨励金制度といいますか、

何らかの奨励をする制度を制定してはと思うところですが、その辺についての考え



 － 110 －

をお聞きしたいと思いますけれども。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、お答えいたします。 

空き家利用に対する奨励金の制度ということで、議員から通告書がまいっており

ましたので、いろいろ自治体のほうを調べてみました。たしかに空き家所有者に対

するですね、空き家バンクに登録をした物件が制約した場合に所有者に対して幾ら

かの奨励金をお渡しする自治体もございますし、逆に空き家バンクに登録してあり

ます物件をですね、実際借りたり買ったりされた方が引っ越しをされる際の費用負

担の軽減ということで、助成金などを交付されているような自治体もあるかという

ふうに、調べたところ載っておりました。 

本村では現在、所有者または成約された方にですね、何かしらの奨励金とかお渡

しするようなことは考えておりませんけれども、今後、空き家バンクの利活用を活

性化させるために、また移住定住の申し込み等は、問い合わせ等は多数ございます

ので、そういった観点からも空き家バンクの登録を促進するために、調査検討させ

ていただければというふうに思います。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今後の対応を期待いたします。 

これはネットでちょっと調べておったんですけれども、大分県の日田市では、移

住定住促進対策として、移住受入れ地域認定制度という制度を実施されておりま

す。この受け入れ地域認定制度というのは、移住される方の多くが地域の方が受け

入れてくれるだろうか、地域のルールや決まりごとがわからないという不安を持っ

ておられるということで、そのような移住者の不安を解消できるように、地域みん

なでサポートしようとするという制度だそうです。 

また、地域紹介シートというのをつくっておられまして、そのシートには空き家

物件の紹介、地域のインフラ整備状況、区会費などの共益費、最寄りの施設等への

アクセス、地区の決まりごとや慣習などを作成してネットで公開されております。

空き家バンクの登録についても、移住受入れ地域認定制度で認定された地域で、地

域内にある空き家の所有者に、空き家バンク登録を働き掛け、移住者の受入れに取

り組んでおられ、地域への奨励金制度も整備されております。空き家の所有者は、

空き家の状況については、この地域の方が詳しいと思いますし、地域といいます

か、行政区での取り組みを企画推進されたほうが、空き家の利活用空き家バンクの

登録が進むのではないかと思うところですが、その辺についてのお考えを聞かせて

いただければと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 
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○企画調整課長（松尾充章君） それでは、お答えいたします。 

地域主体とした定住対策ということでございます。本村では、平成２７年１月に

山江村移住定住促進委員会ということで、十数名の委員の方を促進委員といたしま

して委嘱を行っているところでございます。その委員の方にですね、担当地区をあ

る程度割り振らせていただいておりまして、それぞれの委員の方がですね、ご自分

で出身地区を中心にですけれども、自主的に調査をされて、空き家等の情報を事務

局、企画調整課のほうに提供いただいております。 

また、移住された際にはですね、率先してお世話係をされているということで、

移住された方もですね、「大変助かりました」というようなお声も聞いておりま

す。 

今のところですね、年に１、２回の開催ということになっておりますので、今

後、会議の開催を頻繁に行いながらですね、議員ご提言ありました地域での移住定

住対策、おもてなしの取り組みにも近づけていければと思いますし、また、転入さ

れる方に対しては、様々な情報が載っております冊子を住民戸籍係のほうで、お渡

しをしているというところでございますので、そういったのも活用しながらです

ね、移住定住対策に努めていきたいというふうに思っております。以上でございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ありがとうございました。 

最後に、３月議会で山江村空き家等の適正管理に関する条例が議決され、４月１

日より施行されたと思いますが、適用された案件があるのかお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 山江村空き家等の適正管理に関する条例でございます。こ

れにつきましては、４月１日から施行いたしております。また施行に伴います規則

につきましても整備をいたしまして、４月１日付けで施行いたしております。 

その後ですね、この条項の中で課税に対する特例措置がございます。こういった

ものも整備が必要であるということで、税務課のほうにおきまして、山江村の老朽

危険空き家の所在に係る固定資産税等の減免に関する要項というものを整理してお

ります。こういったものが整備できて、実際にこの条例を施行するということにな

ります。今、その体制が整ったというところでございまして、まだ今までですね、

これまでに条例の適用があったというところはございません。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 村内を歩いてみますとですね、道路に面した建物など倒壊寸前

でですね、危険だなと思われる物件も見受けられますので、適正な運用を期待いた
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しまして、一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） これで通告がありました一般質問は全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時５７分 
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平成３０年第３回山江村議会６月定例会（第３号） 

 

平成３０年６月８日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 報告第 １号 平成２９年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

日程第 ２ 報告第 ２号 平成２９年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

日程第 ３ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号）） 

日程第 ４ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予

算（第５号）） 

日程第 ５ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算

（第４号）） 

日程第 ６ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予

算（第４号）） 

日程第 ７ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算

（第６号）） 

日程第 ８ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正

予算（第２号）） 

日程第 ９ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正

予算（第３号）） 

日程第１０ 承認第 ９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村税条例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて 

 （山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１２ 議案第３２号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
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日程第１３ 議案第３３号 山江村地域包括支援センターに関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第３４号 山江村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１５ 議案第３５号 公共工事請負変更契約の締結について 

日程第１６ 議案第３６号 山江農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１７ 議案第３７号 平成３０年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第３８号 平成３０年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

日程第１９  議員派遣の件 

日程第２０        閉会中の継続調査申出書（議会運営委員長、総務文教常

任委員長、産業厚生常任委員長） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教 育 長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  北 田 愛 介 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  松 尾 充 章 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

ただいまから会議を開きます。 

本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

本日は、会期日程、日次第３の本会議で、質疑、討論、表決となっております。 

それでは、議事日程順に、質疑、討論、表決を行います。 

発言については、会議規則第５３条（発言内容の制限）の規定を守って質疑をお

願いいたします。 

規則第５５条（発言制限時間６０分）の規定はお守りいただきますようお願いい

たします。なお、３回を超える場合は、第５４条のただし書を適用いたします。 

総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） おはようございます。 

昨日の一般質問における私の答弁につきまして、１カ所訂正をさせていただきた

いと思います。 

一般質問の中で、防災行政無線の個別受信機の設置率についてのご質問がござい

ました。昨日は９０％以上ということで答弁をしておりましたが、昨日確認にいた

しましたところ、６月時点で７６.８％の設置率でございました。私の記憶違いで

大変ご迷惑をおかけしました。お詫びを申し上げまして訂正させていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第１号 平成２９年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第１、報告第１号、平成２９年度繰越明許費

（一般会計）の報告についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をいたします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１、報告第１号、平成２９年度繰越明

許費（一般会計）の報告については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第２ 報告第２号 平成２９年度事故繰越し（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２、報告第２号、平成２９年度事故繰越し（一般会計）

の報告についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ２番、横谷巡君。 

○２番（横谷 巡君） 報告第２号、平成２９年度事故繰越し（一般会計）の報告につ

いて質疑をいたします。 

 別紙のほうに繰越しの計算書、それから、繰越しにした説明が書いてあります。

その中に資材の高騰、人件費の値上がりから受注額超過になったため、工事を進め

られないと申し出があったから、設計見直しをしたということが理由ですけれど

も、繰越明許費は、一般的に年度内工事完成が見込めないときに繰り越しをするの

が繰越明許ですが、事故繰越しというのはめったにないことです。事故繰越しは、

地震とか台風とか、自然災害等が緊急的に起きて、資材の生産ができないとか、資

材の搬入ができないとか、こういったものが事故なんです。 

 そこで、この資材の高騰、人件費の値上がり、東京都の設計業者さんですから、

この合戦ノ峰物産販売所の工事は、十分に東日本大震災等の社会的背景要因という

ものは、把握されて積算されて設計書が出来上がって入札ができたと思うんですけ

れども、本当にこの事故繰越しとして、これは、私は何回も公共工事のあり方、進

め方として、いろんな面から提言してきましたから、本当にこの資材の高騰、人件

費の値上がりが、事故繰越しの要因としてなるのか、お尋ねいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、横谷議員のご質問にお答えいたします。 

 事故繰越しの要因が、この説明書に書いてありますとおり、資材の高騰や人件費

の値上がり以外にあるのかということでございますけれども、設計からですね、設

計の業務からこの工事着工に至りまして、設計業務の中でですね、積算の中で、打

ち合わせに不要の期間を要したのも事実ではございます。 

 しかしながら、資材の高騰は、東日本大震災、議員が申されました熊本地震以降

ですね、高騰してるということで、極力抑えた積算をさせていただいたところでご

ざいますけれども、今回落札、受注をしていただいた施工業者の方がですね、再度

見られたときに、ちょっとどうしても見合わないからということで、再度協議をお

願いしたいということもございましたので、今回繰越明許したものをですね、再度

事故繰越しをさせていただきました。 

 この事故繰越しにつきましては、県・国のほうにですね、申請を行いまして了承

を得てるということでございますので、理由といたしましては、このような理由を

書いて提出をしてるということでございます。以上でございます。 
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○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 国・県に対して説明して了解を得てるということで、これは承

認案件ですから、別にどうのこうのじゃなかっですけど、やはり公共工事のあり方

として、進め方として、本村の場合にはですね、建設課じゃなくて各課で大きな補

助事業等も事業があったときにはしているから、当然こういう問題がやっぱり出て

くるわけですよね。ですから、そこに私は原因があるのではないかなというふうに

思います。 

 やはり入札するときには、きちんとした設計業者、コンサルタントに頼んで積み

上げて入札をして、受注側も入札を指名するわけですから、これならば十分工事と

して成り立つ、利益も出るだろうということで入札の札を入れたわけですから、そ

れをしたあとに、「どうも受注額が超えるから、これはいかんけん設計を直してく

れ」っていうことは稀だと思います。そういった点を含めますと、私も何回となく

この問題には、公共工事のあり方、進め方について、ぜひ全体的な公共工事の発注

の仕方については、例えば、建設課にコンサルタント担当専門を１人入れて集中す

るとか、いろんなことをしないと、今後はこういう問題が出てくるんじゃないかな

というふうに思います。 

 そこで、本当に遅れに遅れてきていましたので、地元の方も本当にいつ完成する

のかどうか、やっぱり心配なさっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。

そこで、このことは地元説明会をされたのか、そして、いつ完成竣工見込みなの

か、この２点についてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それではお答えいたします。 

 まず、地元の方への説明ということでございますけれども、設計の変更を行う際

に、地元への説明を説明会を行ってですね、説明会を開催させていただいておりま

す。工事の遅れ等についてはですね、特に区長さんや役員さんを通じての説明をし

てるというところでございます。 

 工事の完成につきましては、今月中旬にですね、完成を予定しております。物産

販売所につきましては、既に完成をしておりますが、あと駐車場一部等のですね、

舗装等を行いまして、今月中に完成、７月２日に落成式を挙行するということで、

今、予定をして準備を進めてるところでございます。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、完成時期、落成式を７月２日を予定しているということで

ございます。遅れに遅れましたけれども、やはり終わりよければすべてよしという

ことになりますように、ご尽力方をお願いしたいと思います。 
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○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２、報告第２号、平成２９年度事故繰

越し（一般会計）の報告については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第３、承認第２号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号））を議題とし、質疑を許

します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第３、承認第２号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１０号））につ

いては、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第４、承認第３号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号））を議題

とし、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第４、承認第３号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号））については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４

号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第５、承認第４号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４号））を議題と

し、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第５、承認第４号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第４

号））については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第４号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第６、承認第５号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第４号））を議題

とし、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第６、承認第５号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第４号））は、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６

号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第７、承認第６号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６号））を議題と

し、質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第７、承認第６号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第６

号））については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第２号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第８、承認第７号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第２号））を議

題とし、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第８、承認第７号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算

（第２号））については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算

（第３号）） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第９、承認第８号、専決処分事項の承認を求めることにつ

いて（平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第３号））を議

題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第９、承認第８号、専決処分事項の承認

を求めることについて（平成２９年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算

（第３号））については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 承認第９号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（山江村税条例の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１０、承認第９号、専決処分事項の承認を求めることに

ついて（山江村税条例の一部を改正する条例）を議題とし、質疑を許します。質疑

ありませんか。 

 松本佳久議員。 
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○１０番（松本佳久君） ただいま議題となっております山江村税条例の一部を改正す

る条例の専決処分事項の承認を求めることについて、質疑をいたします。 

 質疑の答えをいただきたいのは、増税になるのか減税になるのかということでご

ざいます。説明の中では、まず個人住民税、村県民税が変わるということでござい

ました。これがどのように変わるのか。 

 ２番目に、固定資産税の負担調整措置の延長等があることでした。ですから、固

定資産税等はどのように変わるのか。 

 ３番目に、たばこ税についても変わるということで、どのように改正されるの

か。例えば、１本当たりで上がるのか下がるのか、答弁をいただきたいと思いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

 今回の税制改正に伴いまして、個人住民税、それから固定資産税、たばこ税、そ

れぞれ改正内容が来ております。それぞれ説明いたします。 

 まず、個人住民税でございます。個人住民税につきましては、働き方の多様化と

いうことが進んでいることから、働き方改革を後押しする観点で、給与所得控除や

公的年金等控除をそれぞれ１０万円引き下げて、どのような所得にも適用される基

礎控除を１０万円引き上げるということになっております。 

 つまりですね、給与収入であったり公的年金の収入の方につきましては、所得控

除の部分が１０万円減るわけですが、その分基礎控除のほうがですね、１０万円上

げてありますので、そちらの方につきましては増減はないということでございま

す。ただ、営業収入等につきましては、所得控除とか年金控除とかありませんの

で、経費だけになるかと思います。その分、基礎控除が１０万円引き上げになりま

すので、その分につきましては、村県民税が減額になるということでございます。 

 それから、固定資産税でございます。固定資産税につきましては、３年に一度の

評価替えの年にですね、今まで行ってきた負担調整措置の見直しをするように国の

ほうでなっとります。今回の見直しにつきましては、そのまま現行のとおりを延長

にするということになりましたので、固定資産税についての税額等については、変

動はないと考えております。それから、固定資産税につきましては、その評価替え

の分の土地の価格の下落分については、当然減額になるかもしれませんが、この税

制改正についての減額はないということですね。 

 それから、たばこ税でございます。たばこ税につきましては、通常のたばこにつ

きましては、１本当たり３円、１箱当たり６０円が３回に分けて、段階的に引き上

げるということになっております。それから、加熱式たばこ、今はやっている電子
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たばこでございますが、そちらのほうが新設されまして、そちらにつきましては、

５年かけて通常のたばこと同様の税額に持っていくということでなっております。 

 以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 償却資産のところを詳しく見てみますと、どのような償却資

産にかはゼロを掛けると書いてありますので、これは３年間は非課税となるとこう

いうような理解でよろしいですか。それはどのような償却資産について非課税です

か。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

 こちらにつきましては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に

よる固定資産税の特例措置になっておりまして、こちらのほうが新設をされており

ます。これらにつきましては、先般、国のほうで成立しました生産性向上特別措置

法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均３％

以上向上させるものとして、認定を受けた中小事業者等のセンター設備等導入計画

に記載された一定の機械、装置等でありまして、生産、販売活動等の用に直接供さ

れるもののうち、同法の施行日から平成３３年３月３１日までの間において取得さ

れるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の３年間の価格にゼロを乗じ

て得た額とするということになっておりますが、こちらにつきましては、人吉球磨

の最近税協議会があってるんですが、人吉球磨の中でもこれに該当する企業は恐ら

くないだろうということで、今の時点ではですね、ないだろうということで、一応

税率については、ゼロで調整しようということで協議を行ってしております。 

 以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ３０年度の当初予算、１款、村税の項を見れば、１項、村民

税は予算で８,６７８万９,０００円、２項、固定資産税は８,７７１万３,０００

円、３項、軽自動車税は１,３１２万１,０００円、４項、市町村たばこ税は１,６

４０万１,０００円、５項、入湯税は４８万２,０００円、合わせて２億４５０万

６,０００円の予算のようであります。これに対して、今回の税制改正で何らかの

変動があると思われますか。どのように検討されてますか。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

 主に影響があるものについては、村県民税だと思います。村県民税につきまして

は、ただいま算定をしまして、計算をしている途中でございますので、はっきりと
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はわかりませんけれども、今後また変動がありましたらですね、その都度補正予算

なり何なり措置をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○１０番（松本佳久君） 質疑を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１０、承認第９号、専決処分事項の承

認を求めることについて（山江村税条例の一部を改正する条例）については、原案

のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて 

（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１１、承認第１０号、専決処分事項の承認を求めること

について（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とし、質疑を

許します。質疑ありませんか。 

 １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 承認第１０号、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分事項の承認を求めることについて、質疑をいたします。 

 これもこの改正によって増税となるのか減税となるのか、答弁を求めます。この

国保税については、今年４月から全体的に下がっております。それから、今回もし

これが上がるとすれば、あるいは減るとすれば、特別会計全体に与える影響につい

てはどのように考えておられるか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

 先般の新年度で税率を落としまして、そちらのほうでは減税となる形になるかと

思いますが、今回この国の地方税法の改正に伴った変更によりますと、まず限度額

の引き上げでございます。限度額の引き上げにつきましては、医療分が５４万円か

ら５８万円、４万円の増額になりましたので、全体の最大の負担額が８９万円から
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９３万円になっております。こちらにつきましては、現在本算定がですね、まだこ

れからの作業でございますので一概には言えませんが、仮に平成２９年度の算定時

の所得と同じ所得とみなして計算をいたしますと、これまで限度額に該当された方

が、６世帯ほどが、今度の改正後になりますと３世帯ほどになるのかなということ

で試算をしております。 

 それから、５割軽減及び２割軽減につきましては、７割軽減は、そのままでした

が、５割軽減それか２割軽減のほうが改正があっておりますが、こちらにつきまし

ては、先ほどと同様の計算をしましたところ、ほとんど変わらない状態でございま

す。 

 以上でございます。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１１、承認第１０号、専決処分事項の

承認を求めることについて（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）に

ついては、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第３２号 山江村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１２、議案第３２号、山江村放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） では、議案第３２号につきまして、１点だけ質疑をしたいと

思います。 

 どうもこの改正の趣旨がちょっとわからないところがあるんですが、現行ではで

すね、１０条の４に教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校または中等教育学校の教員となる資格を持っているものということか
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ら、免状を持ってるものに変わってるんですが、この趣旨ですね、免状を持ってな

いと職員として仕事ができないのか。それから、そのほかにですね、５年以上あっ

て村長が認めるものというふうに書いてありますが、このへんが勘案されてるとは

思うんですが、いまいちその辺の説明をもう一回お願いをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えします。 

 今回の改正は上位法の改正であるということで、第１０条の第３項の４号に、学

校教育法の規定による資格を有する者という文言がありますが、今回は教育職員免

許法に、第４条に規定する免許状を有する者ということで、免許状のほうにはです

ね、それぞれの免許、学校の種類ごとの免許の規定がずらずらと書いてあるところ

で、小学校の免許状、中学校の免許状、それから養護教諭の免許状とか栄養教諭の

免許状、あと中学校、高校につきましては、それぞれの国語とか社会とか数学のそ

れぞれの教科ごとの免許状、特別免許状ですかね、というのがありまして、それの

詳細になっているところでございます。その免許状を有する者ということでされて

いるものだと思います。それと今、免許状の更新をされますので、それを受けない

といけないというような規定があるのではないかと思っております。 

 それから、９号で、高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育

成事業に類似する事業に従事した者であって、村長が適当と認めた者という項目が

あって、また１０号で、５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、

村長が認める者というような文言で、重複してるんじゃないかというような感じで

すが、９号ではですね、高等学校卒業者等ということで、高齢の方も指導員となれ

るようにですね、昔の方は中学校卒業者もいるということで、そこの高校卒業等と

いうしばりを取ったところの、裾野を広げるというところで１０条に書かれるとい

うところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） じゃあ免許状については、教育長のほうがちょっと詳しいと

思いますが、その辺はどうですか。この放課後児童について。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） 今のご質問でございますけれども、この幅が広げられたとい

う解釈だと思います。免許状につきましてはですね、普通免許状、それから特別免

許状、それから臨時免許状がございます。普通免許状は普通の大学を出て免許を取

るというような形ですけれども、特別免許状というのは、社会人枠の免許状でござ

います。例えば、アスリートあたりが体育の免許を与えて、その免許状をやって授

業をするとかですね、そういう特別免許状がございますので、そういう方でもでき
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るんだということで、幅が広げられたという解釈だろうと思っております。 

 また、臨時免許状というのもございまして、例えば、高校の先生が、家庭科の免

許を臨時免許としてやったりということも中学校あたりやっておりますので、そう

いう意味を考えますと、そういう幅の解釈がされて、いろんな方が放課後の子ども

たちの指導にあたられるというような解釈になったんだろうということで思ってお

ります。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 免許状をですね、原則持っておることが原則だろうと思いま

すが、そのほかに、持ってなくても、村長が５年以上育成事業に従事した者であれ

ば、村長が適当と認めれば、その方たちも十分この放課後児童育成事業に参画でき

るというふうな解釈をしていいんですね。そんなふうに理解していいですか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えします。 

 条例のほうではですね、いろいろ保育士の資格を持ってる方とか社会福祉士の資

格を有している者とかあります。そういったところで、学校の免許状を持っていな

くてもそういった方もなれるし、先ほど申しましたとおり、経験が２年以上の、高

校卒業で２年以上あって、県の更新ですね、研修を終了した者とか、あとは、先ほ

どありました、中学校卒業者でも５年以上従事した者で、研修を受けた方はなれる

ということでございます。 

○８番（中竹耕一郎君） はい、終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をいたします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１２、議案第３２号、山江村放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第３３号 山江村地域包括支援センターに関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 
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○議長（秋丸安弘君） 日程第１３、議案第３３号、山江村地域包括支援センターに関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、質疑を許

します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１３、議案３３号、山江村地域包括支

援センターに関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、原

案のとおり認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第３４号 山江村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１４、議案第３４号、山江村指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１４、議案第３４号、山江村指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第３５号 公共工事請負変更契約の締結について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１５、議案第３５号、公共工事請負変更契約の締結につ

いてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をいたします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程１５、議案第３５号、公共工事請負変更

契約の締結については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第３６号 山江農業振興地域整備計画の変更について 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１６、議案第３６号、山江農業振興地域整備計画の変更

についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 議案第３６号、山江農業振興地域整備計画の変更について、

質疑をいたします。 

 今回の変更計画は、２３０ヘクタールという大幅な見直しであります。主にどの

ようなところを見直されたのか、主にどのようなところを除外されたのか、答弁を

求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 今回の農業振興地域整備計画の変更でございます。２

３０ヘクタールを前回の計画から除外をいたしております。この２３０ヘクタール

の主な除外の場所ということでございますけども、宅地と宅地の間に介在している

農地、農業の近代化が見込まれないということを除外しております。 

 そして、もう一つは、川辺川の国営川辺川土地改良事業のですね、計画変更に伴

いまして、今まで山林であったところを農業振興地域に指定をしておりました。と

いいますのが、この事業によりまして、農地造成によりましてですね、畑地化され

るという計画がありましたので、そこは農業振興地域として指定をしておりました

けども、今回の計画変更に伴いまして、廃止になりましたので、その山林を、今ま

で造成されなかった山林を、今回の計画で除外したということが主な除外の面積で

あります。 

 以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ちょっと小さいですけど、説明資料、こう言うのを配ってい
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ただきまして、この赤いところが除外申請されたと。今、平山課長説明されました

ように、主に山のところが多いようでございます。それで、その住宅地近くで、宅

地に挟まれたようなところも除外してあるということでありますが、近年山江村で

は、宅地不足といいますか、あるいは移住者を呼び込む、定住者を呼び込むという

政策で、宅地があればなあという声も聞くところであります。 

 それで、そのようなところを、この恐らく２３０ヘクタールのうちの大部分は、

川辺川造成予定地区山林だったと思います。そのほかにも、住宅地近くで宅地にな

りそうなところを、積極的に除外申請するような考えはなかったのか、答弁を求め

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） ただいまの質疑でございますけども、確かにですね、

山江村に来ていただきたいという、人口をですね、増やそうという気持ちはもちろ

んあります。そこで、今回の見直しに関しましては、そういう考えも踏まえて、こ

れは県との協議が必要ですので、そういう村としての意向も踏まえたところで協議

をしましたけども、例えば、そこが２年後、３年後に、例えば、村営住宅の建設予

定地がはっきりわかってるということであれば、県のほうも認めるということでご

ざいますけども、具体的な計画がない農用地につきましては、今回の全体見直しの

除外はできないということでありました。でもですね、ですから、今後そういうこ

とが出てきましたら、そこには建てられない、例えば宅地を、建てられないという

ことではありませんで、そのときは個別にですね、見直しを行いまして、積極的に

その辺は推進していきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） それでは、２３０ヘクタール除外した場合の残りの農振地の

面積はどのようになりますか。そしてまた、農振地が減るわけですけど、そのこと

が国・県からの農業予算、補助の削減等にはならないのか、その点についてはどの

ようにお考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 農振農用地の面積ということでございます。この見直

しをする前はですね、約８３５ヘクタールということでありまして、今回除外しま

す２３０ヘクタール、これを引きますと、今回の見直しによります農振農用地は６

０５ヘクタールということでございます。 

 それと、この２３０ヘクタールを除外したことによって、農業関係の補助金、い

ろいろな補助金がどうなるかということでございますけども、農業に対します補助

金いろいろありますけども、山江が特に要望してます多面的事業と中山間地直接支
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払制度、この事業に対しましては、この国の交付金に対しましては、農振地でない

と補助金が出ないということでありまして、その辺もですね、除外をしたらその補

助金が外れるということがないように、その辺も考慮しまして今回の除外としたと

ころでございます。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１６、議案第３６号、山江農業振興地

域整備計画の変更については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第３７号 平成３０年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１７、議案第３７号、平成３０年度山江村一般会

計補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

 ６番、谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） ただいま、議案となっております第３７号、平成３０年度山

江村一般会計補正予算（第１号）について、１点だけ質問をしたいと思います。 

 ページは８ページでございます。款２、総務費の目１、一般管理費、１９節の負

担金補助及び交付金の中で、コミュニティ助成事業補助金３７０万円ですか、計上

されておりますけれども、これはどういうことをされるのかお尋ねをしたいと思い

ます。質疑をいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 総務費、一般管理費の１９、負担金補助及び交付金、コミ

ュニティ助成事業費３７０万円を計上いたしております。これは同額が歳入のほう

にもございまして、雑入のほうでコミュニティ助成事業３７０万円を計上いたして

おります。これは宝くじの助成事業でございまして、トンネル式ということで、地

域に村を通じて交付されるわけでございます。まず１０区のほうが申請されており

ました、公民館への空調設備の費用が１３０万円、これが助成額でございます。１

３区のほうが音響設備、発電機、テント、高圧洗浄器、チェンソー等の機材等を申
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請されておりました。これが２４０万円でございます。これが、今回申請しており

ましたところ、交付が決定いたしまして、合計の３７０万円を今回計上させていた

だいております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） １点ですけども、コミュニティ事業というようなことで書い

てございますけども、これは公民館とかそういうものにしか該当はしないのかお尋

ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） これにつきましては、村がですね、申請してもできますし

団体等もできます。これにつきましては、区長会の折にですね、各区長さん方に事

業の説明をいたしまして、こうやって申請されたところを、村が経由して申請をい

たしております。公民館でなければならないということはございません。団体等で

も大丈夫でございます。 

○６番（谷口予志之君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 議案第３７号、平成３０年度山江村一般会計補正予算（第１

号）について、２点質疑をいたします。 

 １点目は、歳入の６ページに土地開発基金があります。２点目は、歳出の７ペー

ジに社会教育費、公民館費等がありますので、この２点について質疑をいたしま

す。 

 まず、歳入では、１７款、繰入金、１項、１目、繰入金の中に、土地開発基金４

億３８３万６,０００円が計上してあって、歳出のほうでは、これをいくつかに分

けてそれぞれ繰り入れてあります。この繰入先のそれぞれについて、どのような基

金なのか、そして、なぜ積み立てるのか、今後どのような運用計画があるのか、あ

るいは、その基金の使い道があるのか、答弁を求めます。 

 次に、歳出１３ページには、９款、教育費、４項、社会教育費、２目、公民館費

として、公民館整備事業補助金や下球磨地域婦人会連絡協議会負担金等の計上があ

っております。この特に下球磨地域婦人会連絡協議会負担金９,０００円の計上に

ついて、ここはどのような活動をされるのか、執行部の答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） まず、土地開発基金でございます。これにつきましては、

３月の議会におきまして、廃止をするということで決定をいただきました。これに
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つきましては、４億円を超える多額の積み立てでございまして、なかなか使い道が

ないということと、この今後も利用の予定がないということで取崩しをしたわけで

ございます。また、この基金につきましては、七つの基金へ振り分けております。

まず、財政調整基金でございます。財政調整基金につきましては、財源不足であり

ますとか、災害等、そういった予測ができないような財政需要に対応するためと、

歳入が特に少ない場合の財政調整という目的で積み立てをいたしております。これ

につきましては、大規模な災害が発生したと想定いたしまして、仮設住宅であると

か応急工事、こういったものに１０億円は必要であろうということ。また財政調整

等も勘案いたしまして、この程度は積み立てておくべきだろうという試算をいたし

まして、今回２,４７０万円程度を積み立てております。これ積み立てることによ

りまして、積み立て後は９億２,６００万円強になります。１０億円を目的に積み

立てたいと。 

 それから、減債基金でございます。減債基金につきましては、地方債の償還に充

てるものでございますけれども、繰上償還とか、特に利率の高いものを優先して繰

上償還しようとか、そういった場合に使うものでございまして、現在の予算、３０

年度もですけども、３億４,０００万円程度がですね、毎年償還に充てておりま

す。ですので、３億４,０００万円ぐらいを目的に積み立てております。今回積み

立てますと、積立額が３億３,７００万円ぐらいになりますので、年間の１年分の

償還金ぐらいは積み立てたいというところで積み立てております。 

 それから、庁舎改築基金でございます。これにつきましては１,０１２万８,００

０円を今回充てております。これにつきましては、庁舎をですね、新築いたしまし

た場合に、９億円程度を予定しておりまして、起債等を充当いたしまして、一般財

源のですね、１０％程度は積み立てたいということで、９,０００万円を目標にし

ておりまして、積み立て後は大体６,０００万円程度になる予定でございます。 

 それから、村有施設整備基金、こちらのほうは非常に多額の金額を積み立ててお

ります。３億２,９８６万５,０００円を今回積み立てるわけでございます。これに

つきましては、村の公共施設の総合管理計画によりますと、今後４０年間で相当の

財政需要があるということでございまして、この平準化のために維持補修経費を積

み立てております。年間いろいろな維持補修費で１億円程度が見込まれるというこ

とで、これの１０年分ぐらいはですね、持っときたいということでございまして、

１０億円を目標に積み立てております。これが村有施設のほうに３億２,０００万

円を積み立てますと、９億７,４２０万円程度になります。 

 それから、学校建築基金でございますけれども、こちらのほうには今回、１,４

７０万５,０００円を充てております。これは過去に学校を建築いたしておりま
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す。その金額、山江中の場合は１５億円程度かかっておりますけども、その部分の

一般財源相当額ですね、これぐらいは持っておきたいということで、８,０００万

円をめどに積み立てておりまして、現在積み立てますと４,３００万円程度になり

ます。 

 それから、温泉センター、これは温泉センターの基金でございます。これにつき

ましては、残額がですね、５００万円しかございません。年間１,５００万円程度

の修繕とかが発生しておりますけれども、この程度は持っておきたいということで

今回積み立てます。それから、これにつきましては、不慮の故障ですね、機器等の

故障、温泉設備が故障いたしますと、温泉が停止してお客様を迎えることができま

せんので、休館にいたしますとその分赤字が出るということで、こういう急な財政

需要にはすぐ対応できなければいけないというふうに思っておりますので、修繕に

耐えうるような金額を持っておきたいということでございます。 

 それから、山江村定住化促進基金でございまして、こちらのほうには８１６万

４,０００円を充てております。学校の給食費の無料化というか、村内の農林業等

のですね、振興にもつながるものでございまして、これの年間の２,０００万円等

々近くを崩しておりますけれども、この２,０００万円程度は維持したいというこ

とで、今回積み立てをいたします。積み立て後は２,４００万円程度になる予定で

ございます。 

 以上、申し上げましたような七つの基金に充てております。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） ちょっとその前に、定住化のことを総務課長言いましたけれど

も、移住定住に対するですね、基金としても、学校給食ほか使わせてもらうという

ことでありますので、補足して説明いたします。 

 それと２点目のページ１３ページの公民館費に書いてあります、下球磨婦人会の

連絡協議会負担金９,０００円であります。婦人会のほうは、社会教育関係団体と

いう任意団体でありますから、役場のほうから、また議会のほうからも指示をした

り命令をしたりする権利はないというような団体であります。いきさつをですね、

私も何回も呼ばれながら、その状況をその都度あたってきましたので、その経緯を

報告しながら、答弁に代えさせていただきたいと思うところです。 

 婦人会はですね、各地域、市町村に地域婦人会がございます。その地域婦人会を

母体として、郡の婦人会の連絡協議会があるというようなことでございます。地域

婦人会がないところも、水上村、五木村、球磨村は、婦人会組織がないというよう

なところでありますが、残りはそれぞれ郡の婦人会連絡協議会に入っているという

ようなことでありまして、その都度、郡婦連と通称言いますけれども、総会等には
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来賓として呼ばれてきたというところであります。 

 ただ、昨年の秋だったと思います。日にちはよく覚えておりませんが、錦町の西

婦人会と木上婦人会と相良村の婦人会、そして山江村の婦人会が、いわゆるその四

つの婦人会、地域婦人会が独立をしたいんだと。要するに郡の婦人会連絡協議会を

抜けて、下球磨の婦人会の連絡協議会をつくりたいんだとおっしゃいました。大義

名分で、その理由としては、第一にですね、婦人会の本来の活動は、それぞれの地

域における活動を、さらに充実をさせたいということで、郡婦連における県につな

がるような活動がですね、多くて、本来の活動ができづらい状況にある。それに伴

いまして、役員になる人がですね、いなくなってきつつあると、そういう忙しいと

いうこともあってですね。 

 というような理由の中で、去年の秋と申しましたが、私と相良の徳田村長、それ

から、錦町の町長は名前何やったかな、森本さん、森本町長、３人ですね、その四

つの婦人会長から呼ばれまして、錦の木上のほうのコミュニティセンターでです

ね、話し合いを持ったところであります。基本的にはですね、我々話はそのとき聞

いたんですけども、その後話し合いました結果については、今、効率的に一つの組

織をつくろうという折に、さらにその組織を分割するということは、本当に時代の

その流れといいますか、要望にあっているのかなあというような疑問もあったとい

うことでありますけれども、ただ、先ほど冒頭に申し上げましたとおり、任意団体

でありますから、任意団体の意思は、こちらから指示も命令権もありませんので、

しっかり意見を聞きながらその様子を見守ったというようなことでございます。 

 その後、実はその下球磨の４婦人会の話を、それぞれの町村長室でされたと。当

然、郡婦連のほうからも、会長ほか役員の皆さん方が、山江村の村長室にも来られ

て、もろもろの話をされたというようなことであります。 

 それぞれ言い分がありまして、できれば一緒、ただもう後には下がれない、上球

磨の婦人会も、その下球磨の婦人会の設立については応援してくれておられるとか

ですね、いろんな意見があったということでございました。ただ、その中におい

て、先般、５月だったですかね、５月何日だったかな、下球磨の婦人会のですね、

いわゆるここに書いてある下球磨地域婦人会連絡協議会の総会があったということ

でありまして、３町村長をはじめ県議も参加しながら、お祝いを述べたというよう

なことでございます。 

 ただ、その総会の折にはですね、２万円のそれぞれの町村の負担金があったわけ

ですが、ただ、非常に苦慮されているのはですね、錦町であります。錦町は３地域

の婦人会があると申しましたけれども、一武と木上と錦の西婦人会が３地域であり

ます。ただ、その一武のほうは郡婦連のほうでありまして、西と木上が下球磨のほ
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うに入られたというような状況でありますから、その郡婦連の負担金に合わせない

と、要するに補助金ですね、補助金の額が違ってくるというようなことでありまし

て、錦町長から、森本町長から申し入れがございました。要するに郡婦連の負担金

に合わせて、うちは錦町西と木上の負担金を決めるから、人数割だったと思います

けれども、ぜひ相良も山江もそれに準じてほしいというようなことでありまして、

それはごく当たり前のことだと私も思っております。２万円の負担金の予算はあり

ましたが、その郡婦連の負担の基準に則ってですね、その９,０００円を今回組ま

せてもらいながら、計上させてもらったというような事情でございます。 

 いずれにしましても、その郡婦連、下球磨婦人会連絡協議会等々ございますが、

要はその山江村での婦人会活動を充実したいというような意向の中での活動であり

ますので、そういう経緯の中でですね、婦人会については従来どおり、山江村の婦

人会の負担金を削っておりませんし、しっかり婦人会活動を地域活動、地域で立つ

のは婦人会だけですね。山江村地域青年団とは言いません。山江村地域婦人会活

動、地域婦人会という社会教育団体の言葉がありますとおり、その地域活動をさら

に充実してもらいたいなということを期待をしているところであります。 

 以上、答弁になったかどうかはわかりませんが、婦人会の内部の運営に介入はで

きませんので、経緯を報告申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ただいまの２点目の質疑については、村長から経緯等を含め

て答弁いただいたところであります。実は山江村婦人会の総会には、議会を代表し

て秋丸議長も出席されております。そして報告の中で、「２万円て予算のあったば

ってんが、今回は９,０００円だが大丈夫かな」というようなことも申されており

ますし、また、昨年度までは１万１,０００円であった球磨郡連合婦人会ですか

ね、そこに、それで今回９,０００円ということで、その経緯もわかりはします。 

 ３０年度当初予算書を見ますと、同じく９款、教育費の４項、社会教育費、２

目、公民館費の中の１９節、負担金補助及び交付金の中に、先ほど来、話がでてい

る婦人会や青年団やＰＴＡや文化協会や海山交流少年の船その他、合計で３８７万

２,０００円の計上がなされております。これらの予算を使って、社会教育の応援

をされているんだと思いますが、教育行政の責任者である教育長にもお伺いしたい

と思いますが、この今回の補正予算でも学校教育に対する国の補助事業も持ってき

ておられますし、すばらしいと思いますし、併せて、社会教育についてはどのよう

な支援体制、どのような応援体制でおられるのか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、今のご質問でございますけれども、非常に社会教
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育におきましてはですね、幅も広うございますので、ただ生涯学習の観点からしま

すと大変重要な教育だと考えております。特に最近、情報化、少子化高齢化という

ことで、著しいそういう進展があっております。また、本村の村民の価値観、それ

から学習ニーズもですね、多様化してきているというような状況でございます。そ

のため私たち教育行政といたしましても、時代の要請に適切に対応することが大切

じゃないかなと、私は捉えているところでございます。 

 教育基本法が掲げております教育の目的の実現のためにですね、社会の活力をみ

いだす基本であります人づくりを進めていくことは、非常に大切じゃないかと思っ

てるところでございます。生涯にわたって自立した村民の育成を図るということ

と、それから、豊かな地域社会の実現を目指した生涯学習の振興を図っていくとい

うことは、非常に大切じゃないかなと思っているところでございます。 

 そこで、私たちこの山江村教育委員会といたしましては、豊かな心を持ち、郷土

を愛する村民の育成を目指しまして、家庭、それから学校、それから地域社会が相

互に連携を図りながら、生涯学習のいっそうの活性化を進めてまいりたい。山江村

の社会教育の中にはですね、社会教育委員さん、それから文化財保護委員さん、そ

れからスポーツ推進委員等々がおられますので、そういう方々のご意見等をしっか

りと聞きながらですね、村の実態に即した社会教育の施策をしっかりと遂行してま

いりたいという考えで、また支援もですね、してまいりたいと考えているところで

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 生涯学習、社会教育にも力を入れるということでありまし

た。村長の村政運営の方針は、村民の動きを村が応援するということだと思いま

す。それで社会教育団体、あるいは生涯教育に対して、村長は財政の面からどのよ

うに支援をされるおつもりか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 教育長も申したとおりでありまして、もろもろの社会教育活動

といいますか、地域活動をはじめとしてですね、自らいろんな活動をされていると

いうことについては、まさにその地域づくりの原動力になろうかと思っております

ので、その点、しっかり支援をしていきたいと、今、教育長が申したとおりであり

ます。 

 もう一点申し上げますならば、これも議会で何回か申しておりますけれども、社

会教育の部分についてはですね、生涯学習という分野、人づくりという分野、また

リーダー養成という分野、非常に教育行政の枠を越えたその個性、能力をですね、

地域づくりに生かしてほしいという要求がですね、現代では、今の社会強くなって
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きてるという気がいたします。 

 従いまして、折を見てですね、学校教育関連の社会教育事業以外については、首

長部局にですね、持ってきながら、さらにその活動を盛り上げていきたい、また支

援もしていくことができたらというようなことでございます。このことは二度三度

申しておりますけれども、そういう形でしっかり一緒になってですね、社会教育団

体等々も一緒になってこの山江村の地域づくり、また、公民分館の各行政区の方々

が、それぞれ動かれるということも山江村の大きな財産の一つでありますので、そ

ういう連携もとっていきながらやっていくのが、時代の要請に合ったやり方だとい

うふうに考えております。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 議案第３７号、一般会計補正予算（第１号）について質疑いた

します。 

 ページは１１ページ、林業振興費の中に、報酬、旅費と山江村特用林産物振興協

議会の委員の報酬等が含まれております。この協議会の目的と特用林産の中身につ

いてどのようなことを考えてらっしゃるか、この２点について伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 林業振興費の中の山江村特用林産物振興協議会という

ことでございます。これは今からですね、立ち上げようとしてます協議会でござい

まして、これは山林の後継者、山林所得が伸び悩む中ですね、短期間で収入源とな

ります特用林産物に力を入れたいということでございます。この事業につきまして

は、山村活性化交付金、国の山村活性化交付金を活用しまして、３年間ですけど

も、約単年度で１,０００万円の３年間で３,０００万円という交付金を申請をした

いというふうに思っております。 

 そこで、村としまして直接村から申請するのではなくてですね、地域の方でつく

る協議会を今回立ち上げまして、その中で国に協議会として申請をしたいというふ

うに考えています。この特用林産物を生かして、今度はしいたけ、たけのこが中心

となってくるかと思いますけれども、それの加工品の新商品の開発、そして販路拡

大、今まではですね、国に３年間この交付金を活用してましたけども、今度は３年

間特用林産物の振興を図るためにその交付金を活用して、林家所得の向上を目指し

たいというふうに思いまして、今回の協議会の予算とさせていただいたということ

でございます。 

 この報酬、費用弁償は、その交付金の中から支出は可能ということでございます
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けども、今からの申請ですので、立ち上げるまではですね、まだ交付金の決定が来

ておりませんので、その立ち上げの分を村費で今回お願いしたいと思いまして、今

回の計上とさせていただいたということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷議員。 

○２番（横谷 巡君） 今ですね、非常に林業は不振であります。木材価格が低迷し

て、せっかく山等を持ってらっしゃった方も、本当に切っても赤字ということで本

当に悩んでおられます。そういった中で、この特用林産、貴重な副収入源として山

村の方は助かると思います。私も一般質問の中で、このことはぜひ進めてください

と提言したことがありました。このように山村活性化交付金の新たな施策として取

り組んでいただくことを、ぜひ振興していただきたいというふうに思います。 

 実は、議長の許可をいただきまして、新聞記事がありますかね。これは林業振興

にもかかわるということで、関連で質疑させていただきますが、今朝ほどの熊日新

聞に、このマダニ感染症で死亡、県内今年初めて、球磨郡内の８３歳の女性という

記事が載っておりました。残念ながらこれは本村の本当に山を愛していらっしゃっ

た方なんです。こういったことでマダニで亡くなるということでですね、思っても

いらっしゃらなかった。心からご冥福を祈りたいと思いますが、この原因が、マダ

ニが媒介するウイルス感染症候群に感染したものと思われる。可能性が高いという

ことです。 

 この新聞記事の真ん中ほどに、この方は今年５月２０日に医療機関を受診、６月

２日に亡くなった。ダニが体を噛んだ跡は見当たらなかったが、受診の数日前に山

林で作業にあたっており、山林や草村にいるダニから感染した可能性が高いのでは

ないかということです。 

 ですから、ここにいらっしゃる皆様方もダニに噛みつかれたりされた方が多いと

思いますが、このように残念ながら本村からこのような例が出ましたから、村とし

てこのマダニが感染する感染症の対策としてですね、しっかりとケーブルテレビと

か広報とか、あるいは号外じゃありませんけれども、チラシを作ってこの注意喚起

を図っていただきたいと思いますが、これは村長どうでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） そのマダニが感染症を保有していて、要するにダニウイルスで

すね、そのダニのほうに噛まれたために、亡くなられた方がいるというようなショ

ッキングな話でありました。ダニの話、山に行けばうじゃうじゃいるということを

聞くわけでありますので、これは大変なことだというふうに私も感じております。 

 実は、６月４日の日にですね、振興局で球磨地域振興局の主要事業説明会という

のがございました。これは振興局長をはじめ各部長、それから担当課長すべて出席
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しながら、平成３０年度のですね、いろんな事業について説明を行った。それを聞

くのは町村長と、市も入りますので、市町村長と県会議員、溝口議員ご欠席だった

んですけど、それを受けたわけです。 

 そのあと質疑応答がございます。その質疑応答の中で私、２点質問をしました。

一つは、猫の殺処分をしないんだということに対して、非常に地域困っとるという

ようなことと、このダニの問題であります。２５日に山に入られて、発熱されて病

気療養中、入院されてたんですけど、医療センターに運ばれて、結局亡くなったと

いうようなことであります。聞くところによると、ダニに対する、ダニウイルスに

対するその検査がですね、陽性反応だったということでありますので、ダニによる

感染症だということでありました。 

 その、いわゆる保健所長ですね、今は健康福祉部長といいますけれども、お医者

さんでありますが、の方にそういう事例が起きたと、山江で起きた、よその町村も

びっくりしていたわけですけれども、起きたけど、その話を聞くと対処療法が病院

でもない。要するに治療法がないんだということを聞いたが、実際はどうなってる

んだ。それとダニに対するですね、この感染症により死亡するというような事例に

対する対策は、県としてどういうことを考えてらっしゃるんだろうかということを

お伺いしました。 

 保健部長ですね、要するに健康保健部長ですが、いわゆる保健所長、女医さん、

女のお医者さんですけれども、答えは、その報告はもう入ってるというようなこと

でありました。医療センターから私のほうにも報告が入っていると。対処方法は今

のところないということで、ただ、新聞にも書いてありましたとおり、非常に稀な

事例であるということであります。従いまして、県としてそのダニ対策は、今後何

らかの対策を考えられるんではありましょうけれども、とりあえず今、防除を、い

ろんな防除をしませんので、害虫も含めて虫がいっぱいいるというようなことであ

りますから、とにかく予防、自分でですね、予防するしかないというようなことで

ございます。 

 たまたまここに厚労省が出してる「ダニにご注意ください」というチラシもあり

ますけれども、本当にいろんな長袖、長靴、それから長ズボンですね、を履かれ

て、殺虫剤を吹きながら、その殺虫剤の効能も何時間とはもたないそうであります

ので、しょっちゅう予防しながら入って、帰ってきたらまず洗濯するというより

も、熱湯にかけるというようなこともあるそうでありますけれども、そういう予防

をしっかりしていくということが、とりあえずのですね、対処法らしいということ

であります。 

 従いまして、ダニに噛まれない予防と、噛まれたときの対処については、書いて
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あるとおり、医療機関にすぐさま行くということになろうかと思いますが、そうい

う事例があったということでありまして、何らかの対応というかですね、昔は杉に

もですね、航空防除とか、栗にも航空防除して、そのことが良かったか悪かったか

は別にしながらですね、相当のダニも死んでいたんだなあということを今、考えま

すけれども、そういうことができない状況であります。 

 それともう一点、こういうことを私も尋ねましたら、それは、老いも若きも、要

するに若い人もですね、年寄りも子どももそのダニに噛まれたら、最終的には命を

奪われるというような結果になるんですかということも尋ねましたら、やっぱり体

力がない方が、比較的亡くなられる確率が多いというような話は伺っております。

お年寄りも含めて、ただそう言いながら、若い方も非常に注意をすべき事案だと思

いますので、議員おっしゃられますとおりですね、あらゆる広報を通じて、再度対

策について呼び掛けを行っていきたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 実は、議員さんの中でもダニに噛まれて心配された方もいらっ

しゃいましたので、やはり、山江でもこういう例がでましたので、しっかりとした

予防対策を、今、村長が言われましたように注意喚起を呼び掛けていただきたいと

思います。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） それでは、平成３０年度の一般会計補正予算（第１号）の中か

ら、ページは９ページ、歳出のところです。目５の企画振興費の中でですね、２点

ほどありますが、１点目が、この企画振興費の中で、１３、委託料、山江栗ブラン

ディング委託料についてであります。一応これはこの補正予算１号で５５０万円ほ

ど出してあります。これは新しくこの山江栗ブランディングというのをですね、ブ

ランディング事業でしょうか、があるということで、この内容についてとですね、

もう一点は、１２ページ、目、特産物推進費ですね、の中ですけれども、これは、

ここは当初予算で２８万２,０００円あげてあります。補正額で３０万あげてあり

ますが、この３０万は特産品等出店事業助成金とあります。これも新しくですね、

出店事業があるのかと思いますが、この出店事業について、２点お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、西議員のご質疑にお答えしたいと思いま

す。まず、ページの９ページ、企画振興費の中にあります委託料、山江栗ブランデ

ィング委託料の５５０万円の内訳についてでございます。 

 この委託料につきましては、昨年度申請をいたしておりました地方創生の推進交
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付金事業の一部でございます。地方創生の推進交付金事業につきましては、地方創

生のですね、さらなる進化を支援するために国のほうが設立した交付金でありまし

て、平成３０年３月２９日に内示をいただいたということで、交付金のほうが内示

をいただいたので、歳入のほうにもですね、交付金の額を補正予算として計上させ

ていただいてるところでございます。 

 その中の事業の一部がですね、山江栗ブランディング委託料ということでござい

まして、この内訳といたしましては、まず、山江栗のですね、昨年度も行いました

けれども、海外へのですね、販路開拓等の委託料、また、国内向けの販路開拓も併

せて行っておりますけれども、そのほかに山江栗をですね、さらに広めていくため

の広報啓発活動に充てていくというところで、５５０万円を計上してるというとこ

ろでございます。 

 海外展開につきましては、昨年度はフランスに行っておりますけれども、フラン

スのみならずですね、近くのですね、東南アジア系の外国等々にですね、今度は販

路開拓等を行いながらですね、さらなる山江栗の品質向上等にも努めていきなが

ら、生産量の向上にも寄与できればというふうに考えているところでございます。 

 それから１２ページのですね、特産品等の出店の助成金ですけれども、こちら例

年ですね、当初予算のほうで計上させていただいておりました。平成３０年度当初

予算には計上していなかったわけですけれども、近年、この特産品の出店の助成金

の利用がですね、企業の外販等にですね、使われるケースが多かったということ

で、今回内規を見直してですね、そういう外販等の経費じゃなくて、食品展とか、

そういうところでですね、山江村の特産品を広めていただく、また、バイヤー等と

の商談をする際に、使うんですよという内規を見直してですね、一応村内の事業

所、主に使われてる事業者さんのほうにも了解をいただいたということで、当初予

算では計上しておりませんでしたけれども、今回３０万円を計上させていただいた

ということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 最初の山江栗ブランディング委託料ですね、これは国外、国内

もですけれども、国外ではフランスのみならずということでありました。もちろ

ん、フランスについては、引き続き今までの事業を続けられていかれるわけですよ

ね。 

 それと５５０万円、ブランディングこの委託料ですね、委託ということですか

ら、委託先というのはまだ決まってはいないわけですよね。 

 以上、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 
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○企画調整課長（松尾充章君） それでは、お答えいたします。 

 委託業務のですね、委託先等につきましては、今回、予算を承認いただいた後に

ですね、プロポーザル等を行いながら、委託業務先を決定していきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○４番（西 孝恒君） はい、終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１７、議案第３７号、平成３０年度山

江村一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第３８号 平成３０年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１８、議案第３８号、平成３０年度山江村特別会計農業

集落排水事業補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

 ８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） では、議案第３８号、平成３０年度山江村特別会計農業集落

排水事業補正予算（第１号）について、１点だけ質疑をしたいと思います。 

 ５ページに歳出の中に、補助金として６０万円計上されています。これはどうい

うふうな性格の補助金なのか、まずお尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。 

 今回、歳出のほうで６０万円計上している分ですけれども、これにつきまして

は、農業集落排水区域内での新規の申し込みがあったということでございます。新

規の申し込みがあった場合につきましては、公共桝の工事をするわけですけれど

も、新規に、その場合、距離が遠いか近いか、遠距離と近距離ということで、そこ
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で判断をし、近距離の場合は農業集落排水に工事請負費として工事をするわけです

けれども、遠距離の場合につきましては、山江村農業集落排水処理施設の設置及び

管理条例施行規則によりまして、助成金というのが設けてあります。ここで遠距

離、それから近距離の場合の助成額が示されてるわけでございますけれども、その

遠距離になった場合につきましては、合併浄化槽との兼ね合いもございまして、そ

こで小型合併浄化槽の範囲内であれば助成が可能ということでございまして、小型

合併浄化槽の範囲内での助成金を今回計上したということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 多分、設置及び管理条例施行規則の第５条に基づいて計上さ

れてる補助金だろうと思うんですが、現地を私、ちょっと見ましたけども、どこが

遠距離なのか近距離なのか、その分け方はどこまでが近距離でどこまでが遠距離な

のか、その辺の見解を一つ。 

 それから、もう一つは、合併浄化槽の区域内設置であれば、恐らくその加入負担

金１０万円ありますが、これは負担をされるものなのか、そこをまずお尋ねしたい

と思います。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。 

 遠距離と近距離のこの区別といいますか、そこのことだと思いますけれども、実

際、区域内でありましても勾配がとれないところもあります。確かに距離が長くて

事業費がかかるということもありますので、まず申し込まれるときにですね、相談

に来られて、大体どの位置に新規の宅地を住宅を建てる場合、公共桝の位置がおの

ずと決まってくるわけです。ですから、その場合に事業費を算出しまして、補助金

内、先ほどありました小型合併浄化槽補助金内でがラインとして近距離、それを超

える場合が遠距離という形でとってるわけでございまして、実際に距離で幾らから

が遠距離というのは、決めていないところでございます。 

 それから、加入金の話が出ておりますけれども、加入金につきましては、届出、

今回、遠距離、近距離ということで、遠距離でも加入するということであれば、申

し込みされて、加入金のその支払が伴ってくることでございます。 

 以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） じゃあ今回は遠距離だから、遠距離扱いとして村の一部補助

ということで理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 
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○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。 

 先ほどから出ておりますけれども、山江村農業集落排水施設の設置及び管理条例施行

規則、先ほど議員申されましたけれども、第５条で助成金をあげております。ここで、

本管から公共桝までの遠距離で、その費用が当該年度の合併浄化槽の補助金を超えた場

合は、当該年度の合併浄化槽への補助金の額を助成するということで、ここの規定に基

づきまして、今回遠距離ということで、今回助成金を計上したところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今からですね、こういうふうにいろいろ新しく宅地を造成さ

れたり、家を建てられたりするわけです。こういうことは今から多くなってくると

思いますが、やはり、この場合はこう、この場際はこうて、非常に今までの経緯で

ですね、過去６年でこの施行規則はできてるんですが、平成６年以降、２５年ぐら

い経ってますね。だから２５年目を迎えてるわけですが、区域外であろうと区域内

であろうときちっと決めなおす。それから、補助金のですね、出し方も、やっぱり

振れない方法でしたほうがいいんじゃないかと思ってる。でないと、なかなかその

都度その都度考えておったんでは、非常に振れる可能性もあるし、公平性も保たれ

ないということもあるわけです。過去２、３年そういうこともありましたし、今後

またそういうことが大いに予想されるわけですので、きちっとした対応をするとい

うのが必要ではないかなというふうに思います。距離じゃなくて、例えば工事費用

幾らかかるから、これはオーバーするから合併浄化槽の制度を使うんだというふう

なことじゃなくてですね、きちっとした対応を今からされる必要があるんじゃない

かなと思います。 

 それからもう１点ですが、この財源ですけれども、本来は合併浄化槽の制度を使

うんであれば、一般会計から繰り入れをして、残りをこの簡水の特別会計から出す

というのが筋だと思うんですが、会計の独立性からみてその辺はいかがな見解です

か。お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうからお答えします。 

 制度運用の件ですけれども、合併浄化槽、一般会計のほうが出してるというよう

なことがありましたが、その補助がですね、基準がありますので、その基準をもと

に農業集落排水事業に入られる方々については、その基準以内であれば役場が、山

江が全部やってしまう。それを超える金額であれば、１００万、２００万かかりま

すので、それは６０万分しか払いませんよという基準でありますので、ご理解いた

だきたいというふうに思います。 

 それと、繰入れというよりも、今回の場合はですね、合併浄化槽を造るんじゃな
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くて、農業集落排水事業に加入したいと、にかかわる工事費であります、自宅まで

届く。従いまして、その中での工事費の部分を合併浄化槽部分を超えるということ

で、その部分について補助金を出すというような考え方でありますので、よろしく

ご理解をお願いしたいと思います。 

○８番（中竹耕一郎君） はい、終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１８、議案第３８号、平成３０年度山

江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第１号）については、原案のとおり可決

することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１９、議員派遣の件を議題といたします。お手元に配付

しております議案のとおり、議員を派遣するものであります。 

お諮りします。 

会議規則第１２６条の規定により、議案のとおり議員を派遣したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、よって、議案のとおり議員を派遣することに

決定しました。 

お諮りいたします。ただいま、議員派遣の件に議決されました派遣場所、派遣期

間等に変更があった場合、その決定については、議長に委任されたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、よって、そのように決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会、総務文教常任委員会、産業

厚生常任委員会） 
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○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２０、閉会中の継続調査申出書を議題といたしま

す。 

議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長

から、会議規則第７４条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり、

閉会中の継続調査をしたいとの旨の申し出がありました。 

 よって、委員長の申し出のとおり継続調査をしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

よって、委員長申し出のとおり、それぞれの閉会中の継続調査をすることに決定

いたしました。 

ここで、お諮りいたします。会議規則第４４条の規定により、本会議で議決され

た事件、条項、字句、数字、その他整理を議長に委任することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。従って、本定例会において議決した事件

の条項、字句、数字、その他整理を議長に委任することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） これで、本日の日程は終了いたしました。 

 本定例会の会議に付されました事件はすべて終了いたしました。 

お諮りいたします。これで本定例会を閉会したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。平成３０年第３回山江村議会定例会をこ

れで閉会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時３８分 
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